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第  1  章 策定の趣旨と位置づけ 

 

 策定の趣旨と位置づけ 

 
 

 1    策定の趣旨 
   

本市⽔道事業は、昭和 47 年に守⾕地区簡易⽔道事業により給⽔を開始してから約 50 年に
わたり⽣活基盤としての役割を担ってきました。 

本市では、平成 17 年のつくばエクスプレスの開通に伴い⼈⼝増加基調が続いていますが、将来
的には少⼦⾼齢化社会の到来により⼈⼝が減少し、給⽔収益が低下することが予測されます。⼀
⽅で、整備後 40 年以上が経過する⽼朽化した⽔道施設の⼤量更新や、今後起こりうる⼤規模
地震に備えた耐震化が急務となっており、多額の投資が必要となります。そのため、投資と財源のバ
ランスを図り、⻑期的な視野に⽴った⽔道事業運営が求められます。 

また、総務省は、「「経営戦略」の改定推進について（令和 4 年 1 ⽉）」において、策定した経
営戦略に沿った取組等の状況を踏まえつつ、PDCA サイクルを通じて質を⾼めていくため、３年から
５年内の⾒直しを⾏うことが重要としています。 

今般、守⾕市⽔道事業ビジョン及び守⾕市⽔道事業経営戦略の策定から５年が経過し、⾒
直し時期を迎えました。この５年間、本市⽔道事業はビジョンや経営戦略に基づき、各種施策を推
進し、その進捗管理を毎年度⾏ってきましたが、計画期間の中間時点である令和５年度において、
これまでの事業を振り返り中間評価を⾏い、具体的な推進施策や投資・財政計画の⾒直しを⾏う
とともに、ビジョンと経営戦略を統合して改定を⾏う「守⾕市⽔道事業ビジョン・経営戦略（改定
版）」を策定しました。 

本市⽔道事業に対する⼀層のご理解とご協⼒を賜りますようお願い申し上げます。 
 

令和 6 年 3 ⽉  守⾕市上下⽔道事業 
守⾕市⻑ 松丸 修久 
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 2    位置づけ 
   

「⽔道事業ビジョン・経営戦略」は、上位計画である「第三次守⾕市総合計画」や「新⽔道ビジ
ョン」と整合を図りつつ、総務省の「経営戦略」の策定⽅針を踏まえて策定します。また、現状と将来
⾒通しを把握した上で、施設・設備に関する投資の⾒通しを試算した「投資計画」と、財源の⾒通
しを試算した「財政計画」を踏まえ、収⼊と⽀出が均衡するよう調整した中⻑期の「収⽀計画」を策
定し、理想像の実現に向けた具体的な取組を掲げていきます。 

 

 
図 1.1 守⾕市⽔道事業経営戦略の位置づけ 

 
 

 3    計画期間 
   

「⽔道事業ビジョン・経営戦略」の計画期間は、中⻑期的な観点から今後 40 年間の将来⾒通
しを⾏った上で、今後 10 年間に取り組むべき課題への対応を図るものとします。本改定は策定から
５年経過したことによる中間⾒直しの位置づけであり、計画期間は令和元年度から令和 10 年度
までの 10 年間で変更しないものとします。 
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 4    基本事項 
   
 本⽔道事業ビジョン・経営戦略内の年号については、平成 31 年度は令和元年度とし、図

中は S(昭和)、H(平成)、R（令和）と表記しています。 
 本⽔道事業ビジョン・経営戦略内の数値は、原則として厚⽣労働省の⽔道統計調査に基

づいています。 
 本⽔道事業ビジョン・経営戦略は、本市で平成 30 年度に策定した※アセットマネジメント計

画に基づいて作成しています。 
 ⽤語説明は巻末に⽰しています。  

 5    経営指標 
   

本⽔道事業ビジョン・経営戦略では、経営指標を次のとおりに設定し、経年変化や類似団体と
の⽐較を踏まえた分析結果等を勘案し、計画期間内の⽬標を定めます。（詳細は第６章参照）  

表 1.1 経営指標 
 経営指標 算出式 策定時 

平成 29 年度 

現状 
令和 4 年度 

⽬標 
令和 10 年度 

投
資
計
画 

施設利⽤率 
⼀⽇平均配⽔量/⼀⽇配⽔能⼒×
100 

75.06 87.33 ≧83.00 

有収率 
年間総有収⽔量/年間総配⽔量×
100 

96.44 97.11 ≧96.71 

管路経年化率 
法定耐⽤年数を超過した管路延⻑/
管路延⻑×100 

1.4 28.8 ≦51.00 

管路更新率 
当該年度に更新した管路延⻑/管路
総延⻑×100 

0.4 0.9 ≧0.25 

財
政
計
画 

経常収⽀⽐率 経常収益/経常費⽤×100 108.05 120.17 ≧100 
累積⽋損⾦ 

⽐率 
当年度未処理⽋損⾦/（営業収益-
受託⼯事収益）×100 

0.00 0.00 0.00 

流動⽐率 流動資産/流動負債×100 1,053.32 922.44 ≧240 
企業債残⾼対
給⽔収益⽐率 

企 業 債 現 在 ⾼ 合 計 / 給 ⽔ 収 益 ×
100 

4.52 1.87 12.30 

料⾦回収率 供給単価/給⽔原価×100 101.77 114.58 103 

給⽔原価 

〔経常費⽤-（受託⼯事費+材料及
び不⽤品売却原価+附帯事業費）
-⻑期前受⾦戻⼊〕/年間総有収⽔
量 

184.39 159.06 177.74 

有形固定資産
減価償却率 

有形固定資産減価償却累計額/有
形固定資産のうち償却対象資産の
帳簿原価×100 

76.13 74.09 ≦85.00 
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 ⽔道事業の概要と現状分析 

 
 1    ⽔道事業のあゆみ 
   

本市⽔道事業は、昭和46年に守⾕地区簡易⽔道事業として発⾜し、⼈⼝増加及び給⽔区
域の拡張を⾏うため、昭和53年に計画給⽔⼈⼝20,000⼈、計画1⽇最⼤給⽔量8,000m3/
⽇、⽔源を地下⽔、⽬標年度を昭和62年度として上⽔道事業を創設しました。その後、⼤規模
な宅地開発により急激な⼈⼝増加が⾒込まれたため、昭和55年及び昭和57年に2回の変更認
可を⾏い、平成21年4⽉には上⽔道事業と簡易⽔道事業を統合し、市内全域を給⽔区域とする
変更認可を⾏いました、その後、都⼼の近郊都市としての発展により、令和元年に給⽔⼈⼝の増
加、令和４年に給⽔量の増加に伴う変更届出を⾏い、現在、計画給⽔⼈⼝69,920⼈、計画
⼀⽇最⼤給⽔量21,770 m3/⽇の上⽔道事業を運営しています。 
 

表 2.1 守⾕市⽔道のあゆみ 
対象 
事業 年⽉ 内   容 給⽔⼈⼝ ⼀⽇最⼤給⽔量 

 昭和 43 年 
旧守⾕地区⾃家⽔⽔質検査で飲料不適井⼾がで
る。そのため、安全な町営⽔道の整備要望気運が⾼ま
る。 

  

簡 
易 
⽔ 
道 

昭和 46 年 簡易⽔道事業発⾜ 
4,850 ⼈ 1,058m3/⽇ 昭和 47 年 簡易⽔道給⽔開始 

上 
⽔ 
道 

昭和 53 年 上⽔道創設事業 
（⺠間宅造に伴う⼈⼝増に対応するため） 20,000 ⼈ 8,000m3/⽇ 

昭和 55 年 
第⼀次拡張事業 
（住宅都市整備公団施⾏の南北団地開発計画によ
る⼈⼝増に対応するため） 54,500 ⼈ 22,000m3/⽇ 

昭和 57 年 茨城県企業局施⾏による県南広域⽔道⽤⽔供給事
業（利根川浄⽔場）より浄⽔の受⽔開始 

昭和 57 年 
以降 

第⼆次拡張事業 
（未整備であった農村地区の配⽔管網の整備を昭和
57 年から昭和 60 年までの間に完了） 

64,000 ⼈ 28,175m3/⽇ 

平成 17 年 
平成 17 年 4 ⽉ 1 ⽇に下⽔道事業に地⽅公営企業
法を適⽤したことに伴い、⽔道事務所と下⽔道課を新
たに「上下⽔道事務所上下⽔道課」として組織を統合 

平成 21 年 第三次拡張事業 
（川⻄地区簡易⽔道事業を統合） 68,240 ⼈ 24,200m3/⽇ 

令和元年 
第⼀回変更届出（給⽔⼈⼝の増加） 
令和元年 10 ⽉より浄⽔施設及び井⼾を廃⽌し、⽔
源の全量を県企業局からの浄⽔受⽔に切替え 

70,140 ⼈ 21,440m3/⽇ 

令和 4 年 第⼆回変更届出（給⽔量の増加） 69,920 ⼈ 21,770m3/⽇ 



 

5 
 

第  2  章 ⽔道事業の概要と現状分析 

 2    給⽔⼈⼝と給⽔量 
   
平成 25 年度から令和 4 年度までにおける給⽔⼈⼝は、⾏政区域内⼈⼝の増加に伴い増加傾向に
あり、⼀⽇平均給⽔量（図 2.1）も微増していますが、節⽔型⽔道機器の普及や市⺠の節⽔意識
向上等により、⼀⼈⼀⽇平均給⽔量（図 2.2）は横ばいの傾向です。 

 

 
図 2.1 給⽔⼈⼝及び給⽔量の実績 （出典）⽔道統計 

 
 

 
図 2.2 ⼀⼈⼀⽇給⽔量の実績 （出典）⽔道統計 
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第  2  章 ⽔道事業の概要と現状分析 

 3    ⽔源と施設・管路の状況 
   
 3-1  ⽔源 

本市⽔道事業の⽔源は、令和元年 10 ⽉より浄⽔施設及び井⼾を廃⽌したことから、現在はそ
の全量を県南広域⽔道⽤⽔供給事業（茨城県企業局）から※受⽔しています。 

 
 

 
図 2.3 令和 4 年度（2022 年度）取⽔実績  

                                       （出典）令和 4 年度⽔道統計 

 
受⽔ 

 
利根川を⽔源とし、利根川浄⽔場にて⼀部※⾼度浄⽔処理を⾏った⽔道⽔を茨城県企業局

との契約により受⽔しています。現在の受⽔契約量は 21,800m3/⽇となっています。 
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 3-2  配⽔施設 
平成 15 年度に耐震性の⾼い配⽔池を新設しており、現在の配⽔池容量は 15,000m3/⽇、

配⽔ポンプの能⼒は 24,200m3/⽇となっています。 
 
 

 
図 2.4 守⾕市の⽔道施設 

 

 3-3  管路 
令和 4 年度末における管路の総延⻑は 395km となっています。 
布設年度ごとの延⻑は図 2.5 に⽰したとおり、第 1 次拡張事業が⾏われた昭和 55 年以降に

集中して布設されており、※法定耐⽤年数で更新する場合、多くの管路が令和 2 年度以降に更新
時期を迎えることとなります。 

 

図 2.5 布設年度ごとの延⻑ 
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配⽔管 
 

配⽔管の管種内訳はダクタイル鋳鉄管が全体の 52%の 206km を占めており、次いで硬質塩
化ビニル管が 32%（125km）、ポリエチレン管が 15%（61km）、※⽯綿セメント管が 0.3%
（1km）となっています。 

ダクタイル鋳鉄管の継⼿区分内訳は、耐震性を有しているNS型、GX型、SⅡ型が全体の14%
（28km）、耐震性を持たない継⼿が全体の86%（178km）と多くなっています。 

また、耐震性を有している配⽔管（耐震適合管含む）は約 30％であり、新規に布設する管路
については耐震型継⼿や電気融着継⼿といった耐震性に優れたものを布設し、耐震化に取り組ん
でいます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2.6 配⽔管延⻑        図 2.7 ダクタイル鋳鉄管の継⼿区分内訳（配⽔管） 
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 3-4  配⽔システム 
各家庭への給⽔は、市内 7 箇所に設置した⾃動計測設備で配⽔圧と※残留塩素を 24 時間

連続して計測しながら⾏っています。⾃動計測設備の測定結果は浄⽔場内の監視システムで常時
監視しており、浄⽔場の運転管理にフィードバックすることにより、安全な⽔の供給に努めています。 

 
 

 
図 2.8 守⾕市の配⽔システム 
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 4    事業経営 
   
 4-1  会計の仕組み 

⽔道事業は、地⽅公営企業として地⽅公営企業法の適⽤を受け、⽔道料⾦を主財源とする※

独⽴採算制の下で運営を⾏っています。⽔道事業の会計は⺠間企業と同様に※複式簿記を採⽤
した企業会計で、収益的収⽀と資本的収⽀の2本⽴てで会計処理を⾏います。 
 

  

収益的収⽀︓⽔道⽔を供給するための⽀出とその財源 
⽔道料⾦、※加⼊者分担⾦などの収⼊と県南広域⽔道⽤⽔供給事業から購

⼊した受⽔費⽤、⽔道施設の維持管理や利息の⽀払いなど事業運営に必要な
⽀出 
 
資本的収⽀︓⽔道施設を整備するための⽀出とその財源 

借⼊による資⾦調達などによる収⼊と⽔道施設の建設や改良などの設備投資
及び借⼊⾦の元⾦返済に必要な⽀出 

 
 

 4-2  収益的収⽀と給⽔原価・供給単価の推移 
収益的収⼊は、平成 25 年度以降の給⽔量が微増傾向にあることから、給⽔収益についても微

増傾向にあります。平成 27 年度には、⼟地区画整理事業の進捗に伴い、加⼊者分担⾦の収⼊
が増加したものの、その後は新規加⼊の落ち着きがみられ、加⼊者分担⾦の収⼊は減少傾向にあ
ります（図 2.9）。 

⼀⽅で、収益的⽀出は令和元年度以降、浄⽔施設及び井⼾を廃⽌したことによる減価償却
費の低減に伴い減少しており、近年は概ね横ばい傾向にあるといえます。 

⽔道事業は給⽔収益で成り⽴っており、※供給単価（収益）が※給⽔原価（費⽤）を上回る
ことを基本としています。本市では、平成27年度、平成28年度、平成30年度において供給単価が
給⽔原価を下回っており、これらの年度においては原価割れしていることとなります。（図 2.10）。 

 ポ イ ン ト 
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図 2.9 収益的収⽀ （出典）⽔道統計 
 
 

 

図 2.10 給⽔原価・供給単価 （出典）⽔道統計 
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 4-3  資本的収⽀と企業債残⾼ 
資本的収⽀は、施設更新等にどれだけの費⽤を投じるかにより変動します。 
過去10年間における平均的な資本的⽀出は3億円程度ですが、令和元年度以降はアセットマ

ネジメント計画による⽔道施設の更新に伴う建設改良費の増加により、資本的⽀出の額が⼤きく
なっています。なお、収⽀の不⾜する分については、※内部留保資⾦等の補填財源を充てて対応し
ています。 

令和４年度の※企業債元⾦残⾼は0.2億円となっています。本市では平成20年度以降新たな
企業債の借⼊は⾏っておらず、過去に借⼊れた企業債を着実に返済しつつ、起債に頼らない運営
を⾏っています。 

 

図 2.11 資本的収⽀ （出典）⽔道統計 
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 4-4  ⽔道料⾦ 
本市の⽔道料⾦は、基本料⾦と※従量料⾦で構成されています。 
本市の20m3/⽉当たりの⽔道料⾦は3,581円（⼀般⽤︓税込）であり、県南広域⽔道⽤

⽔供給事業から受⽔している県南地域や茨城県平均と⽐較すると家庭⽤の⽔道料⾦はやや低い
⽔準にあるといえます（図 2.12）。しかしながら、東京都と⽐較すると、家庭⽤の⽔道料⾦は⾼くな
っています。本市は⼤都市よりも⽔道整備が新しく、かつ、⼈⼝密度も低いことから、⼀世帯当たり
が負担する⽔道整備費⽤は⼤都市に⽐べて割⾼となります。また、⼤都市のように⼤⼝利⽤者へ
の費⽤転嫁ができず、家庭から費⽤徴収を⾏わなければならないため、⼤都市と⽐べると家庭⽤⽔
道料⾦が割⾼になっています。 

 
表 2.2 ⽔道料⾦（1 か⽉︓税抜） 

⼀般⽤ 
基本料⾦ 

従量料⾦ 

1〜20m3 21〜40m3 41〜60m3 61m3 以上 

466 円 116 円 163 円 204 円 224 円 

臨時⽤ 1m3 につき 274 円 
※⼀般⽤従量料⾦及び臨時⽤料⾦は、1m3 当たりの単価 
※1 か⽉ 20m3 の⽔道料⾦︓466 円(基本料⾦)+116 円×10m3+163 円×10m3(従量料⾦)＝3,256 円 
 3,256 円×1.1＝3,581 円（税込） 

 

 

図 2.12 周辺市町村との家庭⽤⽔道料⾦の⽐較 
（⼝径 20mm、令和 5 年 4 ⽉ 1 ⽇基準、税込） 
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 4-5  経営指標 
本市⽔道事業と給⽔⼈⼝規模が近い事業体（給⽔⼈⼝5万⼈〜10万⼈）の平均値におけ

る経営指標の⽐較を⾏います。 
経営指標には、総務省の「経営⽐較分析表」に記載されている11の指標（表 2.3及び表 

2.4）を採⽤しています。 
 

 

経営の健全性・効率性 
経常収⽀⽐率は、100%以上であり類似団体を上回っていることから、適切な料⾦収⼊が得ら

れているといえます。しかしながら、⼈⼝減少等により収⼊の減少が⾒込まれることから、今後はより
効率的な事業経営が必要になります。さらに、※流動資産が減少しないように努めていく必要があり
ます。 

また、本市では平成20年度から起債の借⼊はしておらず、建設改良費の財源不⾜には内部留
保資⾦等を活⽤しているため、企業債残⾼対給⽔収益⽐率は10％を下回っています。給⽔原価
は類似団体よりも低く、これは令和元年10⽉より浄⽔施設及び井⼾を廃⽌したことによる運営費
⽤の削減が⼀因として挙げられます。⼀⽅で、市内全域における⽼朽⽯綿管や鉛製給⽔管の計
画的な更新により、漏⽔件数を抑制できていることから、有収率は類似団体よりも⾼くなっています。 
 

表 2.3 経営の健全性・効率性に関する事業指標（令和 3 年度基準） 
事業指標 守⾕市 類似団体 全国平均 

※経常収⽀⽐率（％） 122.75 111.49 111.39 
※累積⽋損⾦⽐率（％） 0.00 0.87 1.30 
※流動⽐率（％） 875.13 354.57 261.51 
※企業債残⾼対給⽔収益⽐率（％） 2.30 303.46 265.16 
※料⾦回収率（％） 116.20 103.79 102.35 
※給⽔原価（円/m3） 157.04 167.86 167.74 
※施設利⽤率（％） 87.50 59.40 60.29 
※有収率（％） 97.31 87.57 90.12 
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⽼朽化の状況 
 

管路経年化率は類似団体よりも⾼く、経年化管路が⽐較的多いといえます。そのため、管路更
新率は0.48%と類似団体よりも低くなっておりますが、今後、アセットマネジメント計画による管路更
新計画を基に、適切な更新を⾏っていくことが重要となります。 

 
表 2.4 ⽼朽化の状況に関する事業指標（令和 3 年度基準） 

事業指標 守⾕市 類似団体 全国平均 
※有形固定資産減価償却率（％） 74.09 50.01 50.88 
※管路経年化率（％） 24.05 20.27 22.30 
※管路更新率（％） 0.48 0.56 0.66 
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 5    組織体制と維持管理 
   
 5-1  組織体制 

本市上下⽔道事務所では、技術職2名、事務職8名の計10名の職員が⽔道事業⽀弁職員
として在籍しています（令和4年度実績）。職員数は他の事業体と⽐較して少なく、職員の平均
年齢は38歳、⽔道事業での平均勤続年数は、⽔道専⾨職員としての採⽤を⾏っていないため3
年と短くなっています。 

 
表 2.5 有資格者数及び平均経験年数 

事業体名 
⽔道事業 

⽀弁職員数 
（⼈） 

※⽔道技術 
管理者 
（⼈） 

※布設⼯事 
監督者 
（⼈） 

平均年齢 
（歳） 

平均 
経験年数 

（年） 

職員⼀⼈ 
当たりの給⽔ 
⼈⼝(⼈/⼈) 

守⾕市 10 5 5 41 3 7,002 

県
南
地
域 

⼟浦市 20 4 4 40 4 6,924 

つくば市 31 8 8 45 11 7,214 

稲敷市 11 2 0 42 5 2,531 

美浦村 5 0 0 47 6 2,698 

阿⾒町 4 1 1 47 5 10,815 

河内町 4 1 1 50 10 1,849 

県南⽔道
企業団 

66 44 31 42 18 3,852 

（出典）本市︓令和 4 年度、他事業体︓令和３年度⽔道統計 
 

 5-2  業務の委託状況 
業務の効率化と利⽤者のサービス向上を図るため、令和5年4⽉より、これまでの運転管理業務

の包括業務委託からコンサルタント業務を加えた拡⼤型包括業務を⺠間事業者に委託しており、
⺠間活⼒を最⼤限に活⽤しています。その業務内容は表 2.6に⽰すとおりです。また、職員は委託
会社に対して監督・指導を⾏っており、⽔道事業体の技術⼒の根幹を担っています。 

 
表 2.6 委託状況 

〇 ⽔道施設の運転管理業務（運転、水質管理、調達管理等） 
〇 ⽔道施設の保守管理（設備の保守点検、簡易な補修等） 
〇 修繕業務（定期修繕、突発修繕等） 
〇 コンサルタント業務（各種計画等の改定・策定、耐震診断、改築⼯事実施設計等） 
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第  3  章 将来の事業環境と課題 

 

 将来の事業環境と課題 

 
 

 1    外部環境 
   
 1-1  給⽔⼈⼝の推移 

将来の給⽔⼈⼝及び給⽔量の推計結果は、図 3.1のとおりです。 
本市では、区画整理事業等に伴う⾏政区域内⼈⼝の増加により、※給⽔⼈⼝も増加傾向にあ

ります。将来の給⽔⼈⼝は令和12年度までは増加し、その後緩やかに減少する⾒込みとなっていま
す。また、将来の⽔需要は令和8年度における新規開発⽔量の加算以降は、減少傾向に向かい、
令和18年度における新規開発⽔量の加算により⼀時的に増加するものの、今後40年における給
⽔量は減少する⾒込みとなっています。 

令和9年度以降、⽔需要の減少に伴い給⽔収益も減少していくことが⾒込まれることから、将来
の⽔運⽤について検討し、限られた財源の中でより効率的かつ安全な⽔道⽔の供給に努める必要
があります。また、将来の給⽔⼈⼝及び給⽔量については、中⻑期的な観点で推計しつつ、実績を
踏まえて短期的に⾒直すことで、より実態に⾒合った推計を把握することが重要です。 

図 3.1 ⽔需要の実績と推計値 
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 将来の⾏政区域内⼈⼝は守⾕市⼈⼝ビジョン（令和 4 年 3 ⽉）の推計値を使⽤し
ています。なお、守⾕市⼈⼝ビジョンでは※コーホート要因法にて⼈⼝推計を⾏っていま
す。 

 将来の給⽔⼈⼝は過去 10 年間の未給⽔⼈⼝が概ね⼀定で推移していることを考
慮し、令和 4 年度以降の未給⽔⼈⼝を令和 3 年度の実績値である 789 ⼈と設定
し、⾏政区域内⼈⼝から減算して算出しています。 

 将来の⽣活⽤原単位（⼀⼈⼀⽇当たりの使⽤量）は今後減少傾向で推移する
としています。業務営業⽤⽔量・その他⽤⽔量について、既存⽔量は平成 29 年度
から令和 3 年度実績値の平均値が将来⼀定で推移するとしており、新規開発⽔量
は、プロ野球の２軍施設の移設と総合運動公園、新守⾕駅周辺⼟地区整理事
業、（仮称）守⾕ SA スマート IC 周辺⼟地区画整理事業を反映した⽔量を加
算するものとして設定しています。また、⽣活⽤⽔量は⽣活⽤原単位に給⽔⼈⼝を
乗じて算出しています。 

 有収率、※有効率、※負荷率を設定し、将来の⼀⽇平均給⽔量及び⼀⽇最⼤給
⽔量を推計しています。 

 
 

 1-2  施設効率 
施設の効率性を⽰す施設利⽤率は年々低下していましたが、令和元年10⽉以降に守⾕浄⽔

場を廃⽌し全給⽔量を受⽔により賄っていることから、施設利⽤率は90%程度まで上昇していま
す。今後も施設能⼒が過⼤とならないよう、最適な施設能⼒等について検討を⾏う必要がありま
す。 
 

表 3.1 施設利⽤率と施設最⼤稼働率の算出⽅法 

施設利⽤率＝⼀⽇平均配⽔量（m3/⽇）／ 施設能⼒（m3/⽇） 
施設最⼤稼働率＝⼀⽇最⼤配⽔量（m3/⽇）／ 施設能⼒（m3/⽇） 

図 3.2 施設利⽤率と施設最⼤稼働率  

 ポ イ ン ト 
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 2    内部環境 
   
 2-1  ⽔道施設の状況 

ここでは、固定資産台帳（施設及び設備）及びマッピングシステム（管路）のデータを⽤いて、
更新対象となる資産について整理します。 
 

総資産と更新対象資産の取得額 
 

年度別資産取得額は図 3.3に⽰すとおりであり、令和4年度末の⼟地を除く総資産取得額は
155.7億円となっています。取得年度別では昭和54年度が13億円と最も多くなっています。 

区分ごとにみると、配⽔施設（施設及び配⽔管）が120.8億円と⼤きくなっています。 
本市では令和元年10⽉より浄⽔施設及び井⼾を廃⽌しており、更新対象資産は150億円と

なっています。 
 

図 3.3 総資産年度別取得額 
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図 3.4 区分別の取得額 
 

更新対象となる資産の取得額を図 3.5に⽰します。更新対象資産は146億円であり、総資産
と同様に、昭和54年度に取得した資産額が最も多くなっています。 

 

 
図 3.5 更新対象資産の年度別取得額 
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管路の管種・布設年度別延⻑ 
 

管路の管種ごとの布設年度別延⻑を図 3.6に⽰します。 
管路の総延⻑は395kmであり、布設年度別では昭和55年度の69kmが最⻑となっています。

また、管種別ではダクタイル鋳鉄管が総延⻑の52％（206km）を占めており、次いで硬質塩化ビ
ニル管が32％（125km）となっています。創設当初はダクタイル鋳鉄管や硬質塩化ビニル管の採
⽤が主流であったものの、近年ではポリエチレン管を採⽤することが多くなっています。 

図 3.6 管種ごとの布設年度別延⻑ 
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 2-2  ⽔道施設の⽼朽度 
ここでは、平成30年度に策定したアセットマネジメント計画の概要を⽰します。 
今後⽔道施設を全く更新しないと仮定した場合、⽔道施設がどのように⽼朽化していくのかにつ

いて⻑期的な⾒通しを把握します。 
それぞれの施設は法律により※法定耐⽤年数が決められています。その法定耐⽤年数をもとに⽼

朽度合いを設定し、本市⽔道施設の⽼朽度を把握していきます。 
 

表 3.2 ⽼朽度合いの設定⽅法 
健全資産 ︓ 経過年数が法定耐⽤年数以内の資産 
経年化資産 ︓ 経過年数が法定耐⽤年数の 1.0〜1.5 倍の資産 
⽼朽化資産 ︓ 経過年数が法定耐⽤年数の 1.5 倍を超える資産 

 

施設及び設備 
 

令和元年度の健全資産は82％、経年化資産は9.9％、⽼朽化資産は8.1％となっており、既
に法定耐⽤年数を超過している資産が18％存在します。更新を全く⾏わなかった場合、⽼朽化資
産や経年化資産は年々増加することとなり、35年後の令和40年度には健全資産が18％まで低
下し、多くの資産が法定耐⽤年数を超過することとなります。 

なお、ここでは更新対象資産のみを対象に⽼朽度合いを算定しています。 

 
図 3.7 施設及び設備の⽼朽度  
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管路 
 

令和元年度の健全管路は97％、経年化管路は3％であり、⽼朽化管路はありません。しかしな
がら、その後徐々に⽼朽化が進⾏し、令和14年度からは⽼朽化管路が発⽣することとなります。ま
た、35年後の令和40年度には健全管路が0%となり、全ての管路が法定耐⽤年数を超過するこ
ととなります。 

 

 
図 3.8 管路の⽼朽度
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 2-3  更新需要（法定耐⽤年数） 
ここでは、⽔道施設を法定耐⽤年数で更新した場合の更新需要について、⻑期的な⾒通しを

把握します。平成30年度に策定したアセットマネジメント計画の更新需要について、現在価値に補
正して算出しました。 
 

施設及び設備 
 

令和元年度から令和40年度までに必要な更新費⽤は54.0億円です。 
本市では法定耐⽤年数を過ぎて使⽤している電気・機械・計装設備が⽐較的多いため、令和

10年度の更新費⽤が6.0億円と最も多くなっています。また、電気・計装設備の更新を迎える令和
10年度や、⼟⽊・建築の更新を迎える令和22年度付近の更新費⽤が⼤きくなっており、令和21
年度から令和25年度までの5年間にはおおよそ14億円の更新費⽤が必要となります。なお、ここで
は、⾃⼰⽔廃⽌に伴う浄⽔場の撤去費⽤については考慮していません。 

更新費⽤の総額54.0億円を40年間で平均すると、1年当たり1.4億円の更新費⽤が必要なこ
ととなります。 

このため、今後は更新需要のバラつきがないように、計画的に更新事業を実施する必要がありま
す。さらには、将来の⽔需要等を考慮した適正規模の施設整備を⾏うとともに、維持管理を適切に
⾏うことにより、更新費⽤の発⽣そのものを抑制する必要があります。 
 

 

図 3.9 施設及び設備の更新需要 
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管路 
 

令和元年度から令和40年度までに必要な更新費⽤は355.7億円です。 
昭和55年度に布設した管路の更新時期を迎える令和2年度の更新費⽤が58.6億円と最も多

くなります。また、更新費⽤の総額355.7億円を40年間で平均すると、1年当たり8.9億円の更新
費⽤が必要となります。 

このため、今後は更新需要のバラつきがないように、計画的に更新事業を実施する必要がありま
す。なお、管路の更新費⽤には現在布設されている管路の撤去費⽤も含めています。 
 

 
図 3.10 管路の更新需要 
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 2-4  職員数の推移 
 

本市では、平成17年4⽉に⽔道事務所と下⽔道課を上下⽔道課として統合しています。組織
統合以降、効率的な組織体制の構築に努めてきたことから、上下⽔道事務所の職員数は減少傾
向にありましたが、平成28年度からは増加が⾒込まれる更新需要に対応するため、組織体制の強
化に取り組んでおり、職員数は増加傾向にあります。令和4年度時点では、上下⽔道事務所には
21名の職員が所属し、上下⽔道事業に従事しており、そのうち、⽔道事業⽀弁職員は10名となっ
ています。本市の職員⼀⼈当たり給⽔⼈⼝や職員⼀⼈当たり給⽔収益は類似事業体の約2倍と
なっており、平成17年度の上下⽔道事務所発⾜以来、⼈員の適正化に努めてきたことから、効率
的な組織運営が⾏えているといえます。 

⼀⽅で、本市の技術職員数は2名と類似事業体と⽐べて⾮常に少なく、今後、⼀定数の技術
職員を確保しなければ、増加する更新需要に対応することは難しくなると考えられます。加えて、⽔
道施設の更新には、業務に関する知識はもとより、⼗分な現場経験や⾼度な技術が必要となりま
すが、⼀般⾏政部⾨との⼈事交流や短い⼈事異動サイクル等により、⽔道部⾨での⻑い経験と知
識を持った技術職員の確保が困難な状況にあります。こうした⽔道事業従事者を取り巻く環境が
厳しい中で、今後の施設更新を円滑に進めていくためには、事業量に⾒合った技術職員数について
検討を⾏うとともに、技術職員や技術⼒の確保を、どのように⾏っていくかについても検討を進めること
が重要となります。 

 

図 3.11 守⾕市上下⽔道事務所の職員数の推移（左）と⽔道事業⽀弁職員の体制（右） 
（令和 4 年度実績） 

表 3.3 守⾕市と類似事業体の指標値の⽐較 
 守⾕市 類似事業体 
⽔道事業⽀弁職員数（⼈） 10 20 
職員⼀⼈当たりの給⽔⼈⼝（⼈/⼈） 7,002 3,671 
職員⼀⼈当たりの給⽔収益（千円/⼈） 122,988 66,797 
技術職員数（⼈） 2 8 
建設改良費（千円） 356,486 466,554 

（出典）本市︓令和 4 年度、他事業体︓令和 3 年度⽔道統計 
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 将来の⽔道 

 
 

 1    基本理念 
  

 
本市では、「第三次守⾕市総合計画（計画期間:令和4年度から令和13年度）」において、『⽔

と緑のパワースポット もりや 〜持続・創造・進化するまち〜』を将来像に掲げ、この将来像の実現に
取り組んでいます。 

また、第三次守⾕市総合計画を構成する基本計画の施策体系である「ひと」「地域⾃治」「くら
しの基盤」のうち、「くらしの基盤」の施策・あるべき未来の姿において、将来像の実現に向け5つの基
本政策を施策展開の柱とした取り組みを進めることとしています。 
 

 
施 策 ⑩ 環境にやさしい⽣活の創出 
施 策 ⑪ 防災・減災対策の充実 
施 策 ⑫ 市⺠⽣活の安全・安⼼の確保 
施 策 ⑬ 利便性の⾼い都市基盤の整備 
施 策 ⑭ 地場産業の活性化 

  
 

本市の将来像を実現するために、本市⽔道事業では、「施策⑬ 利便性の⾼い都市基盤の整
備」を基本政策として、基本事業に位置付けた「⽔道⽔の安定供給」及び「健全な上下⽔道事
業の経営」に取り組んでいます。 
 

表 4.1 第三次守⾕市総合計画の施策 
基本事業 主な取組 

⽔道⽔の安定供給 

◎包括的施設管理委託の拡充 
◎関連施設の適切な維持管理と計画的な⽼朽化・耐震化対

策の推進 
◎⽔質基準への適合 
成果指標︓配⽔停⽌に直結する重事故件数・⽔道⽔質事故
件数(R8 ⽬標値︓0%)、突発的な断⽔件数(R８⽬標値︓
0%)、配⽔管路更新率（R8 ⽬標値︓0.25%）、配⽔管路
の耐震適合率(R8 ⽬標値︓31%) 

健全な上下⽔道事業の 
経営 

◎企業会計事務のデジタル化推進による執⾏体制の補完 
◎上下⽔道料⾦の適正な徴収と経営状況等の積極的な公開 
成果指標︓経常収⽀⽐率(R8 ⽬標値︓100%)、給⽔収益
に対する資⾦残⾼の割合(R8 ⽬標値︓50%以上) 

第三次守⾕市総合計画の基本計画の施策体系「くらしの基盤」 5 つの施策 
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⽔道事業は市⺠の⽀払う料⾦で賄う事業である⼀⽅で、地域独占企業であり、市⺠は事業者

とそのサービスを取捨・選択することができません。このため、市⺠が安全かつ安⼼して暮らすことができ
るように、⽔道事業者には⽣活に⽋かすことのできないライフラインとしての⽔道サービスを継続して提
供する義務があり、市⺠のニーズを把握し⽔道施設の維持管理に努めるだけでなく、災害対策・⽼
朽化対策に取り組むとともに、経営基盤を強化する必要があります。 

これからも市⺠⽣活に必要な⽔道⽔を継続して供給するため、第三次守⾕市総合計画との整
合を図りながら、『市⺠から信頼される⽔道』を基本理念に掲げ、市⺠の信頼と満⾜を⾼めるための
事業運営を⽬指します。 

 
 

 
 
さらに、ここで掲げた基本理念を柱に政策を定め、具体的な施策により計画を実⾏します。 

 

 

図 4.1 ⽔道ビジョンの体系概念 
 
 
  

市⺠から信頼される⽔道基本理念
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 2    政策 
  

 
政策とは本市⽔道事業の⽬標となる⽅策や⽅針です。厚⽣労働省の「新⽔道ビジョン」では、

⽔道の給⽔対象としてきた「地域」とその需要者との間において築き上げてきた「信頼」の概念を重
要視し、⽔道の理想像を「時代や環境の変化に対して的確に対応しつつ、⽔質基準に適合した⽔
が、必要な量、いつでも、どこでも、合理的な対価をもって、持続的に受け取ることが可能な⽔道」と
して、「安全」、「強靭」、「持続」の観点から、取組の⽬指すべき⽅向性やその実現⽅策、関係者の
役割分担を⽰しています。 

本ビジョンにおいても、「安全」、「強靭」、「持続」の観点から、基本理念の考えに基づき、市⺠の
信頼を得るための⽬指すべき姿として次の7つの政策を掲げます。また、各施策について、関係する※

経営資源を記します。 
 

 
図 4.2 政策 
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安全で安⼼な⽔の供給  

  
⽔道⽔を安⼼しておいしく飲んでいただくことは、⽔道事業者としての普遍的な⽬標です。浄配⽔

場から末端給⽔栓に⾄るまでの⽔質管理を徹底し、その安全性を公開することにより、市⺠との間
で⽔道⽔への安⼼と信頼を築くことが必要です。 

したがって、「安全で安⼼な⽔の供給」を第⼀の政策に掲げ、市⺠に安⼼して⽔道⽔を飲んでい
ただくため、より安全な⽔を供給することを⽬標とします。 
 

  

安定した給⽔の実現  

  
⽔道が市⺠の⽣活や社会経済活動を⽀えるライフラインとして定着した現在、⼀度断⽔が⽣じる

と市⺠⽣活に甚⼤な影響を及ぼすため、⽔道⽔を安定して供給することは、⽔道事業者の責務と
なっています。本市では、⽔道施設の⽼朽化が進んでおり、今後も安定して給⽔するためには、⽔
道施設がその機能を⼗分に発揮できるよう、適切な維持管理を推進するとともに、計画的・効率的
な施設更新を実施していかなければなりません。 

したがって、「安定した給⽔の実現」を第⼆の政策に掲げ、いつでもどこでも安定的に⽔道⽔が使
えることを⽬標とします。 
 

  

災害に強い⽔道  

  
⽔道施設は、⽣活に⽋かすことのできないライフラインであり、平常時はもとより、地震等の災害時

にあっても必要最低限の⽔の供給を維持し、市⺠⽣活への影響を低減できるよう、利⽤者の理解
を得ながら⽔道施設の耐震化等を進めることが重要です。 

また、⼤規模な地震の発⽣に伴う施設の被災等により、やむを得ず断⽔する場合であっても、関
係機関との連携による応急給⽔活動や応急復旧活動が展開できるよう、災害時復旧協定を結ぶ
等、危機管理体制を強化する必要があります。 

したがって、「災害に強い⽔道」を第三の政策に掲げ、災害時においても最低限の給⽔が⾏えるよ
う、守⾕市地域防災計画を基に危機管理体制を確⽴し、災害に強い⽔道を構築することを⽬標
とします。 
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健全経営の堅持  

  
蛇⼝を捻ればいつでも⽔道が利⽤できる環境を次世代へ確実に引き継ぐとともに、市⺠への負担

をできるだけ軽減できるよう、効率的な事業運営を⾏うことが求められています。このため、広域的連
携や官⺠の役割分担を踏まえた連携に取り組み、限られた⼈員の下で効果的・効率的な経営・管
理を実現し、コスト縮減に努める必要があります。 

また、これからの事業運営は、増加が⾒込まれる更新需要に備え、財源を確保する必要があり、
本⽔道事業ビジョン・経営戦略に基づく経営と事業の進捗管理に努めなければなりません。 

したがって、「健全経営の堅持」を第四の政策に掲げ、世代間の負担公平性を維持しつつ、当た
り前のように使える⽔道を次世代へ継承できるように、将来にわたり持続可能な⽔道事業の運営が
できることを⽬標とします。 
 
 
 
 

  

技術基盤の強化  

  
⽔道事業を運営する要は上下⽔道事務所の職員であり、安全な⽔道⽔を安定して供給するた

めには、今後も技術⼒を維持・継承し、更なるレベルアップを図る必要があります。そのためには、職
員の⼈材育成に努め職員の資質を向上させるとともに、公としてのマネジメント⼒を継承しつつ、官
⺠の役割分担を踏まえた連携を進める必要があります。 

また、⽔道事業では部局を超えた頻繁な⼈事異動による専⾨性の低下も懸念されており、今後
の⽔道事業の経営環境を踏まえると、施設整備、資⾦調達いずれの観点からも⽔道事業の基幹
的な業務について専⾨性を持った職員が担当できるよう、組織体制（⼈数及び技術⼒）の確保・強
化を⾏う必要があると考えられます。 

したがって、「技術基盤の強化」を第五の政策に掲げ、これまで培ってきた⽔道技術を継承しつつ
更なるレベルアップを図り、技術⼒の⾼い⽔道事業を構築することを⽬標とします。 
 
 
 
 
 
 
 
 

政策 4 

政策 5 
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環境にやさしい⽔道  

  
⽔道事業は、循環資源である⽔資源を利⽤し、需要者に供給するシステムです。⽔道事業者

は地下⽔を含め、⽔の循環の健全性を常に意識し、環境への負荷を増やさないように様々な環境
対策を積極的に実施することが求められます。 

また、⽔道事業の資源やエネルギー使⽤量の⾒直しにより環境負荷の低減を図ることは、⽔道
事業者の経営効率改善、事業の持続性の確保につながることから、積極的な対応が求められます。 

したがって、「環境にやさしい⽔道」を第六の政策に掲げ、⽔資源を保全しつつ環境にやさしい⽔
道を構築することを⽬標とします。 
 
 

  

⽔道サービスの充実  

  
⽔道事業は、市⺠からの⽔道料⾦で成り⽴っており、市⺠との信頼関係を維持することが必要

不可⽋です。良質な⽔道サービスを市⺠に提供し満⾜を得るためには、市⺠のニーズを把握しサー
ビスの向上に努めるとともに、職員⾃⾝が公共サービスとしての⾃覚を持ち業務に取り組まなければ
なりません。また、⽔道事業に対する理解と信頼を⾼めるため、事業内容について分かりやすい情報
提供を⾏うことも重要です。 

したがって、「⽔道サービスの充実」を第七の政策に掲げ、市⺠とのコミュニケーションにより信頼され
る⽔道を⽬標とします。 

 
 

政策 6 

政策 7 
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 3    基本施策 
  

 
7つの政策を実現するために、⽬標年度である令和10年度までに図 4.3に⽰す具体的な施策

を実施します。 

 

図 4.3 具体的な施策 
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また、⼀部施策については、達成度の評価が⾏えるように第１章で⽰した経営指標以外に⽬標
値を定めます。なお、⽬標値には「⽔道事業ガイドライン」の業務指標や「経営⽐較分析表」の経
営指標、⼜は、本市が独⾃に設定した値を採⽤します。以下に⽬標値に関する表の⾒⽅を⽰しま
す。なお、⽬標値の設定根拠については、巻末に⽰します。 

 
表 4.2 ⽬標値の⾒⽅ 

指標名 算出⽅法 
策定時 
（H29） 

現状 
（R4） 

⽬標 
（R10） 

⽬標 
⽅向 

⬤ 業務指標、経営指標 指標値の算出⽅法 実績値 実績値 ⽬標値 or   or 

◆ 本市独⾃の設定値 〃 〃 － 〃 〃 

 
 
 
 
 
 
 
 

︓⾼い⽅が望ましい 

︓低い⽅が望ましい 

︓どちらともいえない 
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 推進する施策 

 

〇政策 1 安全で安⼼な⽔の供給 

施策 1   ⽔質管理の徹底 
   

  

①⽔質検査体制の堅持 
②末端給⽔栓における安全の確保 
③鉛製給⽔管の解消 
④直結給⽔の普及と貯⽔槽⽔道の指導 
⑤配⽔池の清掃 

 

①⽔質検査体制の堅持 

安全な⽔道⽔を供給するためには、浄⽔場内から各家庭に届くまで厳重な⽔質の管理を⾏うこ
とが⼤切です。 

本市では、⽔質検査計画を随時⾒直し、⽔道法に基づく⽔質検査を計画的に⾏うことで安全
な⽔道⽔の供給に万全を期しています。今後も現状の検査体制を維持していくとともに、⽔質検査
結果等の⽔道⽔の安全性に関する情報を継続して公開していきます。 

なお、原⽔⽔質検査や浄⽔⽔質検査は茨城県企業局⽔質検査センター等に委託しており、引
き続き⾼精度の検査を要求するとともに、緊急時の臨時⽔質検査等の連携を図っていきます。また、
必要に応じて臨時の⽔質検査や市で独⾃に設定した検査項⽬についても検査を実施していきます。 
 

②末端給⽔栓における安全の確保 

⽔道⽔は、毎⽉末端給⽔栓5箇所で採⽔し、⽔質基準を満たしていることを検査しています。ま
た、残留塩素濃度に関しては、7箇所の⾃動計測設備にて24時間連続して監視を⾏うことにより、
末端給⽔栓における安全を確認しています。 

今後も継続して⽔質や残留塩素濃度監視に取り組み、末端給⽔栓における安全確保に努め
ます。また、⽔需要の動向を⾒ながら、測定地点の箇所数や場所等について最適化を図っていきま
す。 

具 体 的 な施 策 
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③鉛製給⽔管の解消 

鉛製給⽔管の新たな埋設は認めていません。残存していた鉛製給⽔管は令和４年度にすべて
解消しました。 
 

④直結給⽔の普及と貯⽔槽⽔道の指導 

⽔道⽔における⽔質⾯での安全性を確保するため、2階建てまでの建物については、配⽔圧の適
正化に努めながら直結給⽔の普及を推進します。また、配⽔圧の適正化を検討する際には、⽔需
要の動向を⾒ながら、管路のダウンサイジングについても検討していきます。 

※貯⽔槽⽔道については、管理の不徹底により衛⽣上の問題が⽣じる恐れがあることから、貯⽔
槽⽔道の利⽤者が安全で安⼼な⽔を飲⽤できるように、⽔道法に基づき貯⽔槽⽔道の新規創設
時や必要に応じて、⽔質の安全管理について適切に指導をしていきます。 

また、給⽔装置の安全性を⾼めるため、平成30年度に改正された⽔道法に基づき、指定給⽔
装置⼯事事業者の定期的な更新制度を整備し、実態や実績のない事業者を的確に把握するこ
とにより、指定給⽔装置⼯事事業者への指導・管理を徹底していきます。 
 

⑤配⽔池の清掃 

より安全で安⼼な⽔道⽔を皆さんへ供給するためには、配⽔池をきれいな状況に保つ必要があり
ます。本市では、より安⼼安全な⽔道⽔の供給を⽬指して、配⽔池の清掃を計画的（5年間で全
箇所）に実施していきます。 
 

⑥⽔安全計画の策定 

⽔道⽔の安全をより⼀層⾼めるため，⽔源から給⽔栓に⾄る統合的な⽔質管理を実現するた
めの計画として令和２年度に「⽔安全計画」を策定しました。 

今後、この⽔安全計画を適正に運⽤するとともに、⽔質事故が発⽣した際に迅速な対応が可能
となるように、関係機関との連携・協⼒体制を強化していきます。 
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〇⽬標値 

指標名 算出⽅法 
策定時 
（H29） 

現状 
（R4） 

⽬標 
（R10） 

⽬標 
⽅向 

⬤ 鉛製給⽔管率（％） 
（鉛製給⽔管使⽤件数/給⽔件数）

×100 
2.9 0 0  

⬤ 配 ⽔ 池 清 掃 実 施 率

（％） 

（5 年間に清掃した配⽔池有効容

量/配⽔池有効容量）×100 
0 100 ≧100  

◆ ⽔質事故件数（件） 
（ 1 年 間 に ⽣ じ た ⽔ 質 事 故 の 件

数） 
0 0 0  

◆ 指定給⽔装置⼯事 

事業者更新率（%） 

（5 年間に更新された指定給⽔装

置⼯事事業者数/指定給⽔装置⼯

事事業者登録総数）×100 

－ 51.38 ≧100  

※⽔質事故件数の⽬標値は、令和 3 年度の守⾕市事務事業評価で設定した令和 8 年度までの⽬標値です。 

 

〇実施スケジュール 
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〇政策 2 安定した給⽔の実現 

施策 2   効率的な施設整備 
   

  

①⽔源の確保 
②⽔道施設の計画的な更新 
③漏⽔の防⽌ 

 

①⽔源の確保 

本市では、区画整理事業により市内への転⼊者が増加しており、それに伴う⽔需要の増加に対
応するため、新たな⽔源を確保する必要がありましたが、茨城県企業局と受⽔量の変更契約を締
結し、必要な⽔量を確保したため、令和元年10⽉以降は浄⽔場を廃⽌し、全量受⽔に切替えて
います。 

引き続き、受⽔量を安定的に確保するために⽔需要の動向に注視しつつ、渇⽔時、停電時にお
いても受⽔が安定して受けられるよう、茨城県企業局へ働きかけていきます。 
 

②⽔道施設の計画的な更新 

本市の⽔道事業は、昭和46年に創設されており、当初整備した⽔道施設は⽼朽化が進んでい
ます。限られた財源の中で⽔道施設事故の発⽣を抑制しつつ、適切な状態で維持するため、※Ｉ
ＣＴ技術を活⽤した維持管理と補修による延命化を図るとともに、平成30年度に策定したアセット
マネジメント計画を踏まえた中⻑期的な更新計画に基づいて、優先度を考慮した更新に取り組みま
す。 

また、⽔道施設更新の際には、⽔需要の動向を踏まえ必要に応じてダウンサイジングを⾏い、施
設の適正化を図ります。なお、ダウンサイジングの検討については施策1の「政策④直結給⽔の普及
と貯⽔槽⽔道の指導の徹底」と整合を図りながら実施していきます。 

さらに、令和元年度に策定した管路更新計画に基づき着実な更新を進めていくとともに、AIやビッ
グデータを活⽤した管路劣化診断や余寿命予測による更新基準（※実使⽤年数）の延命化や
更新需要の低減を検討します。 

 
 
 
 
 

具 体 的 な施 策 
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漏⽔の防⽌ 

⽔は限りある資源であることから、無駄なく各家庭まで届けることが重要です。本市の漏⽔率は平
成21年度以降0.0〜0.1%で推移しており、各家庭へ効率的に給⽔できているといえます。引き続
き漏⽔状況を適切に把握し、万が⼀、漏⽔が発⽣した時には適切に対応するとともに、衛星画像
を活⽤した漏⽔予測による漏⽔量及び修繕費の低減、⽼朽管更新に係る優先順位の設定する
等、効率的・効果的な漏⽔対策を⾏います。 

 

〇⽬標値 

指標名 算出⽅法 
策定時 
（H29） 

現状 
（R4） 

⽬標 
（R10） 

⽬標 
⽅向 

⬤ 法 定 耐 ⽤ 年 数 超 過 設 備

率（％） 

（法定耐⽤年数を超えている設

備 の合 計 /設 備 の合 計 数 ）×

100 

85.7 0 
＜

30.0 
 

⬤ 施設利⽤率（％） （ ⼀ ⽇ 平 均 配 ⽔ 量 / 施 設 能

⼒）×100 
75.1 87.3 

≧
83.0 

 

⬤ 管路の更新率（％） （更新された管路延⻑/管路総

延⻑）×100 
0.25 0.9 

≧
0.25 

 

◆ ダクタイル鋳鉄管及びポリエ

チレン管以外の管種の残存延

⻑（km） 

（ダクタイル鋳鉄管及びポリエチレ

ン管以外の管種の延⻑） 
135 128 ≦125  

◆ ダクタイル鋳鉄管及びポリエ

チレン管以外の管種の更新延

⻑（km） 

（10 年間に更新されたダクタイル

鋳鉄管及びポリエチレン管以外の

管種の更新延⻑） 

－ 1.0 ≧10  

⬤ 漏⽔率（％） （年間漏⽔量/年間配⽔量）

×100 
3.5 2.7 0.0  

◆ 突発的な断⽔件数（件） 突発的に⽣じた断⽔件数 2 1 0  
※突発的な断⽔件数の⽬標値は、令和３年度の守⾕市事務事業評価で設定した令和 8 年度までの⽬標値です。 

 
本市では、管路の布設年度が⽐較的新しく、今後10年間に更新時期を迎える管路が少ないため、

「管路更新率」における⽬標値が類似事業体値よりも⼩さくなっています。計画期間内に更新時期を迎
える管路については、本⽔道事業ビジョン・経営戦略内で定める計画に基づいて着実に更新を進めてい
きます。 

なお、管路の更新については、本市では法定耐⽤年数を実使⽤年数により更新することとしているた
め、「法定耐⽤年数超過管路率」は上昇する⾒込みであることから、⽬標値は定めていません。 
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〇実施スケジュール 
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施策 3   維持管理体制の強化 
   

  

①維持管理の充実 
②関係機関との連携 

 
 

①維持管理の充実 

本市では、⽔道施設の運転管理業務及びコンサルタント業務を職員の監督の下で、⺠間会社
に性能発注の形で包括委託しています。運転管理会社とコンサルタント会社の知恵を融合すること
で業務の効率化と利⽤者サービスの向上を図るとともに、きめ細かな運転管理を⾏うために運転管
理マニュアルの充実に取り組み、職員と⺠間会社との監督・指⽰系統の確認と徹底に努めます。 

また、現有施設を最⼤限有効活⽤するため、⽇常点検を通じて施設・設備の劣化状況を把握
し、予防保全による適切な維持管理を推進します。 

平成28年度にはマッピングシステムを導⼊しており、情報技術の積極的な活⽤により効果的・効
率的な維持管理に取り組んでいます。更なる効率化に向け、設備台帳についても新たにシステムを
導⼊し、情報技術の積極的な活⽤に努めます。 
 

②関係機関との連携 

本市が単独で実施するよりも近隣の⽔道事業体や県と共同で実施することで、効率的・効果的
で、かつ、より⾼レベルに実施できる業務が存在すると考えられます。令和5年３⽉に策定された「茨
城県⽔道事業広域連携推進⽅針」に基づき、⽔道⽤⽔供給事業（県企業局）との経営の⼀
体化に向けたより詳細な検討を⾏うため、関係市町村の実情を踏まえた協議・調整を継続的に進
めながら広域化の推進を検討していきます。また、連携形態にとらわれない多様な形態の広域連携
についても検討していきます。 

このほか、⽔質事故が発⽣した場合や災害時に備えた体制づくりの構築に向け、上下⽔道事務
所内だけでなく、厚⽣労働省、茨城県の⽔道担当部署及び茨城県企業局等の関係機関、県南
地域の⽔道事業体との連携・協⼒体制の強化に努めます。 
 

具 体 的 な施 策 
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〇実施スケジュール 
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〇政策 3 災害に強い⽔道 

施策 4   災害に強い⽔道 
   

  

①⽔道施設の耐震化 
②危機管理体制の強化 

 
 

①⽔道施設の耐震化 

浄⽔場は令和元年10⽉に廃⽌したことから、配⽔システムにおいて主要となる施設の耐震化を
進めていきます。現在は配⽔池4池のうち2池と管理本館の耐震化が完了しています。耐震化事業
の進捗状況を踏まえながら耐震化計画を策定し、配⽔ポンプ室の耐震化を進めていきます。 

管路の更新時には耐震性の⾼い管種を採⽤していきます。また、既設管路の耐震化にあたって
は、⾏政機関や医療機関、避難所等の重要給⽔施設への給⽔ルートの耐震化を優先的に進め
るとともに、それ以外の管路に関しても耐震化・更新計画を策定し、計画的な耐震化を進めていき
ます。 

なお、⽔道施設の耐震化は、「施策2の②⽔道施設の計画的な更新」と合わせて効率よく実施
していきます。 
 

②危機管理体制の強化 

災害対策には⽔道施設の耐震化等のハード⾯を強化することも重要ですが、近隣の⽔道事業
体等の関係団体との相互応援協定の締結等、ソフト⾯での体制づくりも重要です。 

本市では応急給⽔及び⽔道施設の応急復旧等の応援業務について、近隣の⽔道事業体との
相互応援協定や管⼯事組合との実施協定等を締結していますが、今後も災害時に備え周辺団
体や⺠間企業等との連携を強化していきます。また、地域防災計画に基づき、「応急給⽔・応急復
旧計画」を作成し、各種体制の整備を進めていきます。 

災害時に断⽔が⽣じた場合に迅速な応急給⽔が実施できるよう、配⽔池において応急給⽔の
必要量を備蓄するとともに、給⽔⾞・応急給⽔ユニット等の資材を備蓄していきます。また、応急給
⽔拠点の拡充を検討するとともに、あらかじめホームページ等を通じて応急給⽔拠点等についての情
報を公開していきます。 

 

具 体 的 な施 策 
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〇⽬標 PI 

指標名 算出⽅法 
策定時 
（Ｈ29） 

現状 
（R4） 

⽬標 
（Ｒ10） 

⽬標 
⽅向 

⬤ 配⽔池の耐震化率（％） 

（耐 震 対 策 の施 された配 ⽔ 池

有 効 容 量 / 配 ⽔ 池 等 有 効 容

量）×100 

40.0 40.0 
≧

40.0 
 

⬤ ポ ン プ 所 の 耐 震 化 率

（％） 

（耐震対策の施されたポンプ所

能 ⼒ /耐 震 化 対 策 ポンプ所 能

⼒）×100 

0 0 100  

⬤ 管路の耐震管率（％） 
（耐震管延⻑/管路延⻑ ）×

100 
20.0 22.8 ≧23  

◆ 管路の耐震適合率（％） 
（耐 震 管 と耐 震 適 合 管 延 ⻑ /

管路総延⻑）×100 
28.0 30.5 ≧32  

 

〇実施スケジュール
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〇政策 4 健全経営の堅持 

施策 5   計画的な運営による経営の効率化 
   

  

①効率的な組織の構築 
②コスト縮減と経営改善 
③経営戦略に基づく事業運営 

 
 

①効率的な組織の構築 

市⺠への負担をできるだけ軽減するため、⽔道事業者には効率的な事業運営を⾏うことが求めら
れています。 

更新需要の増加等、今後の事業環境の変化に適切に対応するため、定期的に委託状況の評
価・⾒直しを⾏った上で、⺠間事業者の技術・ノウハウを⽣かした連携を強化・拡充し、効果的・効
率的な事業運営・組織管理を⾏います。 

また、将来にわたり効率的な事業運営を⾏えるように、社会情勢や国の動向・法整備の状況を
踏まえながら、官⺠の役割分担を踏まえた連携に取り組みます。 
 

②コスト縮減と経営改善 

経営感覚を発揮したコスト縮減に伴う経営の効率化を⽬標に、⽔道事業の事務事業について
定期的な検証を⾏う等、経営感覚とコスト意識をもって事業運営を⾏います。 

また、企業会計に精通した職員が少ないことから、定期的な監査に加えて有識者による財務諸
表や会計処理の審査が受けられるように取り組みます。 
 

③経営戦略に基づく事業運営 

⽔道施設の耐震化や更新等の事業を⾏うためには多額の費⽤が必要となるものの、今後の⽔
道料⾦収⼊の増加は⾒込めません。このため、内部留保資⾦を確保しながら企業債を活⽤した事
業経営が⾏えるように、アセットマネジメントを継続的に実践していきます。また、中⻑期的な財政収
⽀⾒通しをもとに策定した本⽔道事業ビジョン・経営戦略に基づいて、計画的な⽔道施設の更新
に取り組みます。 
 
 
 

具 体 的 な施 策 
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〇⽬標値 

指標名 算出⽅法 
策定時 
（Ｈ29） 

現状 
（R4） 

⽬標 
（Ｒ10） 

⽬標 
⽅向 

⬤ 総収⽀⽐率（％） （総収益/総費⽤）×100 108 118 ≧100  
⬤ 職員⼀⼈当たりの有収⽔

量（m3/⼈） 

年 間 総 有 収 ⽔ 量 /損 益 勘

定所属職員数 
799、236 749、778 750、000  

⬤ 企業債償還元⾦対減価

償却費率（％） 

（建設改良のための企業債

償還元⾦/減価償却費）×

100 

4.6 5.0 ＜0.05  

⬤ ⾃ ⼰ 資 本 構 成 ⽐ 率

（％） 

〔（資本⾦+剰余⾦+評価

差 額 等 +繰 越 収 益 ）/負

債・資本合計〕×100 

93.6 94.3 ＞90.0  

⬤ 営業収⽀⽐率（％） 

［（営 業 収 益 -受 託 ⼯ 事

収益）/（営業費⽤-受託

⼯事費）］×100 

93.3 102.0 ≧95  

 

 

〇実施スケジュール 
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〇政策5 技術基盤の強化 
施策 6   技術⼒の向上と継承 

   

  

①⼈材の育成と確保 
②法令遵守の堅持 
③技術の共有化 

 
 

①⼈材の育成と確保 

本市では、⼀部業務を⺠間会社に委託していますが、⽔道事業を運営する根幹は職員が担っ
ており、職員には公としてのマネジメント⼒が求められます。講習会や研修への参加は⼀⼈ひとりの知
識を向上させるだけでなく、その情報を組織全体で共有することにより⼈材の育成にもつながることか
ら、今後も継続して外部研修へ参加するとともに、内部研修を実施していきます。 

また、複数の職員が⽔道技術管理者や布設⼯事監督者など⽔道事業に関わる資格を有する
体制を整えていきます。 

本市では、今後、⼤幅な更新需要の増加が⾒込まれており、現在の職員数や組織体制では今
後⾒込まれるすべての更新事業に対応することは難しいと考えられます。そのため、増加する更新需
要に適切に対応できるよう、職員数や組織体制の最適化について検討を⾏っていきます。さらには、
検討結果を踏まえて、技術職員の確保や後進の育成を念頭においた⼈事サイクルを実現できるよう
に、⼈事部局と調整していきます。 
 

②法令遵守の堅持 

市⺠から信頼される職員となるよう資質の向上に努め、⽇々の業務において法令遵守はもちろん
のこと、公平かつ公正な職務の遂⾏に努めます。特に個⼈情報の取り扱いにはより⼀層の注意を払
い、厳重な管理を⾏います。 
 

③技術の共有化 

技術⼒を継承するためには職員が経験や学習で得たノウハウを次世代へ伝える組織作りが必要
となります。そのため、職員同⼠のコミュニケーションを促すとともに、各種マニュアル類の充実、退職者
の再雇⽤等、適正な⼈員配置に努めます。 

 
 

具 体 的 な施 策 
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〇⽬標値 

指標名 算出⽅法 
策定時 
（H29） 

現状 
（R4） 

⽬標 
（Ｒ10） 

⽬
標 
⽅
向 

◆  ⽔ 道 技 術 管 理

者数（⼈） 

⽔道事業⽀弁職員のうち、⽔

道技術管理者の⼈数 
2 2 

⽔道技術管理者が
１名以上おり、布
設⼯事監督者とあ
わせて 3 ⼈以上い
る 

 

◆  布 設 ⼯ 事 監 督

者数（⼈） 

⽔道事業⽀弁職員のうち、布

設⼯事監督者の⼈数 2 2  

◆ ⼟⽊・電気に関

する技師数（⼈） 

⽔道事業⽀弁職員のうち、⼟

⽊、⼜は、電気に関する技師の

⼈数 

4 3 

上下⽔道事務所
内に⼟⽊、⼜は、電
気に関する技師が
6 ⼈以上おり、その
内⽔道事業⽀弁
職員が 3 ⼈以上い
る 

 

 

〇実施スケジュール 
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〇政策 6 環境にやさしい⽔道 

施策 7   資源の保全と環境負荷の低減 
   

  

①環境負荷の低減 
 
 

①環境負荷の低減 

⽔道事業は、資源やエネルギーを使⽤することで成り⽴っており、⽔道事業者には環境負荷の低
減に努める責任があります。このため、⽔道施設の整備・更新時には、省エネルギー機器を積極的
に採⽤し、環境への配慮に努めます。 

また、環境問題への取り組みは、⼀⼈ひとりの⾏動がとても重要であることから、⽔は限りある資源
であるという認識に⽴ち、市⺠と⼀体になって環境負荷の低減に努める必要があります。そのため、
渇⽔時には市のホームページや広報紙等により、節⽔について積極的にPRしていきます。 

 

〇実施スケジュール 

 
 

 

具 体 的 な施 策 
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〇政策 7 ⽔道サービスの充実 

施策 8   ⽔道サービスの向上 
   

  

①業務改善の取組 
②広報・公聴活動の充実 

 
 

①業務改善の取組 

市⺠本位の⽔道サービスを提供するため、市⺠の声を把握し⽔道サービスの向上に努めます。ま
た、職員に対して、公共サービスとしての意識の徹底を図ることにより、業務改善に取り組みます。 
 

②広報・公聴活動の充実 

⽔道事業に関する情報をホームページや広報紙等の多様な媒体を⽤いて、わかりやすく公開しま
す。また、⽔道事業について知っていただくため、積極的に商⼯まつり等に参加し、市⺠とのコミュニケ
ーションを図るとともに、施設⾒学会などを開催していきます。 

市⺠アンケートやインターネットを⽤いた公聴活動に取り組み、市⺠の意⾒や要望を把握し、市
⺠本位の⽔道サービスを⽬指します。 
 

〇⽬標値（市⺠アンケートより） 

項⽬ 
策定時 
（Ｈ30） 

⽬標 
（Ｒ10） 

⽬標 
⽅向 

◆ ⽔道⽔の安全性や安定供給に満⾜していますか 
満⾜、やや満⾜、普通

（％） 
89 >90  

◆ 上下⽔道事業の運営を⺠間に委託するコンセッ

ション⽅式について、どう思いますか 

賛成（%） 48 －  

反対、不明（％） 52 －  

※上記の⽬標値は、守⾕市事務事業評価に基づく数値です。 
 

具 体 的 な施 策 
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〇実施スケジュール 

 
 

  



 
 

52 
 

第  5  章 推進する施策 

 施策のまとめ 
  

 
本ビジョンにて取り組む施策のまとめを次に⽰します。 
 

表 5.1 守⾕市⽔道事業ビジョンにて取り組む施策① 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Ⅰ.安全で安⼼な⽔の供給
1.⽔質管理の徹底

①⽔質検査体制の堅持
・現状の⽔質検査体制を維持していきます。
・⽔道⽔の安全性に関する情報を積極的に公開していきます。

②末端給⽔栓における安全の確保
・末端給⽔栓における安全確保に努めます。
・⽔質観測地点の最適化を図ります。

③鉛製給⽔管の解消
・残存していた鉛製給⽔管は令和４年度にすべて解消しました。

④直結給⽔の普及と貯⽔槽⽔道の指導
・配⽔圧の適正化に努めながら直結給⽔の普及を推進します。
・指定給⽔装置⼯事事業者への指導・管理を徹底していきます。

⑤配⽔池の清掃
・より安全安⼼な⽔道⽔の供給を⽬指し、定期的な配⽔池清掃を⾏います。

⑥⽔安全計画の策定
・令和２年度に策定した⽔安全計画を適正に運⽤します。
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表 5.2 守⾕市⽔道事業ビジョンにて取り組む施策② 

 
 

  

Ⅱ.安定した給⽔の実現
2.効率的な施設整備

①⽔源の確保
・安定した受⽔が⾏えるように、茨城県企業局に働きかけていきます。

②⽔道施設の計画的な更新
・アセットマネジメントを踏まえた中⻑期的な更新計画に基づき、維持管理と補修による
　延命化を図りながら、計画的な更新に取り組みます。
・施設更新の際には、ダウンサイジング等の施設規模の適正化について検討していきます。
・管路更新計画に基づき、計画的な更新に取り組むとともに、AI等の活⽤により更新基準
　の延命化や更新需要の低減を検討します。

③漏⽔の防⽌
・漏⽔状況を適切に把握し、効率的・効果的な漏⽔対策を⾏います。

3.維持管理体制の強化
①維持管理の充実

・運転管理マニュアルの充実に努めるとともに、委託会社との意思疎通に努めます。
・予防保全による適切な維持管理を推進します。
・効率的な維持管理を⾏うため、ICT技術を積極的に活⽤していきます。

②関係機関との連携
・県の広域連携推進⽅針に基づき、広域連携に向けた検討を実施していきます。
・⾮常時に備えた体制づくりの構築に向け、各種関係機関との連携・協⼒体制の強化に努めます。

Ⅲ.災害に強い⽔道
4.災害に強い⽔道

①⽔道施設の耐震化
・耐震化計画を策定し、配⽔池等の配⽔システムにおける主要な施設の耐震化を進めていきます。
・管路については耐震化・更新計画を策定し、計画的な更新を⾏います。
・管路更新の際には耐震性の⾼い管種を採⽤していきます。
・⾏政機関、医療機関や避難所等の重要給⽔施設への給⽔ルートの耐震化を優先して
　⾏います。

②危機管理体制の強化
・災害時に備え周辺団体や⺠間企業等との連携を強化していきます。
・災害時にも応急給⽔が実施できるように、配⽔池に応急給⽔の必要量を備蓄します。
・給⽔⾞や応急給⽔ユニット等の資材の備蓄に努めます。
・応急給⽔・応急復旧計画を作成し、各種体制の整備を進めていきます。
・応急給⽔拠点の拡充を図るとともに、応急給⽔拠点等の情報を積極的に公開していきます。
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表 5.3 守⾕市⽔道事業ビジョンにて取り組む施策③ 
Ⅳ.健全経営の堅持

5.計画的な運営による経営の効率化
①効率的な組織の構築

・委託状況については、定期的な評価・⾒直しを⾏っていきます。
・必要に応じて⺠間事業者との連携を強化・拡充し、効果的・効率的な事業運営に努めます。
・官⺠の役割分担を踏まえた連携に取り組みます。

②コスト縮減と経営改善
・経営感覚とコスト意識を持った事業運営に取り組みます。
・外部有識者による審査が受けられるように取り組んできます。

③経営戦略に基づく事業運営
・継続的にアセットマネジメントを実施していきます。
・計画的な施設更新に取り組みます。

Ⅴ.技術基盤の強化
6.技術⼒の向上と継承

①⼈材の育成と確保
・継続的に外部研修へ参加するとともに、内部研修の充実にも取り組みます。
・⽔道事業に関する資格を有した職員が適正に配置される体制作りに取り組みます。
・職員数や組織体制の最適化について検討を⾏います。
・職員確保や⼈材育成を念頭においた⼈事サイクル実現に向けて、⼈事部局と調整していきます。

②法令遵守の堅持
・法令遵守はもちろんのこと、公平かつ公正な職務の遂⾏に努めます。
・個⼈情報の取扱いにはより⼀層の注意を払い、厳重な管理を⾏います。

③技術の共有化
・各種マニュアルの充実、退職者の再雇⽤や適正な⼈員配置に努めていきます。

Ⅵ.環境にやさしい⽔道
7.資源の保全と環境負荷の低減

①環境負荷の低減
・⽔道施設の整備・更新時には省エネルギー機器を積極的に採⽤していきます。
・渇⽔時には、節⽔についてのPRを積極的に⾏います。

Ⅶ.⽔道サービスの充実
8.⽔道サービスの向上

①業務改善の取組
・市⺠の声を把握し⽔道サービスの向上に努めます。
・公共サービスとしての意識の徹底に努め、業務改善に取り組みます。

②広報・公聴活動の充実
・多様な媒体を通じて⽔道事業に関する情報を公開していきます。
・施設⾒学会等を継続的に実施していきます。
・積極的な広聴活動により市⺠の意⾒や要望を把握し、市⺠本位の⽔道サービスを⽬指します。
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 投資・財政計画 

 
 

 1    投資計画 
   

投資計画は、将来にわたって安定的に事業を継続していくために必要となる施設・設備に関する
投資の⾒通しを試算した計画です。 

投資計画においては、本市で策定したアセットマネジメント計画に基づき、各施設において維持管
理・補修等による延命化を図ることにより、法定耐⽤年数よりも⻑期間使⽤することを前提とした実
使⽤年数を設定し、この年数に従って更新を⾏うこととします。 

 
 1-1  将来的な⽔需要及びそれに必要な供給能⼒の把握 

将来必要となる投資の⾒通しを⽴てるためには、将来的な⽔需要（給⽔量）とそれに必要な供
給能⼒を把握する必要があります。 

将来的な⽔需要（給⽔量）の把握については、給⽔⼈⼝を推計した後に⼀⽇平均有収⽔量
を推計し、有収率・負荷率により⼀⽇平均給⽔量、⼀⽇最⼤給⽔量を予測することを基本として
います。 

本⽔道事業ビジョン・経営戦略においては、以下の設定値を基に将来の⽔需要（給⽔量）を
算出しています。 
 
 

○給⽔⼈⼝ 
⾏政区域内⼈⼝-未給⽔⼈⼝ 
将来の⾏政区域内⼈⼝は、守⾕市⼈⼝ビジョンの推計値を参照するとともに、将来の未給⽔⼈

⼝を、過去の実績値から789⼈で⼀定と設定しています。 
 

○⽣活⽤⽔量 
給⽔⼈⼝の推計値×⽣活⽤原単位 
平成29年度に⽣活⽤原単位の集計⽅法を⾒直した（※）ことから、平成29年度以降の実績

のうち新型コロナウイルス感染症の影響を受け特異値と考えられる年度を除いた平成29年度から令

和元年度の実績をもとに時系列傾向分析を⾏い、最も相関が⾼いべき曲線式を採⽤し、推計値と

実績値の⽐率で補正して設定しています。 
 

（※）県⽔受⽔の全量化に伴う検討の際に、節⽔意識や節⽔機器等の浸透により、⽣活⽤原単位が減少している
ことを考慮しました。 
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○業務・営業⽤⽔量及びその他⽤⽔量（⽣活⽤以外有収⽔量） 
既存⽔量︓平成29年度から令和３年度の平均値（3,589m3/⽇） 
平成29年度に⽤途別の集計⽅法を⾒直したことから、平成29年度から令和３年度の平均値

（3,589m3/⽇）が将来⼀定で推移するものとして設定しています。 

新規開発⽔量︓プロ野球の２軍施設の移設、総合運動公園及び⼟地区画整理事業
（914m3/⽇） 

新規開発⽔量として、令和8年度以降プロ野球の２軍施設の移設（類似の球場の使⽤量を

参考に200 m3/⽇）、総合運動公園（管理棟と公園、アリーナ施設を⾒込み120 m3/⽇）、新

守⾕駅周辺⼟地区画整理事業（297 m3/⽇）を加算、また令和18年度以降（仮称）守⾕

SAスマートIC周辺⼟地区画整理事業（297 m3/⽇）を加算するものして設定しています。 
 

○⼀⽇平均有収⽔量 
⽣活⽤⽔量+⽣活⽤以外有収⽔量 

 
○有収率 

過去10年実績の平均値（96.71%） 
平成24年度から令和3年度までの有収率が95.90%〜97.31%と⾼⽔準かつ安定して推移し

ていることから、過去10年実績の平均値（96.71%）で将来⼀定と設定します。 
 

○負荷率 
過去10年実績の最⼩値（88.8％） 
供給の安定性確保の観点から、平成24年度から令和3年度の実績の最⼩値（88.8％）で将

来⼀定と設定します。 
 

○⼀⽇平均給⽔量 
⼀⽇平均有収⽔量/有収率 

 
○⼀⽇最⼤給⽔量 

⼀⽇平均給⽔量/負荷率 
 

 
将来の給⽔⼈⼝と⽔需要（給⽔量）の予測結果を図 6.1に⽰します。 
給⽔⼈⼝は令和12年度以降、⽔需要は令和8年度における新規開発⽔量の加算以降は、

減少傾向に向かい、令和18年度における新規開発⽔量の加算により⼀時的に増加するものの、
今後40年における給⽔量は現状の給⽔量と⽐べ減少傾向となる予測となっています。本予測結
果を踏まえ、施設更新の際には、現況と同規模の施設への更新を実施していくものと考え、更新需
要の算定を⾏うこととします。 
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図 6.1 将来の⽔需要及び給⽔量の予測結果 
 

 1-2  施設及び設備の更新需要 
平成30年度にアセットマネジメント計画を策定し、今後40年間の施設及び設備の更新需要を

算出しました。その概要を以下に⽰します。 
 

実使⽤年数の設定 
 

国の更新基準に関する調査・検討事例をもとに、更新基準（実使⽤年数）を表 6.1に⽰すと
おり設定します。 

 
表 6.1 施設及び設備の更新基準（実使⽤年数）の設定 

区分 法定耐⽤年数 更新基準（実使⽤年数） 
⼟ ⽊ 60年 73年 
建 築 50年 70年 
機 械 ポンプ 15年 24年 
 消毒設備 10年 18年 
電 気 受電設備 20年 23年 
 ⾮常⽤電源装置 15年 24年 
計 装 10年 18年 
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更新需要の算定 
 

平成30年度に策定したアセットマネジメント計画の更新需要について、国⼟交通省の建設⼯事
費デフレーターによると、策定時から現在まで２割程度物価上昇していることから、現在価格に補正
するため策定当時の更新費⽤を1.2倍します。 

更新基準を踏まえた更新需要の算定結果を図 6.2に⽰します。 
更新基準で更新した場合、今後40年間で必要となる費⽤は49.6億円であり、法定耐⽤年数

で更新した場合（p.25参照）と⽐べて4.4億円（8%）削減することができます。 
また、更新費⽤の総額49.6億円を40年間で平均すると、1年当たりの更新費⽤は1.2億円と

なります。 
 

 
図 6.2 施設及び設備の更新需要（更新基準で更新） 
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 1-3  管路の更新需要 
平成30年度にアセットマネジメント計画を策定し、今後40年間の管路の更新需要を算出しまし

た。その概要を以下に⽰します。 
 
実使⽤年数の設定 

 
国の更新基準に関する調査・検討事例をもとに、更新基準（実使⽤年数）を表 6.2の通り設

定します。 
 

表 6.2 管路の更新基準（実使⽤年数）の設定 

管種 法定耐⽤年数 
更新基準 

（実使⽤年数） 
⽯綿管 ACP 

40 年 

40 年 

ダクタイル鋳鉄管 

DCIP 
(⾮耐震) 

DCIP 60 年 
DCIP-A 60 年 
DCIP-T 60 年 
DCIP-K 
良質地盤以外 

60 年 

DCIP 
（耐震） 

DCIP-SⅡ 80 年 
DCIP-NS 80 年 
DCIP-GX 80 年 
DCIP-K 
良質地盤 

70 年 

鋼管 SGP 40 年 
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 HIVP 50 年 

ポリエチレン管 PE 60 年 
ステンレス鋼管 SUS 40 年 

硬質塩化ビニル管 VP 50 年 
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更新需要の算定 

 
平成30年度に策定したアセットマネジメント計画の更新需要について、施設及び設備と同様に、

現在価格に補正するため策定当時の更新費⽤を1.2倍します。 
更新基準を踏まえた更新需要の算定結果を図 6.3に⽰します。 
更新基準で更新した場合、今後40年間で必要となる費⽤は276.2億円であり、法定耐⽤年

数で更新した場合（p.26参照）と⽐べて79.5億円（22%）削減することができます。 
また、更新費⽤の総額276.2億円を40年間で平均すると、1年当たりの更新費⽤は6.9億円と

なります。 
現状で法定耐⽤年数を超過した管路が存在しないことから、今後10年間の更新費⽤は1年当

たり0.5億円程度と少なくなっています。また、更新需要のピークは令和22年度の35.4億円となりま
す。 

 

 
図 6.3 管路の更新需要（更新基準で更新） 
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 1-4  更新費⽤のまとめ 
施設及び設備と管路の更新費⽤を合わせた結果を図 6.4に⽰します。 
更新基準で更新した場合、今後40年間で326億円の費⽤が必要となります。1年当たりに必

要となる更新費⽤は8.2億円であり、法定耐⽤年数で更新した場合と⽐べて1年当たり2.1億円を
削減することができます。 

 

 
図 6.4 更新費⽤（更新基準で更新） 
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 1-5  更新需要の平準化 
各年度の更新費⽤に⼤きな差が⽣じると、資⾦残⾼が⼤きく変動することとなり、財源確保が難

しくなります。そこで、更新費⽤が周辺の年度と⽐較して多い年度の事業を前後に振り分けることに
より、年度間で更新費⽤に⼤きな差が出ないように平準化を⾏います。 

以下に⽰す⽅法にて平準化された更新費⽤に、浄⽔場廃⽌に伴う撤去費⽤とポンプ室の耐震
化に係る費⽤（表 6.3）を考慮した費⽤を図 6.5に⽰します。 
 

平準化⽅法 
 

① 平成30年度に設定した平準化⽅法及び10年の区分を踏襲するとともに、現在価格に補
正するため策定当時の更新費⽤を1.2倍します。 

② 管路は重要路線を優先的に更新します。 
③ 今後令和7年度までに実施予定の浄⽔場の撤去費⽤を、令和8年度〜令和9年度にポン

プ室の耐震化費⽤を計上します。 
 

図 6.5 平準化後の更新費⽤（R5 フォローアップ時(現在価格に補正)) 
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表 6.3 浄⽔場の撤去費⽤及び耐震化費⽤ 
 撤去施設 費⽤（千円） 
令和 5 年度 薬品沈殿池 95,451 
令和 6 年度 急速ろ過池 85,530 
令和 7 年度 送⽔ポンプ井等 100,023 
令和 8 年度 

ポンプ室の耐震化 
39,749 

令和 9 年度 39,749 
合計  360,502 

 
 

平準化後の更新費⽤ 
 

平準化後の更新費⽤は、表 6.4に⽰すとおりであり、1年当たり5.3億円から9.6億円の間で推
移する⾒込みです（浄⽔場の撤去費⽤及びポンプ室の耐震化費⽤を除く）。 
 

表 6.4 平準化後の更新費⽤（R5 フォローアップ時(現在価格に補正)) 
（千円/年）  

年度   
施設 

令和 6 年度〜
令和 12 年度 

令和 13 年度
〜令和 22 年

度 

令和 23 年度
〜令和 32 年

度 

令和 33 年度
〜令和 42 年

度 
建築 0 0 47,743 128 
⼟⽊ 0 0 0 75,478 
電気 87,973 1,554 31,343 58,186 
機械 16,652 10,532 6,120 5,155 
計装 60,335 4,436 55,898 7,450 

配⽔管 310,009 724,705 379,462 341,203 
配⽔管（重要路線） 49,198 213,661 408,270 243,523 

給⽔管 974 326 196 516 
給⽔管（重要路線） 158 0 0 0 
合計（1 年当たり） 525,299 955,214 929,032 731,639 
合計（億円/年） 5.3 9.6 9.3 7.3 
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 1-6  投資計画のまとめ 
 

施設及び設備 
 

取得年度を基に施設ごとの⽼朽度を把握し、※⻑寿命化の取組を加味して設定した実使⽤年
数で更新を⾏うことを前提として、各年度の事業費を積算しています。また、浄⽔場の廃⽌に伴う撤
去費⽤や耐震化費⽤についても過去の実績等を踏まえて個別に積算し、令和3年度〜令和7年
度の5年間で実施する撤去費⽤を、令和8年度〜令和9年度の2年間にポンプ室の耐震化費⽤を
計上しています。（表 6.3） 
 
 

管路 
 

布設年度を基に管路ごとの⽼朽度を把握し、管種ごとに過去の実績等から設定した実使⽤年
数で更新を⾏うことを前提として、各年度の事業費を積算しています。 

また、更新の際には耐震性を有した管路へと更新することを前提としているため、耐震化率は上
昇するものと⾒込まれます。なお、重要給⽔施設に配⽔している路線（重要路線）については、平
準化の際に優先的に更新することとしており、重要給⽔施設への耐震化は優先的に⾏われるものと
考えられます。 
 
 

投資計画に基づく⽬標値 
 

実使⽤年数で計画的に更新を実施することを前提に、投資計画に基づく⽬標値を以下のとおり
設定します。 

 
表 6.5 投資計画に基づく⽬標値 

⽬標値 算定式 
策定時 

平成 29 年度 
現状 

令和４年度 
⽬標 

令和 10 年度 

施設利⽤率 
⼀⽇平均配⽔量/⼀⽇配⽔能⼒×
100 

75.06 87.33 ≧83.00 

有収率 
年間総有収⽔量/年間総配⽔量×
100 

96.44 97.11 ≧96.71 

管路経年化率 
法定耐⽤年数を超過した管路延⻑/
管路延⻑×100 

1.4 28.8 ≦51.00 

管路更新率 
当該年度に更新した管路延⻑/管路
総延⻑×100 

0.4 0.9 ≧0.25 
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○施設利⽤率 
施設更新の際には、現状と同規模（⼀⽇配⽔能⼒:21,800m3）の施設へと更新することとし、令

和10年度の⽔需要予測結果（19,233m3/⽇）に5%の推計誤差を⾒込み、令和10年度の施設
利⽤を83.00％以上と設定します。 
 
○有収率 

計画的な管路更新を実施することにより、漏⽔率の減少に努めることとし、令和10年度の有収率は
平成24年度から令和３年度実績の平均値である96.71%以上とすることを⽬標とします。 
 
○管路経年化率 

実使⽤年数で更新することを基本としているため、将来的には法定耐⽤年数を超過した管路が増加
することとなります。更新を全くしなかった場合、令和10年度における管路経年化率は54%程度となる
⾒込みです。⼀⽅で、実使⽤年数で更新を⾏った場合、令和10年度における管路経年化率は51％
程度となる⾒込みであることから、令和10年度における管路経年化率が51％以下となることを⽬標とし
ます。 
 
○管路更新率 

実使⽤年数で管路を更新する場合、今後10年間で10.5km（1年当たり約1km）の更新を⾏う
必要があります。そこで、管路の総延⻑（395km）と更新対象管路延⻑（10km）を基に、令和元
年度から令和10年度までの1年当たりの管路更新率は0.25%以上（計画期間内で2.5%以上）を
⽬標とします。 
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 2    財政計画 
   

財政計画は、投資計画等の⽀出を賄うための財源の⾒通しを試算した計画です。 
 

財源⽬標 

 
① 経常収⽀⽐率︓100%以上 
② 資⾦残⾼確保額（内部留保資⾦）︓給⽔収益の 50% 
 

設定理由 

① 健全な経営を維持できるように、経常収⽀⽐率は 100%以上を維持するように
しています。 
 
② 後年度における施設更新に備えるため、内部留保資⾦の確保を⽬標として設定
しています。なお、資⾦の確保額は、不測の⼤規模修繕に対応することを想定して、
各年度における給⽔収益の半年分としています。 
 

 

 2-1  収⼊・⽀出の検討条件 
収益的収⽀及び資本的収⽀の条件設定は、以下のとおりです。なお、条件設定の詳細につい

ては、巻末の資料に記しています。 
 

収益的収⽀ 
表 6.6 収益的収⽀の条件設定 

 

1.収益的収⼊
料⾦収⼊ 供給単価（182.26円/ｍ3）×年間有収⽔量で算定
受託⼯事収益 営業費⽤受託事業費と同額を⾒込む
その他 過去5年間（平成30年度〜令和4年度）の決算平均額を基に算定
他会計補助⾦ 令和5年度予算額と同額を⾒込む
⻑期前受⾦戻⼊ 投資計画を踏まえて算定

受取利息は、令和4年度決算額を基準に、前年度末の資⾦残⾼と連動
雑収益は、過去5年間（平成30年度〜令和4年度）の決算平均額で⼀定

2.収益的⽀出
職員給与費 令和5年度予算額に、⼈件費上昇を⾒込む

動⼒費は、令和4年度の動⼒単価×将来の年間有収⽔量で算定した⾦額に
物価上昇を⾒込む
修繕費は、包括業務委託の修繕計画及び配⽔管、消⽕栓、給⽔管修繕計画
に物価上昇を⾒込む
受⽔費は、基本料⾦+使⽤料⾦で算定
その他は過去5年間（平成30年度〜令和4年度）の決算平均額を基に、物
価上昇を⾒込む

減価償却費 将来の償却資産への投資シミュレーションに連動

⽀払利息 既存債は償還予定に基づく額、新債は償還条件（5年据置、30年償還、利
率1.2%（ただしR11以降は1.5%））に基づく額

その他 過去5年間（平成30年度〜令和4年度）の決算平均額を基に算定
3.損益 収益的収⼊-収益的⽀出

営業収益

営業外収益

営業費⽤

営業外費⽤

その他

経費
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資本的収⽀ 
表 6.7 資本的収⽀の条件設定 

 
 
 
 

4.資本的収⼊
企業債 シミュレーションに連動した額
他会計補助⾦ 24万円で⼀定
他会計負担⾦ 令和5年度予算額を基に、物価上昇を⾒込む
他会計出資⾦、国庫補助⾦
他会計借⼊⾦、⼯事負担⾦
固定資産売却代⾦
その他 計上しない
5.資本的⽀出

上⽔道建設費 投資計画の結果を反映

営業設備費 過去5年間（平成30年度〜令和4年度）の決算平均額に物価上昇を⾒込む
10年毎に⾞両購⼊費の200万円を計上

企業債償還⾦ 既存債は償還予定に基づく額、新債は償還条件（5年据置、30年償還、利
率1.2%（ただしR11以降は1.5%））に基づく額

他会計⻑期借⼊返還⾦
他会計への⽀出⾦
その他

計上しない

建設改良費

計上しない
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 2-2  財政収⽀の⾒通し 
前項に基づいて算定された財政収⽀の⾒通しを⽰します。なお、計画期間内においては財源⽬

標①、②を達成するように試算しています。計画期間以降の収⽀不⾜分は、企業債を⽤いて補填
することを基本としています。 
 

収益的収⽀ 
 

収益的収⽀とは、年間に⽔道⽔を作るのにいくらかかり、その⽔道⽔を売っていくらの収⼊があった
のかについて、その年の純利益または純損失を知るための収⽀を表したものです。 

計画期間においては、給⽔⼈⼝は増加するものの節⽔意識の向上により給⽔収益は減少すると
ともに、営業外収益が減少することから、収益的収⼊は緩やかな右肩下がりで推移します。また、後
年に⽐べて計画期間内の更新費⽤を抑制していることや、令和元年の浄⽔場廃⽌により維持管
理費が削減されたこと等から、計画期間内における収益的⽀出は13.5億円前後で推移します。こ
のため、計画期間内では収益的収⼊が収益的⽀出を上回る⿊字経営を維持することができるとと
もに、計画期間最終年度（令和10年度）においても0.6億円の純利益を確保できる⾒込みです。 

しかしながら、計画期間以降は資産の更新費⽤の増加に伴って減価償却費等が増加するため、
収益的⽀出は右肩上がりで推移する⾒込みであり、令和13年度までは収益的収⼊が収益的⽀
出を上回る⿊字経営を維持することができるものの、令和14年度以降は収益的収⼊が収益的⽀
出を下回る⾚字経営となる⾒通しです。 

 

図 6.6 収益的収⽀と損益 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R20 R30 R40
収益的収⼊ 15.2 15.3 14.5 15.6 15.3 15.4 14.6 14.3 14.6 14.5 14.5 13.6 13.1 12.6
収益的⽀出 14 12.5 12.7 12.9 13 14.5 13.9 14.2 13.4 13.3 13.8 16.3 19.0 22.2
損益 1.2 2.8 1.8 2.7 2.3 0.9 0.7 0.1 1.2 1.2 0.6 △ 2.6 △ 5.9 △ 9.6

   年度
 億円
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給⽔原価と供給単価 
 

給⽔原価とは、1m3の⽔道⽔を作るのに要した費⽤、供給単価とは、1m3の⽔道⽔を売って得
られる収益です。 

計画期間においては、給⽔原価が供給単価を下回ることから、⽔道料⾦により⽔道⽔を作るの
に要した費⽤を賄うことができる⾒込みです。 

計画期間以降では、令和13年度に給⽔原価が供給単価を上回るようになり、その後も給⽔原
価が上昇し続ける⾒込みであることから、令和13年度以降は⽔道⽔を作るのに要する費⽤を⽔道
料⾦で賄うことが難しくなると考えられます。 

図 6.7 供給単価と給⽔原価 
 
  

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R20 R30 R40
供給単価 187.60 185.96 170.67 182.48 182.26 181.49 182.26 182.26 182.26 182.26 182.26 182.26 182.26 182.26
給⽔原価 188.11 161.85 155.13 157.04 159.06 167.75 166.47 172.18 171.55 170.91 179.86 226.39 278.63 342.57

計画期間   年度
 m3/円
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資本的収⽀と内部留保資⾦ 
 

資本的収⽀とは、⽼朽化した施設や配⽔管などの整備に係る費⽤の収⽀を表したものです。計
画的に⽔道施設を整備するためには、そのための資⾦（内部留保資⾦や企業債等）を適正に確
保する必要があります。 

計画期間内においては、資本的収⽀不⾜額（収⼊と⽀出の差で⽣じる不⾜額）の発⽣により、
資⾦残⾼は緩やかに減少するものの、計画期間最終年度である令和10年度においても6.9億円
程度の内部留保資⾦を確保することができる⾒込みです。 

⼀⽅で、計画期間以降では、利益の減少や更新費⽤の増加等により、資⾦残⾼が減少してい
く⾒通しとなっています。また、計画期間以降には、図 6.5 平準化後の更新費⽤（R5フォローアッ
プ時(現在価格に補正)）に⽰すとおり、更新需要の⼤幅な増加が⾒込まれており、これら増加する
更新需要に適切に対応するため、本推計においては技術職員を１名増員（２名⇒３名）する
計画としています。将来の技術職員数については、実際の事業の進捗状況等を踏まえて、定期的
に検討を⾏う必要があります。 

図 6.8 資本的収⽀と内部留保資⾦ 
 
 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R20 R30 R40
資本的収⼊ 0.1 0.0 0.3 0.1 0.2 0.3 0.3 1.7 0.2 0.2 0.2 12.1 14.4 13.2
資本的⽀出 2.6 2.5 2.7 2.8 3.6 13.2 6.7 8.2 7.2 7.3 6.9 15.6 21.8 26.0
内部留保資⾦ 28.3 30.8 32.1 33.6 33.2 23.7 20.3 16.6 13.4 10.2 6.9 4.0 △ 35.1 △ 141.1
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 2-3  計画期間内の収益的収⽀・資本的収⽀ 
計画期間内の収益的収⽀、資本的収⽀、他会計繰⼊⾦を⽰します。 

収益的収⽀ 
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 2-4  財政計画のまとめ 
財政計画における財源⽬標 

 
財政計画における財源⽬標を以下のとおり設定し、将来の財政計画を試算しています。 

 

財源⽬標 
① 経常収⽀⽐率︓100%以上 
② 資⾦残⾼確保額（内部留保資⾦）︓給⽔収益の50% 

 
① 健全な経営を維持できるように、経常収⽀⽐率は100%以上を維持するようにしています。 

② 後年度における施設更新に備えるため、内部留保資⾦の確保を⽬標として設定しています。 

なお、資⾦の確保額は、不測の⼤規模修繕に対応することを想定して、各年度における給⽔収益

の半年分としています。 
 

財政計画に基づく⽬標値 
 

財政計画においては、上述した設定値を達成することを前提に、⽬標値を以下のとおり設定しま
す。 

表 6.8 財政計画に基づく⽬標値 

⽬標値 算出⽅法 
策定時 

平成 29 年度 
現状 

令和４年度 
⽬標 

令和 10 年度 

経常収⽀⽐率 経常収益/経常費⽤×100 108.05 120.17 ≧100 

累積⽋損⾦⽐率 
当年度未処理⽋損⾦/（営業収益-
受託⼯事収益）×100 

0.00 0.00 0.00 

流動⽐率 流動資産/流動負債×100 1,053.32 922.44 ≧250 
企業債残⾼対給

⽔収益⽐率 
企 業 債 現 在 ⾼ 合 計 / 給 ⽔ 収 益 ×
100 

4.52 1.87 12.10 

料⾦回収率 供給単価/給⽔原価×100 101.77 114.58 101 

給⽔原価 

〔経常費⽤-（受託⼯事費+材料及
び不⽤品売却原価+附帯事業費）
-⻑期前受⾦戻⼊〕/年間総有収⽔
量 

184.39 159.06 179.86 

有形固定資産減
価償却率 

有形固定資産減価償却累計額/有
形固定資産のうち償却対象資産の
帳簿原価×100 

76.13 74.09 ≦85.00 
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○経常収⽀⽐率 
財政計画に基づいて施設更新を⾏った場合、令和10年度の経常収益は14.4億円、経常費

⽤は13.8億円となる⾒込みです。経常収⽀⽐率は100%を超えることが良好な経営状況であるこ
とから、令和10年度の経常収⽀⽐率は100%以上と設定します。 
 
○累積⽋損⾦⽐率 

未処理⽋損⾦は今後も発⽣しないことを前提とし、令和10年度の累積⽋損⾦⽐率を0.00%
と設定します。 
 
○流動⽐率 

財政計画に基づいて事業を推進した場合、流動資産は9.8億円、流動負債は3.8億円となる
⾒込みであり、これらの状況を考慮して、令和10年度の流動⽐率は250％以上と設定します。 
 
○企業債残⾼対給⽔収益⽐率 

計画期間内においては、企業債の借⼊は⾏わずに着実な返済を進めていく予定であり、令和10
年度の企業債残⾼は1.5億円、給⽔収益は12.4億円となる⾒込みであることから、令和10年度
の企業債残⾼対給⽔収益⽐率を12.10%と設定します。 
 
○料⾦回収率、給⽔原価 

財政計画に基づいて事業を推進した場合、令和10年度における供給単価は182.26円/m3、
給⽔原価は179.86円/m3となり、令和10年度の料⾦回収率は101％となる⾒込みであり、これ
らの状況を考慮して、令和10年度の料⾦回収率は、101%と設定します。また、給⽔原価の⽬標
値は試算結果を基に、179.86円/m3と設定します。 
 
○有形固定資産減価償却率 

浄⽔場廃⽌に伴い有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿原価が減少する予定であることか
ら、廃⽌施設の帳簿原価と、計画期間内の減価償却累計額を考慮し、令和10年度の有形固定
資産減価償却費は85%以下となることを⽬標とします。 
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 2-5  計画期間以降の財政収⽀の⾒通し 
 

「 2-2 財政収⽀の⾒通し」に⽰した試算結果では、計画期間内においては、計画的な更新を
実施しながら、財源⽬標を達成することが可能であり、健全経営を維持することができるという結果と
なっています。しかしながら、計画期間以降では財源⽬標の達成が難しく、将来にわたり健全経営を
維持するためには、将来世代との負担の公平性を考慮しながら、適度な企業債の借⼊を⾏うととも
に、市⺠の理解を得ながら、適切な範囲で料⾦改定を実施し、資⾦確保に取り組むことが重要と
なります。 

ここでは、今後40年にわたり健全経営を維持するためには、どのくらいの借⼊及び料⾦改定が必
要となるのかについての試算を⾏います。 

現⾏の⽔道料⾦を維持した場合では、図 6.6に⽰すとおり、令和14年度以降に収益的収⼊
が収益的⽀出を下回り、⾚字経営に転じる⾒込みであり、財源⽬標①を達成することが難しくなり
ます。また、建設改良費の増加に伴い資本的⽀出が増加することから、資⾦残⾼は年々減少し、
令和18年度には財源⽬標②を達成することが難しくなります。 

財源⽬標を達成するためには、継続的に企業債を借り⼊れつつ、総括原価⽅式に基づきながら
適切な範囲の料⾦改定を実施し、資⾦確保に努めていくことが重要となります。 

そこで、世代間の公平性を念頭に置いて、財源⽬標を達成できるように、財政収⽀⾒通しの検
討を⾏いました。 

その結果、適切な更新を⾏いながら健全経営を維持するためには、図 6.9〜図 6.11に⽰すよ
うに、令和11年度以降、継続的に企業債を借り⼊れつつ、令和14年度以降、継続して料⾦改
定を⾏う必要があるとの試算結果に⾄りました。本試算結果に従って料⾦改定を実施した場合、
40年後の令和40年度の供給単価は、現状の182.26円から96%増の356.42円となる⾒込み
です。なお、本試算結果は現状を基にした試算であり、⽔道を取り巻く環境は⽇々変化していること
から、財政収⽀⾒通しについて定期的な⾒直しを⾏うことにより、適切な料⾦⽔準や料⾦体系を検
討していきます。 
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図 6.9 収益的収⽀と損益（料⾦改定のシミュレーション（案）） 

図 6.10 供給単価と給⽔原価（料⾦改定のシミュレーション（案）） 

※令和 14 年度以降の料⾦改定による供給単価の上昇はイメージです。 

※令和 14 年度以降の料⾦改定による収益的収⼊の上昇はイメージです。 
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図 6.11 資本的収⽀と内部留保資⾦（料⾦改定のシミュレーション（案）） 
 

H30 R1 R10 R15 R20 R25 R30 R40
資本的収⼊ 0.1 0.0 0.2 10.0 10.8 12.7 13.7 13.8
資本的⽀出 2.6 2.5 6.9 13.6 15.6 18.2 21.5 25.4
内部留保資⾦ 28.3 30.8 6.9 10.6 16.1 21.6 24.2 16.1
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 2-6  計画期間内の投資・財政計画（収⽀計画） 
 

投資・財政計画の収⽀のギャップ 
 

計画期間内においては、財政⽬標を達成できる⾒通しとなっていますが、計画期間以降では財
政⽬標の達成は困難となることから、将来にわたって安定的に運営するためには収⽀ギャップの解消
に取り組む必要があります。 
 

投資・財政計画の収⽀ギャップ解消のための具体的な施策 
 

将来的な投資・財政計画の収⽀ギャップ解消のため、次の5つの施策に取り組みます。 
 
(1) ⽔道施設規模の適正化 

⼈⼝減少などにより将来の⽔需要の減少が⾒込まれる中で健全な経営を維持していくため、配
⽔施設や管路更新時にはダウンサイジングについて検討し、将来的に必要な供給量に⾒合う規模
の施設へと更新していきます。なお、ダウンサイジングを実施することにより、施設の更新費⽤の削減
が⾒込まれます。 
 
(2) ⽔道施設の適切な維持管理 

⽇常の維持管理及び保守点検を適切に実施することにより、予防保全に取り組みます。また、
突発的な事故や費⽤の発⽣リスクを軽減できるように、施設・設備の状況を⽇常的に把握していき
ます。これらを⾏うことにより、施設のさらなる延命化を図ることが可能となり、更新費⽤の削減が⾒
込まれます。 
 
(3) ⽔道施設の適切な更新 

⽼朽化した管路については、延命化を図りつつも適切な時期に更新を⾏い、有収率を向上させ
ることにより、収益性の改善に取り組みます。 
 
(4) ⺠間活⽤の検討・広域化 

サービス⽔準の維持向上と経費の削減を図るため、⺠間事業者の技術・ノウハウをいかした連携
を進めていきます。また、官⺠の役割分担を踏まえた連携に取り組みます。 
 
(5) ⽔道料⾦適正化の検討 

現在の収⽀計画では、計画期間内においては健全経営を維持することができる⾒込みとなってい
ますが、計画期間以降は資⾦残⾼が不⾜することから、⽔道事業や地域の状況と将来⾒通しを踏
まえつつ、⽔道サービスの継続と健全な経営の維持が可能となるように、⽔道料⾦について検討して
いく必要があります。将来にわたって⽔道事業を安定的に運営するために、更なる経営の合理化に
努めつつ、今後の⽔道料⾦の適正化について検討していきます。なお、料⾦改定が必要との判断に
⾄った場合には、市⺠の皆さまへ適切な説明を⾏っていきます。 
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 進捗管理 

 
 

 1   進捗管理 
   

将来の事業環境や財政計画の収⼊・⽀出は、現時点での実績に基づいて算定していることから、
今後の社会情勢によって⼤きく変化する可能性があります。そのため、本⽔道事業ビジョン・経営戦
略は毎年進捗管理を⾏うとともに、3〜5年ごとに⾒直しを⾏うこととします。 

進捗管理の際には、「⽔道事業ガイドライン」の業務指標や「経営⽐較分析表」の経営指標を
活⽤することにより、定量的に評価していきます。また、本⽔道事業ビジョン・経営戦略の内容と事
業の実施状況が乖離している場合には、PDCAサイクルを⽤いてその原因について把握・分析すると
ともに、現状に⾒合った内容へと⾒直しを図ります。なお、⾒直しを⾏った際には、⾒直し内容を公
表することにより、事業の透明性を⾼め、健全な事業運営を⾏えるように努めていきます。 
 

 
図 7.1 PDCA サイクル 
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資料編  ⽤語集 

 
 

○ アセットマネジメント 
⽔道施設の資産情報と維持管理情報をデータベース化し、予算の制約や社会情勢等の条件を

考慮しライフサイクルコストの⽐較によって更新・補修の⽅法や時期等を定め、計画的な維持管理
を⾏うものです。 
 
○ 受⽔ 

本市では、茨城県企業局が施⾏する県南広域⽔道⽤⽔供給事業から、利根川浄⽔場で浄
⽔された⽔道⽔を購⼊しています。 
 
○ ⾼度浄⽔処理 

通常の浄⽔処理では⼗分に対応できない臭気物質やトリハロメタン等を処理するため、通常の
浄⽔処理に加えて導⼊する処理のことです。茨城県企業局の利根川浄⽔場では、オゾン処理と粒
状活性炭処理を組み合わせた⾼度な浄⽔処理を⼀部⾏っており、計画的に全てを⾼度処理とす
る予定です。 
 
○ 配⽔管 

配⽔管は、浄⽔場から各家庭までの管路のことです。 
 
○ ダクタイル鋳鉄管 

鋳鉄に含まれる⿊鉛を球状化させたもので、鋳鉄に⽐べ強度や靭性に富んでおり、施⼯性が良
好であることから、⽔道管として広く⽤いられています。 
 
○ 耐震管・耐震適合管 

耐震管とは、地震の際でも継⼿の接合部分が抜き出さない構造となっている耐震性の⾼い⽔道
管を指し、耐震継⼿とは、地震や地殻変動に対する安全性を⾼めるために、地盤の変動に対して
順応できる⼤きな伸縮性と離脱防⽌機能を有した継⼿を指します。ダクタイル鋳鉄管では、GX型、
NS型、SⅡ型を耐震継⼿と定義しており、⽔道配⽔⽤ポリエチレン管では融着式を耐震継⼿と定
義しています。 

耐震適合管とは、耐震管や耐震継⼿を有していないものの、地盤条件から判断して耐震性能を
有すると評価できるダクタイル鋳鉄管のことです。継⼿としては、K型が耐震適合継⼿に当たり、良質
地盤のK型継⼿を耐震適合管としています。 
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○ ⽯綿セメント管 
セメントにアスベストを混合して製造した⽯綿セメントを⽤いたコンクリート製の管路のことです。昭

和30年代から40年代を中⼼に多く使⽤されましたが、他の管種よりも強度が弱く、漏⽔防⽌や⽔
道管路耐震化の観点から取り換え作業が進められています。 
 
○ 残留塩素 

⽔中に存在する微⽣物を処理するために注⼊された塩素のうち、⽔道⽔中に残留する塩素のこ
とをいいます。国の基 準 により、⽔ 道 ⽔を供 給 しているすべての蛇⼝において有効 塩 素濃 度
0.1mg/L以上に保つことが義務付けられています。 
 
○ 独⽴採算制 

皆さんに市へ納めていただく市⺠税などの税⾦ではなく、使⽤⽔量に応じて⽀払っていただく料⾦
収⼊や、⽔道に加⼊する際の分担⾦により経費を賄うことを基本としています。 
 
○ 複式簿記 

1つの取引について、それを原因と結果の両⽅から捉え、２⾯的に記録していくことにより、現⾦、
⼟地、建物などすべての資産の動きや損益を把握する⽅法です。⽔道事業においては、収益的収
⽀と資本的収⽀の２本⽴てで記録しています。 
 
○ 加⼊者分担⾦ 

⽔道施設の整備・拡張や安定した⽔の供給のため、また、現在⽔道を使⽤している⼈との負担
の公平を図るために、給⽔装置の新設⼜は増径⼯事を⾏う際に⽔道利⽤者に負担していただく費
⽤のことです。 
 
○ 供給単価・給⽔原価 

供給単価とは、使⽤⽔量1m3当たりの料⾦収⼊のことであり、給⽔原価とは1m3の⽔道⽔を作
るために必要な費⽤のことです。 
 
○ 内部留保資⾦ 

減価償却費などの現⾦⽀出を伴わない⽀出や収益的収⽀における利益によって、企業内に蓄
えられる⾃⼰資⾦のことをいいます。 
 
○ 企業債 

施設整備などの費⽤に充てるために国や地⽅公共団体⾦融機構から借りた借⾦のことです。 
 
○ 従量料⾦ 

使⽤⽔量に応じて発⽣する料⾦のことをいいます。 
 
 
○ 流動資産 

固定資産とは対照に、通常1年以内に現⾦化⼜は費⽤化される資産のことをいいます。 
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○ 経常収⽀⽐率 

（経常収益／経常費⽤）×100により算出します。経常費⽤が経常収益によってどの程度賄
われているかを⽰すもので、事業の収益を⽰す指標の1つであり、100以上であることが望ましいとさ
れます。 
 
○ 累積⽋損⾦⽐率 

[累積⽋損⾦／（営業収益－受託⼯事収益）]×100により算出します。累積⽋損⾦の受託
⼯事収益を除いた営業収益に対する割合を⽰します。累積⽋損⾦とは営業活動の結果⽣じた⽋
損⾦が当該年度では処理できず、複数年にわたって累積したものをいい、この値は0％であることが
望ましいとされます。 
 
○ 流動⽐率 

（流動資産／流動負債）×100により算出します。流動資産の流動負債に対する割合を⽰し
ます。⽔道事業の財務安定性をみる指標であり、この値は100％以上でより⾼い⽅が、安全性が
⾼いとされます。 
 
○ 企業債残⾼対給⽔収益⽐率 

（企業債残⾼／給⽔収益）×100により算出します。企業債残⾼の規模と経営の影響をみる
指標であり、⼀般的に低い⽅が望ましいとされていますが、低すぎると必要事業が持ち越されている
場合も考えられます。 
 
○ 料⾦回収率 

（供給単価／給⽔原価）×100により算出します。給⽔原価に対する供給単価の割合であり、
事業経営状況の健全性を⽰す指標の1つとされます。 

 
○ 施設利⽤率 

（⼀⽇平均配⽔量／施設能⼒）×100により算出します。施設能⼒に対する⼀⽇平均給⽔
量の割合を⽰し、この値が⼤きいほど適切な施設規模で効率的な運転が⾏われているといえます。 
 
○ 有収率 

（有収⽔量／給⽔量）×100により算出します。年間給⽔量に対する年間の料⾦収⼊の対
象となった⽔量の割合であり、給⽔量がどの程度収益につながっているかを⽰す指標です。100％に
近い⽅が望ましいとされます。 
 
○ 有形固定資産減価償却率 

（有形固定資産減価償却累計額／有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿原価）×
100により算出します。償却資産における減価償却済みの部分の割合を⽰す指標であり、減価償
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却の進み具合や資産の経過年数を知ることができます。数値が⾼いほど施設の⽼朽化の度合いも
⼤きくなります。 
 
○ 管路経年化率 

（法定耐⽤年数を超えた管路延⻑／管路延⻑）×100により算出します。全管路延⻑に対
する法定耐⽤年数を超えた管路延⻑の割合であり、⼀般的に低い⽅が望ましいとされます。 
 
○ 管路更新率 

（更新された管路延⻑／管路総延⻑）×100により算出します。全管路延⻑に対する更新さ
れた管路延⻑の割合を⽰します。この値が⼤きいほど、積極的に管路更新に取り組んでいることとな
るため、値が⼤きい⽅が望ましいとされます。 
 
○ ⽔道技術管理者 

⽔道法において⽔道事業の設置者が必ず設置しなければならないと定められている技術⾯の責
任者で、必要な資格要件は⽔道法により規定されています。 
 
○ 布設⼯事監督者 

⽔道法に基づいて定められており、⽔道施設の布設⼯事の施⾏に関する技術上の監督業務を
⾏います。 
 
○ 給⽔⼈⼝ 

給⽔区域内に居住し、⽔道により給⽔を受けている⼈⼝です。本⽂では、⽔道統計に⽤いる常
住⼈⼝をもとに給⽔⼈⼝を算出しています。なお、常住⼈⼝とは、５年に⼀度⾏われる国勢調査
で得た⼈⼝に、毎⽉の住⺠基本台帳に基づく増減を反映した⼈⼝であり、住⺠基本台帳への登
録とは関係なく実態を反映した⼈⼝です。 
 
○ コーホート要因法 

ある基準年の男⼥年齢階級別⼈⼝を出発点とし、コーホート（同時出⽣集団）ごとに仮定さ
れた⽣残率、移動率、出⽣率及び出⽣性⽐を適⽤して将来⼈⼝を推計する⽅法です。 
 
○ 有効率 

漏⽔や事故、⾚⽔により無駄となった⽔を除いた有効⽔量（有効に使⽤された⽔量）を給⽔
量で除した値であり、⽔道施設や給⽔装置を通して給⽔された⽔が有効に使⽤されているかどうか
を⽰す指標になります。 
 
○ 負荷率 

（1⽇平均給⽔量／1⽇最⼤給⽔量）×100により算出します。給⽔量の年間変動の⼤きさ
を⽰す指標であり、⼀般的に⼩規模の都市ほど低くなり、都市の規模が⼤きくなるにつれて⾼くなる
傾向があります。 
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○ 法定耐⽤年数 
地⽅公営企業法施⾏規則により定められた、減価償却計算を⾏うための会計制度上の年数で

す。法定耐⽤年数を超過すると「経年化資産」となり、更新の対象として区分けされます。 
 
○ 経営資源 

企業が経営を⾏う上で利⽤できる有形、⼜は、無形の資源のことであり、⼀般的に「⼈」「モノ」
「カネ」に分類されます。近年では、第三次産業の発展に伴い、「情報」も経営資源の⼀つと考えら
れるようになりました。企業はこれら経営資源の質を⾼めつつ、適切な配分を⾏うことにより、健全経
営に取り組む必要があります。 
 
○ 貯⽔槽⽔道 

守⾕市上下⽔道事業が供給する⽔道⽔を、建物の所有者が設置した貯⽔槽（受⽔槽）に
貯めてから、建物の利⽤者に給⽔する設備です。 
 
○ ICT 技術 

遠⽅監視やスマートメーターなどを活⽤した遠隔操作や漏⽔管理などによる業務の効率化を図る
技術のことをいいます。⽔道事業全般の課題とされる施設の⽼朽化や⼈材不⾜の課題に対応する
ための1つの技術として考えられています。 
 
○ 実使⽤年数 

⽔道事業者における施設や管路の更新実績を踏まえて設定された更新基準年数のことをいいま
す。⽔道事業者等の実情（施設の重要度、劣化状況、維持管理状況、管路の布設環境等）
を踏まえて設定することが望ましいとされます。 
 
○ ⻑寿命化 

経年的な機能低下によって、⽔道施設に発⽣が予測される（または、発⽣した）不具合に対
応するために、対象となる⽔道施設の⼀部のみを再建設あるいは取り替え、修繕を⾏うことをいいま
す。 

  



 
 

  85  
 

資料 ⽤語集 

 

資料編  財政収⽀⾒通しの条件 

 
 

財政収⽀⾒通しの算定条件を以下に⽰します。 
算定条件については、令和５年度予算額や将来の推計値を基準に設定していますが、過年度

実績のバラつきが⼤きく令和５年度予算額を適⽤するのが適切でないと考えられる場合には、過去
の実績値を⽤いて算定条件を設定しています。 

なお、収益的収⽀は消費税を⾒込まず、資本的収⽀は10%の消費税を⾒込んでいます。 
 

収益的収⼊ 
 
Ⅰ.営業収益 
 給⽔収益は実績から供給単価を求め、有収⽔量推計値を乗じて算出します。また、有収⽔

量は⽔需要予測に基づく推計値とします。 
 受託事業収益は今後も現状（令和５年度予算額）の受託事業費と同額とします。 

 
Ⅱ.営業外収益 
 受取利息は実績（令和 4 年度決算値）から資⾦残⾼と利息の割合を算定し、前年度の資

⾦残⾼と連動して設定します。 
 分担⾦収⼊は将来の給⽔⼾数を踏まえて、当該年度の増加⼾数に１メーター当たりの分担

⾦（20 万円）を乗じて算定します。なお、⼾数が減少する年度については、前年度額の 1/3
の額で⼀定としています。 

 ⻑期前受⾦戻⼊は投資計画を踏まえて算定します。 
 他会計補助⾦は今後も現状（令和 5 年度予算額）と同額を⾒込みます。 

  



 
 

86 
 

資料 ⽤語集 

表 資料 1. 収益的収⼊の条件設定① 

 
 

収益的⽀出 
 
Ⅰ.営業費⽤ 

【原⽔及び浄⽔費】 

 受⽔費は基本料⾦と使⽤料⾦を⾜すことにより算出します。 

【配⽔及び給⽔費】 

 備消耗品費は今後も現状（令和 5 年度予算額）と同額とし、物価上昇を⾒込みます。 
 委託料は包括管理委託料及び上下⽔道管路管理システム委託料について本市で独⾃に設

定した⾦額に、物価上昇を⾒込みます。 
 ⼿数料は直近の実績を考慮して 2 万円で⼀定とします。 
 賃借料は今後も現状（令和 5 年度予算額）と同額を⾒込みます。 
 修繕費は包括管理修繕費及び配⽔管・消⽕栓・給⽔管修繕費について本市で独⾃に設定

した⾦額に、物価上昇を⾒込みます。 
 保険料は直近の実績額（令和 4 年度実績額）で⼀定とします。 
 材料費・路⾯復旧費は直近の実績額（令和 4 年度実績額）を基準に、物価上昇を考慮し

た額を⾒込みます。 

設定値
給⽔収益

給⽔収益 供給単価×年間有収⽔量
受託事業収益

受託事業収益 令和5予算額の受託事業費と同額
その他の営業収益

他会計負担⾦（消⽕栓維持管理負担⾦） 平成30年度〜令和4年度決算額の平均値で⼀定
材料売却収益 平成30年度〜令和4年度決算額の平均値で⼀定
⼿数料 平成30年度〜令和4年度決算額の平均値で⼀定
雑収益 令和5年度予算額で⼀定

受取利息
預⾦利息 令和4年度決算額を基準に，前年度末の資⾦残⾼と連動

受託⼯事収益
受託⼯事収益（道路路⾯整備受託⼯事収⼊） 計上しない

分担⾦収⼊

分担⾦収⼊ １メーター当たりの分担⾦×当該年度の増加⼾数
⼾数が増加する場合には，前年度額の1/3の額で⼀定

⻑期前受⾦戻⼊
⻑期前受⾦戻⼊ 投資計画を踏まえて算定

他会計補助⾦
他会計補助⾦ 令和5年度予算額で⼀定

雑収益
不⽤品売却収益 計上しない
その他雑収益 平成30年度〜令和4年度決算額の平均値で⼀定

固定資産売却益
固定資産売却益 計上しない

過年度損益修正益
過年度損益修正益 計上しない

項⽬
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業
収
益

⽔
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業
収
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利
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【受託事業費】 

 委託料は令和 5 年度予算額を基準に、物価上昇を考慮した額を⾒込みます。 

【総係費】 

 ⼈件費（報酬、給料、⼿当、賞与引当⾦繰⼊額、法定福利費）は今後も現状（令和 5
年度予算額）と同額とし、⼈件費上昇を⾒込みます。 

 旅費は今後も現状（令和 5 年度予算額）と同額とし、物価上昇を⾒込みます。 
 被服費、備消耗品費、燃料費、印刷製本費、通信費、⼿数料、修繕費は過去 5 年間の実

績の平均額を基準に、物価上昇を考慮した額を⾒込みます。 
 委託料は包括管理委託料、上下⽔道料⾦徴収委託料及び⽔道施設情報管理システム委

託料について本市で独⾃に設定した⾦額に、物価上昇を⾒込みます。 
 賃借料は今後も現状（令和 5 年度予算額）と同額を⾒込みます。 
 動⼒費は令和 4 年度の動⼒費単価×将来の年間有収⽔量で算出した額に、物価上昇を考

慮した額を⾒込みます。 
 会費・負担⾦、保険料、厚⽣費、公課費は過去 5 年間の実績の平均額を⾒込みます。 
 貸倒引当⾦繰⼊額は各年度の収益に対応した額を⾒込みます。 

【減価償却費】 

 減価償却費は将来の償却資産への投資シミュレーションに連動した額とします。 

【資産減耗費】 

 固定資産除却費は配⽔管の撤去費⽤として、当該年度管路更新費の 2%を⾒込みます。 
 
Ⅱ.営業外費⽤ 
 企業債利息は償還予定に基づく額とします。借⼊条件は 5 年据置 30 年償還とし、利率は

1.2％（令和 11 年度以降は 1.5％）とします。 
 雑⽀出は過去 5 年間の実績の平均額を⾒込みます。 

 
Ⅲ.特別損失 
 過年度損益修正損は過去 5 年間の実績の平均額を⾒込みます。 
 その他特別損失は浄⽔場の撤去費⽤に物価上昇を考慮した額を⾒込みます。 
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表 資料 2. 収益的⽀出の設定条件② 

 
 
 

  

設定値
原⽔及び浄⽔費

受⽔費 基本料⾦+使⽤料⾦にて算出
配⽔及び給⽔費

備消耗品費 令和5年度予算額を基準に，物価上昇を考慮
委託料 本市設定額を基準に，物価上昇を考慮
⼿数料 2万円で⼀定とし，物価上昇を考慮
賃借料 令和5年度予算額で⼀定
修繕費 本市設定額を基準に，物価上昇を考慮
保険料 令和4年度決算額で⼀定
材料費 平成30年度〜令和4年度決算額の平均値を基準に，物価上昇を考慮
路⾯復旧費 平成30年度〜令和4年度決算額の平均値を基準に，物価上昇を考慮

受託⼯事費
⼯事請負費 計上しない

受託事業費
委託料 令和5年度予算額を基準に，物価上昇を考慮

総係費
報酬 令和5年度予算額で⼀定
給料 令和5年度予算額基準で1.0％/年（職員数は⼀定）
⼿当 令和5年度予算額基準で1.0％/年（職員数は⼀定）
賞与引当繰⼊額 令和5年度予算額基準で1.0％/年（職員数は⼀定）
法定福利費 令和5年度予算額基準で1.0％/年（職員数は⼀定）
旅費 令和5年度予算額基準で1.0％/年（職員数は⼀定）
報償費 計上しない
被服費 平成30年度〜令和4年度決算額の平均値を基準に，物価上昇を考慮
備消耗品費 平成30年度〜令和4年度決算額の平均値を基準に，物価上昇を考慮
燃料費 平成30年度〜令和4年度決算額の平均値を基準に，物価上昇を考慮
印刷製本費 平成30年度〜令和4年度決算額の平均値を基準に，物価上昇を考慮
通信費 平成30年度〜令和4年度決算額の平均値を基準に，物価上昇を考慮
委託料 本市設定額を基準に，物価上昇を考慮
⼿数料 平成30年度〜令和4年度決算額の平均値を基準に，物価上昇を考慮
賃借料 令和5年度予算額で⼀定
修繕費 平成30年度〜令和4年度決算額の平均値を基準に，物価上昇を考慮
動⼒費 令和4年度の動⼒費単価×年間有収⽔量に物価上昇を考慮
会費，負担⾦ 平成25年度〜平成29年度決算額の平均値で⼀定
保険料 平成30年度〜令和4年度決算額の平均値で⼀定
厚⽣費 平成30年度〜令和4年度決算額の平均値で⼀定
公課費 平成30年度〜令和4年度決算額の平均値で⼀定
貸倒引当⾦繰⼊額 各年度の収益に対応した値

減価償却費
有形固定資産減価償却費 将来の償却資産への投資シミュレーションに連動した値
無形固定資産減価償却費 将来の償却資産への投資シミュレーションに連動した値

資産減耗費
固定資産除却費 配⽔管の撤去費⽤として、当該年度管路更新費の2%を⾒込む
たな卸資産減耗費 計上しない

その他営業費⽤
材料売却原価 計上しない
雑⽀出 計上しない

項⽬
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表 資料 3. 収益的⽀出の設定条件③ 

 

  

設定値
⽀払利息

企業債利息 償還予定に基づく
受託⼯事費

⼯事請負費 計上しない
雑⽀出

雑⽀出
消費税

消費税 収⽀を消費税抜きで計上するため計上しない
固定資産売却損

固定資産売却損 計上しない
過年度損益修正損

過年度損益修正損 平成30年度〜令和4年度決算額の平均値で⼀定
その他特別損失

その他特別損失 浄⽔場の撤去費⽤に物価上昇を考慮

⽔
道
事
業
費
⽤

営
業
外
費
⽤
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資本的収⼊ 
 
 企業債は令和 7 年度以降、シミュレーションにより算出した額を⾒込みます。 
 他会計負担⾦は今後も現状（令和 5 年度予算額）と同額とし、物価上昇を考慮した額を

⾒込みます。 
 他会計補助⾦は本市設定額（24 万円）で⼀定とします。 

 
資本的⽀出 

 
 給料、⼿当、法定福利費（⼈件費）は更新事業費増加に伴う職員数増加を考慮し、以下

のように設定した額に、⼈件費上昇を⾒込みます。 
過去 5 年間の実績より職員⼀⼈当たりの建設改良費を 2 億円と設定し、将来の更新
需要（建設改良費）をもとに、将来の損益勘定職員数は現状から 1 名増員し、合計
3 名と設定します。 
令和 5 年度予算額における⼈件費を⼀⼈当たりの⼈件費と考え、将来の職員数（3
名）を乗じることにより、⼈件費を算定します。 

 委託料は次年度の⼯事請負費の 7%（過去 5 年間の実績の平均の⽐率）を⾒込みます。 
 ⼯事請負費はアセットマネジメントにおいて設定した額を⾒込みます。 
 量⽔器購⼊費、備品購⼊費は過去 5 年間の実績の平均額を基準に、物価上昇を考慮した

額を⾒込みます。 
 ⾞両購⼊費は⼊替サイクルを考慮し、10 年ごとに 200 万円を⾒込みます。 
 企業債償還⾦は償還予定に基づいた額を⾒込みます。借⼊条件は 5 年据置 30 年償還とし

ます。 
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表 資料 4. 資本的収⽀の条件設定 

 

設定値
企業債

企業債 令和7年度からシミュレーションにより算出
固定資産売却収⼊

固定資産売却収⼊ 計上しない
他会計負担⾦

他会計負担⾦ 令和5年度予算額を基準に、物価上昇を考慮
他会計補助⾦

他会計補助⾦ 本市設定額（24万円）で⼀定
改良⼯事負担⾦

改良⼯事負担⾦ 計上しない
上⽔道建設費

給料 令和5年度予算額基準で1.0％/年（将来の職員数は3名と設定）
⼿当 令和5年度予算額基準で1.0％/年（将来の職員数は3名と設定）
賞与引当⾦繰⼊額 計上しない
法定福利費 令和5年度予算額基準で1.0％/年（将来の職員数は3名と設定）
委託料 次年度の⼯事請負費の7%
⼯事請負費 アセットマネジメントの設定による
負担⾦ 計上しない
資材費 計上しない

営業設備費
量⽔器購⼊費 平成30年度〜令和4年度決算額の平均値を基準に，物価上昇を考慮
備品購⼊費 平成30年度〜令和4年度決算額の平均値を基準に，物価上昇を考慮
⾞両購⼊費 10年ごとに200万円を⾒込む

企業債償還⾦
企業債償還⾦ 償還予定に基づく

⼯事負担⾦
⼯事負担⾦ 計上しない

資
本
的
収
⼊

資
本
的
⽀
出

建設改良費

負担⾦

企業債

固定資産売却収⼊

項⽬

企業債償還⾦

⼯事負担⾦

他会計補助⾦

他会計負担⾦



守谷市水道事業ビジョン・経営戦略【改定版】 概要版

1.改定に係る変更点

守谷市水道事業は中長期的な視点から平成31年3月に令和10年度までの10年間を計画期間とした、
「守谷市水道事業ビジョン」・「守谷市水道事業経営戦略」を策定しました。
今年度（令和５年度）は計画期間の中間年次にあたるため、主に以下の３点について変更するとともにビ
ジョンと経営戦略を統合した「守谷市水道事業ビジョン・経営戦略（改定版）」を策定しました。
①給水人口や新規開発水量を考慮した給水量の見直し
②建設改良費や維持管理費等の物価上昇を考慮した投資・財政計画の見直し
③総務省の経営戦略改訂推進の通知やマニュアル改定への対応

2.現状と課題

1 水需要の減少

本市の給水人口は令和13年度以降、水需要は令和8年度以降減少す
る見通しであり、給水収益の減少や施設稼働率の低下が懸念されます。

2 水道施設の老朽化・更新費用の増加

3.基本理念と目指すべき方向性

基
本
理
念

これからも市民生活に必要な水道水を継続して供給するため、「第三次守谷市総合計画」との整合を図りながら、
「市民から信頼される水道」を基本理念に掲げ、市民の信頼と満足を高めるための事業運営を目指します。
また、厚生労働省の新水道ビジョンを踏まえ、「安全」「強靭」「持続」の観点から、市民の信頼を得るための目指す
べき姿として以下の7つの政策を掲げます。人口減少

水需要の減少

給水収益
の減少

財政悪化

施設稼働
率の低下

過大な資
産の保有

安全 1.安全で安心な
水の供給

2.安定した給水
の実現

3.災害に強い水道

5.技術基盤の強化

6.環境にやさしい
水道

7.水道サービスの
充実

・水質検査体制の堅持
・末端給水栓における安全の確保
・鉛製給水管の解消
・直結給水の普及と貯水槽水道の指導の徹底
・配水池の清掃
・水安全計画の策定

・水源の確保
・水道施設の計画的な更新
・漏水の防止

・維持管理の充実
・関係機関との連携

維持管理体制の強化

・水道施設の耐震化
・危機管理体制の強化

災害に強い水道

・効率的な組織の構築
・コスト縮減と経営改善
・経営戦略に基づく事業運営

計画的な運営による経営の効率化

・人材の育成と確保
・法令遵守の堅持
・技術の共有化

技術力の向上と継承

・環境負荷の低減

資源の保全と環境負荷の低減

・業務改善の取組
・広報・公聴活動の充実

水道サービスの向上

水質管理の徹底

強靭

持続

効率的な施設整備

市

民

か

ら

信

頼

さ

れ

る

水

道

本市の水道事業は昭和47年に創設しており、管路の老朽化が進んでることから、適切な時期に更新してい
く必要があります。法定耐用年数で更新した場合、今後40年間で410億円（1年当たり10.3億円）と
いった莫大な費用が必要となります。
水道事業は皆さんが支払う水道料金等により運営することを基本としており、給水収益が減少することを踏
まえると、維持管理・補修による延命化に努めるとともに、適切な規模へのダウンサイジングを行い、施設の効
率性を上げることにより、更新費用の削減に努めることが重要となります。
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図2. 将来の水需要の見通し

図3. 法定耐用年数で更新した場合の更新需要 図4. 守谷市水道事業ビジョンの内容

図1. 守谷市水道事業ビジョン経営戦略の位置づけ
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4.健全経営の堅持

新水道ビジョン
（厚生労働省）

第三次守谷市総合計画

守谷市水道事業ビジョン

経営戦略策定・改定
ガイドライン
（総務省）
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【改定版】
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5.進捗管理

財政目標 財政目標として、以下の目標を設定します。

① 経常収支比率（経常収益÷経常費用）は100%以上を維持します。
（経常収益：水道料金や分担金 経常費用：人件費、運転管理費、修繕費等）

② 資金残高は最低でも給水収益の50％を確保します。
収支見通し

 年間に水道水を作るのにいくらかかり、その水道
水を売っていくらの収入があったのかについて、そ
の年の純利益または純損失を知るための収支
を表したものです。

 令和14年度以降は収益的支出が収益的収
入を上回り、赤字経営となる見込みです。
（図8）

 令和13年度以降は給水原価が供給単価を上
回るようになり、水道水を作るのにかかった費用
を水道料金で賄うことが難しくなります。
（図9）

資本的収支

 老朽化した施設や配水管などの整備に使用
するための収支を表したもので、水道施設を計
画的に更新するためには、そのための資金
（内部留保資金等）を適正に確保する必要
があります。

 施設の更新需要の増加に伴って資本的支出
が増加することにより、内部留保資金は年々
減少する見通しとなっています。（図10）

Plan Do

CheckAction

計画の策定 事業の推進

達成状況の確認改善策の検討

ビジョンの設定 事業の実施
進捗状況の管理

事後評価の実施
市民の声の把握

未達成目標への対応
新たなニーズの把握

計画への反映

計画の策定

実施結果の整理

情報公開
説明責任

PDCAサイクル

収益的収支

本ビジョン・経営戦略は毎年進捗管理を行うとともに、
概ね3～5年ごとに見直しを行います。PDCAサイクルを
活用しながら、目標達成度や事業推進における問題点、
事業の有効性を確認し、計画の見直しを進めていきま
す。
また、見直しを行った際には、見直し内容を公表するこ
とにより、事業の透明性を高め、健全な事業運営を行
えるように努めていきます。

投資・財政計画の条件下では計画期間内に
おいては、目標を達成できる見通しとなっています
が、計画期間以降では財政目標の達成が困難
となることから、将来にわたって安定的に水道事
業を運営するために、以下の施策により収支
ギャップの解消に取り組みます。

【施策】
① 水道施設規模の適正化
② 水道施設の適切な維持管理
③ 水道施設の適切な更新
④ 民間活力の検討・広域化
⑤ 水道料金適正化の検討

4.投資・財政計画

投資計画 アセットマネジメントに基づき、維持管理・補修等による延命化や、法定耐用年数（管路で
40年）を実使用年数（管路で管種や布設地盤の影響を考慮して40～80年）に見直し
て更新を行うこととした場合、今後40年間で326億円の費用が必要となります。

各年度の更新費用のバラつきを小さくする
ために、平準化を行います。
平準化後の1年当たりの更新費用は、

5.3億円から9.6億円となる見込みです。
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図10. 資本的収支

図5. 実使用年数で更新した場合の更新費用

図6. 平準化後の更新費用
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給水原価は1m3の水道水を作るのにかかった費用、
供給単価は1m3の水道水を売って得られる収入の
ことです。

1年当たりの更新費用は8.2億円となり、
延命化をはかることにより、法定耐用年数

で更新した場合と比べて1年間当たり2.1
億円の費用を削減することができます。

管種 継手 法定耐用年数 実使用年数

ダクタイル管

非耐震 40 60

耐震（K型）悪い地盤 40 60

耐震（K型）良い地盤 40 70

耐震（SⅡ・NS・GX） 40 80

鋼管 40 40

耐衝撃性塩化ビニル管 40 50

ポリエチレン管 40 60

ステンレス管 40 40

塩化ビニル管 40 50

表1. 管路の法定耐用年数と実使用年数
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第１章 策定と趣旨の位置づけ 
 

１ 策定の趣旨 

 
本市下⽔道事業は、昭和50年3⽉に住宅・都市整備公団（現 独⽴⾏政法⼈都市再⽣機構）が⼟

地区画整理事業による260.5ヘクタールの宅地開発を⾏う際に、公共下⽔道事業の認可を受け下⽔道事
業に着⼿し、昭和56年9⽉に既成市街地の⼀部を供⽤開始してから約40年にわたり、⽣活基盤としての役
割を担い、現在はほぼ市内全域の汚⽔管整備が完了しています。 

本市では、平成17年のつくばエクスプレスの開通に伴い⼈⼝増加基調が続いていますが、将来的には少⼦
高齢化社会の到来により⼈⼝が減少し、下⽔道使⽤料の収益が低下することが予測されます。⼀方、整備
後40年以上が経過する⽼朽化した下⽔道施設の⼤量更新や、今後起こりうる⼤規模地震に備えた耐震
化が急務となっており、多額の投資が必要となります。そのため、これまでの「下⽔道整備の拡⼤」から「下⽔道
施設の適切な管理」に転換した本市の下⽔道事業を持続させるため、投資と財源のバランスを図りながら、⻑
期的な視野にたった下⽔道事業運営が求められます。 

また、総務省は、「「経営戦略」の改定推進について（令和4年1⽉）」において、策定した経営戦略に沿
った取組等の状況を踏まえつつ、PDCA サイクルを通じて質を高めていくため、３年から５年内の⾒直しを⾏
うことが重要としています。  

今般、守⾕市公共下⽔道事業経営戦略の策定から５年が経過し、⾒直し時期を迎えました。この５年
間、本市下⽔道事業は経営戦略に基づき、各種施策を推進し、その進捗管理を毎年度⾏ってきましたが、
計画期間の中間時点である令和５年度において、これまでの事業を振り返り中間評価を⾏い、具体的な推
進施策や投資・財政計画の⾒直しを⾏う「守⾕市公共下⽔道事業経営戦略（改定版）」を策定しまし
た。  

本市下⽔道事業に対する⼀層のご理解とご協⼒を賜りますようお願い申し上げます。  
 

令和6年3⽉ 守⾕市上下⽔道事業 

守⾕市⻑ 松丸 修久 

 
 

 

 

※⽤語の説明は、P.58 に記載しています。 
  

第１章 策定と趣旨の位置づけ 
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２ 位置づけ 

 
「経営戦略」は、上位計画である「第三次守⾕市総合計画」と整合を図りつつ、総務省の「経営戦略」の

策定方針を踏まえて策定します。 また、現状と将来⾒通しを把握した上で、管路・施設に関する投資の⾒
通しを試算した「投資計画」と、財源の⾒通しを試算した「財政計画」を踏まえ、収⼊と支出が均衡するよう調
整した中⻑期の「収支計画」を策定し、持続可能な公共下⽔道事業の実現に向けた具体的な取組を掲げ
ていきます。 
 

 
図 1-1 守⾕市公共下⽔道事業経営戦略の位置づけ 

 
 
 
  

利根川流域別 

下水道整備総合計画 

平成 25 年 3 月 

クリックしてテキストを⼊⼒ 

経営戦略策定・改定 

ガイドライン 

（総務省） 

平成 31 年 3 月策定 

第三次守谷市 

総合計画 

令和 4 年 3 月策定 

守谷市 

公共下水道事業経営戦略 

令和 6 年改定 

令和元年度 

～令和 10 年度 

整 合 
整 合 準 拠 

経営戦略策定・改定 

マニュアル 

（総務省） 

令和 4 年 1 月策定 

ストックマネジメント計画 令和 6 年 3 月策定 

    総合地震対策計画 令和 6 年 3 月策定 

下水道耐水化計画 現在策定中 

下水道浸水対策計画 現在策定中 
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３ 計画期間 

「経営戦略」の計画期間は、中⻑期的な観点から今後50年間の将来⾒通しを⾏った上で、今後10年間
に取り組むべき課題への対応を図るものとします。本改定は策定から５年経過したことによる中間⾒直しの位
置づけであり、計画期間は令和元年度から令和10年度までの10年間で変更しないものとします。 
 
 

４ 基本事項 

 
  本経営戦略内の年号については、平成31年度は令和元年度とし、図中はS（昭和）、H（平成）、 

R（令和）と表記しています。 
  経営戦略内の数値は、原則として国⼟交通省の下⽔道統計調査に基づいています。 
  本経営戦略は、本市で策定した※ストックマネジメント計画、総合地震対策計画、下⽔道耐⽔化計画、 

下⽔道浸⽔対策計画の結果に基づいています。 
  本経営戦略では、農業集落排⽔事業の計画は含みません。 
  本経営戦略では、公共下⽔道事業を略して下⽔道事業と称します。 
  ⽤語の説明は、P.58に記載しています。 
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５ 経営指標 

 
本経営戦略では、経営指標を次のとおりに設定し、経年変化や類似団体との⽐較を踏まえた分析結果

等を勘案し、計画期間内の目標を定めます。（詳細は第5章参照） 
 

表1-1 経営指標 

  経営指標 算 出 式 
策定時 

平成 29 年度 

現状 

令和４年度 

目標 

令和 10 年度 

投
資
計
画 

施設利⽤率 

(%) 

晴天時⼀⽇平均処理⽔量 

/晴天時現在処理能⼒×100 
68.27 66.82 ≧70.00 

⽔洗化率 

(%) 

現在⽔洗便所設置済⼈⼝ 

/現在処理区域内⼈⼝×100 
99.06 99.27 ≧99.27 

管路⽼朽化率 

(%) 

※法定耐⽤年数を経過した管路延⻑ 

/下⽔道布設延⻑×100 
0.00 0.00 1.45 

管路改善率 

(%) 

改善（更新・改良・修繕）管路延⻑ 

/下⽔道布設延⻑×100 
0.00 0.00 0.52 

財
政
計
画 

経常収支⽐率 

(%) 
経常収益/経常費⽤×100 116.18 115.97 ≧100 

累積⽋損⾦⽐率

(%) 

当年度未処理⽋損⾦ 

/（営業収益-受託工事収益）×100 
0.00 0.00 0.00 

流動⽐率 

(%) 
※流動資産/流動負債×100 811.44 677.69 ≧642 

企業債残高対  

事業規模⽐率 

(%) 

企業債現在高合計-⼀般会計負担額 

/営業収益-受託工事収益 

-⾬⽔処理負担⾦×100 

206.54 130.13 42.85 

経費回収率 

(%) 

下⽔道使⽤料 

/汚⽔処理費（公費負担分を除く）×100 
124.77 122.63 120.65 

汚⽔処理原価 

(円) 

汚⽔処理費（公費負担分を除く） 

/年間有収⽔量 
106.40 103.32 105.01 

有形固定資産  

減価償却率 

(%) 

有形固定資産減価償却累計額 

/有形固定資産のうち 

償却対象資産の帳簿原価×100 

43.91 53.76 ≦64.00 
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第２章 下水道事業の概要と現状分析 

 
 

１ 下水道事業のあゆみ 

本市は、⾸都圏における著しい⼈⼝集中に対処し、無秩序な市街化を抑制するとともに健全かつ良好な
市街地を形成するため、昭和 50 年 1 ⽉に 2,252 ヘクタールの都市計画決定を策定し、計画的な市街地
の整備を図ることとしました。 

この計画の⼀環として、本市下⽔道事業では、昭和 50 年 3 ⽉に、住宅・都市整備公団（現 独⽴⾏政
法⼈都市再⽣機構）が⼟地区画整理事業による 260.5 ヘクタールの宅地開発を⾏うこととなり、公共事業
として北守⾕地区に公共下⽔道を整備するための下⽔道事業認可を受け、その後、⾸都圏からの急激な⼈
⼝流⼊及び放流河川の汚濁防⽌等に対処するため、事業認可の区域を拡⼤し、現在ではほぼ市内全域の
汚⽔整備が完了しています。 

令和5年3⽉現在の下⽔道事業は、処理区域内⼈⼝69,841⼈（※普及率99.20％），1⽇平均処
理⽔量32,073ｍ3/⽇，⾬⽔・汚⽔を合わせた公共下⽔道管の延⻑は519kmに達しています。 

 

第２章 下水道事業の概要と現状分析 
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守谷市下水道事業の沿革 

 
区域⾯積のカッコ内の数字は累計を⽰します 

年度 内容 
区域⾯積 

（ヘクタール） 

事業認可⾯積

(ヘクタール) 

普及率 

（％） 

昭和 47 年度 企画開発課内に下⽔道係設置    

昭和 49 年度 

都市計画決定 

(計画処理⼈⼝ 100,000 ⼈)2,252 ヘクタール 
   

事業認可 北守⾕地区  260.5  

終末処理場 計画処理⼈⼝ 53,000 ⼈ 

⽇最⼤処理量 32,000 ⽴方メートル 
   

昭和 52 年度 公共下⽔道事業特別会計設置    

昭和 53 年度 
事業認可区域の拡⼤  

南守⾕地区及び既成市街地 
 

400.5 

（661） 
 

昭和 54 年度 
事業認可区域の拡⼤  

みずき野地区 
 

77.9

（738.9） 
 

昭和 56 年度 供⽤開始 153.9  6.2 

昭和 57 年度 

事業認可区域の拡⼤ 

工業専⽤区域及び市街化調整区域 
 

134.9

（873.8） 
 

供⽤開始 
126.4 

（280.3） 
 21.2 

昭和 59 年度 供⽤開始 
231.4 

（511.7） 
 51.7 

昭和 60 年度 供⽤開始 
36.4 

（548.1） 
 55.8 

昭和 61 年度 供⽤開始 
160.1 

（708.2） 
 63.8 

昭和 62 年度 供⽤開始 
38.8 

（747） 
 68.5 

昭和 63 年度 

都市計画決定変更 2,264 ヘクタール    

事業認可区域の拡⼤ 

工業団地，守⾕東地区及び市街化調整区域 
 

274

（1,147.8） 
 

供⽤開始 
15.7 

（762.7） 
 73.0 

平成元年度 供⽤開始 
36.7 

（799.4） 
 75.1 
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年度 内容 
区域⾯積 

（ヘクタール） 

事業認可⾯積

(ヘクタール) 

普及率 

（％） 

平成 2 年度 供⽤開始 
99.2 

（898.6） 
 78.1 

平成 3 年度 供⽤開始 
60.6 

（959.2） 
 80.7 

平成 4 年度 供⽤開始 
49.1 

（1,008.3） 
 82.6 

平成 5 年度 

事業認可変更  

終末処理場 計画処理⼈⼝ 72,000 ⼈  

⽇最⼤処理量 48,000 ⽴方メートル 

   

供⽤開始 
26.7 

（1,035） 
 84.3 

平成 6 年度 供⽤開始 
12.7 

（1,047.7） 
 85.3 

平成 7 年度 

事業認可区域の拡⼤ 

美園地区及び市街化調整区域 
 

282.2

（1,430.0） 
 

供⽤開始 
25.2 

（1,072.9） 
 86.2 

平成 8 年度 

供⽤開始 
9.9 

（1,082.8） 
 86.6 

⻄板⼾井地区農業集落排⽔事業計画採択 

（計画⼾数 168 ⼾，計画⼈⼝ 970 ⼈） 
   

平成 9 年度 供⽤開始 
47.7 

（1,130.5） 
 87.6 

平成 10 年度 供⽤開始 
4.28 

（1,134.8） 
 87.7 

平成 11 年度 供⽤開始 
140.0 

（1,274.8） 
 90.4 

平成 12 年度 

事業認可区域の拡⼤  

市街化調整区域 
 

608

（2,038.0） 
 

供⽤開始 
61.4 

（1,336.2） 
 91.6 

⻄板⼾井地区農業集落排⽔処理場運転開始 

(10 ⽉ 1 ⽇)（供⽤開始 28 ヘクタール） 
   

農業集落排⽔事業の事務移管を受ける。    

平成 14 年度 供⽤開始 
182.3 

（1,518.5） 
 93.4 
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年度 内容 
区域⾯積 

（ヘクタール） 

事業認可⾯積

(ヘクタール) 

普及率 

（％） 

平成 15 年度 供⽤開始 
139.2 

（1,657.7） 
 95.5 

平成 16 年度 供⽤開始 
265.0 

（1,922.7） 
 98.5 

平成 17 年度 

供⽤開始 
11.9 

(1,934.6) 
 98.63 

下⽔道事業に，地方公営企業法を全部適⽤    

⽔道事務所と組織統合し，新たに上下⽔道事

務所上下⽔道課とする。 
   

平成 18 年度 供⽤開始 
3.1 

(1,937.7) 
 98.64 

平成 23 年度 供⽤開始，事業認可区域の拡⼤ 
0 

(1,937.7) 

1.0

（2,039.0） 
99.00 

平成 26 年度 
下⽔道使⽤料改定（消費税法改正による）    

事業認可変更 計画⼈⼝ 69,637 ⼈   99.04 

平成 27 年度 
FIT を活⽤した消化ガス発電事業開始 

（10 ⽉から稼働） 
  99.04 

平成 29 年度 守⾕市管路施設管理業務委託の導⼊   99.08 

平成 30 年度 

供⽤開始，事業認可変更（管理点検・頻度

の追加）計画⼈⼝ 69,700 ⼈ 

82.3 

(2,020.0) 
 99.09 

計画⽇最⼤汚⽔量︓46,141 ⽴方メートル/⽇    
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令和4年度決算値 
行政区域内人口（A） 69,996 ⼈ 

処理区域内人口（B） 69,429 ⼈ 

※普及率（B）/（A）×100 99.19% 

1 日平均処理水量 33,322 ⽴方メートル 

1 日最大処理水量 44,030 ⽴法メートル 

年間総処理水量（C） 12,392,860 ⽴方メートル 

年間総有収水量（D） 10,275,654 ⽴方メートル 

有収率（D）/（C）×100 82.92% 

下水道管布設延長 519 キロメートル 

※総務省︓地方公営企業決算状況調査より 
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２ 普及率と有収率 

平成25年度から令和4年度における処理⼈⼝は、⾏政区域内⼈⼝の増加に伴い増加傾向にあり、年間
総処理⽔量は年度によってバラつきはありますが、増加傾向にあります。※普及率は99％以上で農業集落排
⽔事業と合わせた普及率は100％です。 

近年の有収率の減少は、豪⾬時の⾬⽔流⼊などが主な原因と考えられ、⽼朽化したマンホール蓋を新型
マンホール蓋へ交換することによる⾬⽔浸⼊対策や⽼朽管路の布設替えにより、不明⽔の浸⼊を最⼩限にと
どめる対策を今後も進める必要があります。 

 
図2-1 普及率の推移 

 

 
図2-2 有収率の推移 

 
表2-1 普及率及び有収率の推移 

 
総務省︓地方公営企業決算状況調査より 

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

⾏政区域内⼈⼝（⼈） 66,330 67,105 67,729 68,828 69,573 69,996 70,404

処理区域内⼈⼝（⼈） 65,701 66,485 67,115 68,232 69,000 69,429 69,841

普　及　率（％） 99.05% 99.08% 99.09% 99.13% 99.18% 99.19% 99.20%

年間総処理⽔量（㎥） 12,184,759 12,655,377 12,011,004 12,307,560 12,196,890 12,392,860 11,912,420

年間総有収⽔量（㎥） 10,394,437 10,547,838 10,624,180 10,483,888 10,298,801 10,275,654 10,284,870

有　収　率（％） 85.31% 83.35% 88.45% 85.18% 84.44% 82.92% 86.34%

（㎥） 



11 
 

３ 処理施設と管路の状況 

3-1 処理施設 

 
本市の下⽔道事業は、『単独公共下⽔道』として市単独で処理場（守⾕浄化センター）を設置して、汚

⽔を処理しています。処理⽔の放流先は、⼀級河川である利根川で、下⽔道計画の上位に位置する『利根
川流域別下⽔道整備総合計画』に準じた計画となっています。 

守⾕浄化センターでは、『※標準活性汚泥法』による汚⽔排⽔処理を⾏っており、現有施設の処理能⼒は
⽇最⼤汚⽔量48,000㎥/⽇です。『標準活性汚泥法』とは、空気と微⽣物によって有機物を分解する最も
⼀般的な汚⽔排⽔処理方法です。 
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3-2 管路施設 

 
令和４年度末における管路の総延⻑は519kmです。「守⾕浄化センター」と「管路施設の位置図」を図

2-3に⽰します。さらに、管種ごとの延⻑と割合を図2-4、布設年度ごとの延⻑を図2-5に⽰します。 
 
 
 

図2-3の管路位置図からは、農⽤地以外の⼤半の地域に管路施設が布設されていることが確認できます。
本市公共下⽔道の※普及率は、令和5年3⽉現在で99.20％です。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図2-3 浄化センター、管路位置図 
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図2-4から、管路の⼤半が、鉄筋コンクリート管（51.1％）と硬質塩化ビニル管（42.3％）で布設され
ていることが分かります。また、図2-5から、昭和50年代後半から昭和60年代前半にかけて、集中的に整備
されていることが分かります。 

 
図2-4 管種別延⻑(km)、割合（％） 

 
 

昭和56年度の供⽤開始以降に下⽔道管路が集中して布設され、※法定耐⽤年数では、多くの管路が
令和12年度以降に更新時期を迎えることとなります。 
 

 
図2-5 布設年ごとの延⻑(km) 
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3-3 ポンプ場 

市内には建屋の汚⽔中継ポンプ場が 6 か所、※マンホールポンプ場が 64 か所あります。 
 

 
図 2-6 汚⽔中継ポンプ場 
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４ 事業経営 

4-1 会計の仕組み 

下⽔道事業は、地方公営企業として地方公営企業法の適⽤を受け、下⽔道使⽤料を主財源とする※
独⽴採算制の下で運営を⾏っています。下⽔道事業の会計は⺠間企業と同様に※複式簿記を採⽤した企
業会計で、収益的収支と資本的収支の2本⽴てで会計処理を⾏います。 
 
 
 
 
 
 
 
 

4-2 収益的収支 

収益的収⼊は、平成27年度から平成30年度まで、横ばい傾向にあり、令和元年度以降は、固定資産
の整理に伴う受贈資産の計上等により、※⻑期前受⾦戻⼊額が増加していますが、それ以降は横ばい傾向
です。下⽔道使⽤料収益については減少傾向です。 

収益的支出は、収⼊同様に概ね横ばい傾向にあり、令和元年度以降は固定資産の整理に伴う受贈資
産の計上等により、減価償却費が増加していますが、それ以降は横ばい傾向です。 
 

 
図 2-7 収益的収支 

 

収益的収支 
下⽔道使⽤料などの収⼊と下⽔道施設の維持管理や利息の支払いなど事業運営に必要な支出 
 

資本的収支 

借入による資金調達や国庫補助金などによる収入と下水道施設の建設や改良などの設備投資

及び借入金の元金返済に必要な支出 
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4-3 資本的収支と企業債残高 

資本的収支は、施設更新等にどれだけの費⽤を投じるかにより変動します。 
過去8年間における平均的な資本的支出は5.7億円程度で、浄化センターの改築・更新事業が主なもの

です。なお、収支の不⾜する分については、※内部留保資⾦等の補填財源を充てて対応しています。 
令和４年度の※企業債元⾦残高は18.4億円となっています。本市では平成20年度以降新たな※企業

債の借⼊は⾏っておらず、過去に借⼊れた企業債を着実に返済しつつ、起債に頼らない運営を⾏っています。 

 
図2-8 資本的収支 

4-4 繰⼊⾦の状況 

⼀般会計からの繰⼊⾦には、毎年度、総務副⼤⾂から通知される「地方公営企業繰出⾦について」に定
める基準に基づく繰⼊⾦（基準内繰⼊⾦）と、それ以外の基準に基づかない繰⼊⾦（基準外繰⼊⾦）が
あります。下⽔道事業において、⾬⽔処理に要する費⽤等は⼀般会計が負担する経費として基準内繰⼊⾦
とされており、基準外繰⼊⾦はそれ以外の経費等に充てるため地方公共団体独⾃の政策判断による繰⼊⾦
です。本市の基準外繰⼊⾦は、過去の区画整理事業の下⽔道整備費を市に替わって借り⼊れた※企業債
の償還⾦等があります。 

 
図 2-9 繰⼊⾦ 
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4-5 下⽔道使⽤料 

本市の下⽔道使⽤料は、基本料⾦と※従量料⾦で構成されています。 
本市の20m3/⽉当たりの下⽔道使⽤料は2,184円（図2-10）であり、東京都と⽐較すると⼀般⽤の

下⽔道使⽤料は、やや高い⽔準にあるといえます。本市は⼤都市よりも下⽔道整備が新しく、かつ、⼈⼝密
度も低いことから、⼀世帯当たりが負担する下⽔道整備費⽤は⼤都市と⽐べると割高となりますが、県内では
最も安くなっています。 
 

表2-2 守⾕市下⽔道使⽤料 

 
 

 

図2-10  周辺市町村，東京都，守⾕市下⽔道使⽤料 
  

下⽔道使⽤料（１か⽉）

1から20㎥ 21から40㎥ 41から100㎥ 101から200㎥ 201㎥以上
466円 46円 106円 135円 144円 152円

臨時⽤
　　⼀般従量料⾦及び臨時⽤料⾦は、１㎥当たりの単価です。
　　⾦額には消費税相当額は含まれておりません。

（算定式）
　⼀般⽤2か⽉で20⽴方メートルを使⽤した場合（1か⽉当たり 20⽴方メートル÷2=10⽴方メートル）
　　基本料⾦︓466円
　　従量料⾦（1から10⽴方メートル）︓46円×10⽴方メートル＝460円
　　合計料⾦（1か⽉当たり）︓（466円＋460円）×（1+消費税率）=926円×1.1＝1,018円
　　2か⽉当たり︓1,018円+1,018円＝2,036円

　⼀般⽤2か⽉で35⽴方メートルを使⽤した場合（1か⽉当たり 35⽴方メートル÷2=17⽴方メートルと18⽴方メートル）
　　基本料⾦︓466円
　　従量料⾦（1から10⽴方メートル）︓ 46円×10⽴方メートル＝460円
　　従量料⾦（11から20⽴方メートル）︓106円×7⽴方メートル＝742円
　　合計料⾦（1か⽉当たり）︓（466円＋460円＋742円）×（1+消費税率）＝1,668円×1.1＝1,834円
　　基本料⾦︓466円
　　従量料⾦（1から10⽴方メートル）︓ 46円×10⽴方メートル＝460円
　　従量料⾦（11から20⽴方メートル）︓106円×8⽴方メートル＝848円
　　合計料⾦（1か⽉当たり）︓（466円＋460円＋848円）×（1+消費税率）＝1,774円×1.1＝1,951円
　　2か⽉当たり︓1,834円+1,951円＝3,785円

⼀般⽤
基本料⾦

従量料⾦

1㎥につき155円
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4-6 経営指標 

本市下⽔道事業と規模が近い事業体（処理区域内⼈⼝3万⼈以上、10万⼈未満）の平均値におけ
る経営指標の⽐較を⾏います。 

経営指標には、総務省の「経営⽐較分析表」に記載されている8つの指標（表2-3）を採⽤しています。 
 

4-7 経営の健全性・効率性 

経常収支⽐率は類似団体よりも高く100%を上回っており、適切な使⽤料収⼊が得られているといえます。
しかしながら、⼈⼝減少等により収⼊の減少が⾒込まれることから、今後はより効率的な事業経営が必要とな
ります。さらに、下⽔道事業の安全性を確保するため、※流動資産が減少しないように努めていく必要がありま
す。 

また、本市では平成20年度から起債の借⼊はしておらず、建設改良費の財源不⾜には内部留保資⾦等
を活⽤しているため、企業債残高対事業規模⽐率及び、※汚⽔処理原価は類似団体よりも低く、財務の安
定性の指標である※流動⽐率や経営状況の健全性を⽰す※経費回収率、下⽔道処理区域内の接続状
況を⽰す※⽔洗化率は高くなっています。これらのことから、本市下⽔道事業における経営の健全性や効率
性は良好な状況にあるといえます。 
 

表2-3 経営の健全性・効率性に関する事業指標（R3） 

 
 

4-8 ⽼朽化の状況 

本市の下⽔道管路は、⽐較的整備が新しく、※法定耐⽤年数に達していないため、管路⽼朽化率は
0.00%となっておりますが、今後、⽼朽化管路が増加することを踏まえると、ストックマメジメント計画を基に、
適切な更新を⾏っていくことが重要となります。 
 

表2-4 ⽼朽化の状況に関する事業指標（R3） 

 

事業指標 守⾕市 類似団体
経常収支⽐率(％) 122.90 108.04
累積⽋損⾦⽐率(％) 0.00 4.49
流動⽐率(％) 1,015.54 68.53
企業債残高対事業規模⽐率(％) 144.57 825.10
経費回収率(％) 138.43 97.07
汚⽔処理原価（円/㎥) 91.34 157.81
施設利⽤率(％) 69.42 64.92
⽔洗化率(％) 99.24 92.88

事業指標 守⾕市 類似団体
有形固定資産減価償却率(％) 51.92 25.66
管路⽼朽化率(％) 0.00 1.61
管渠改善率(％) 0.01 0.17
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５ 組織体制と維持管理 

5-1 組織体制 

本市上下⽔道事務所では、10名の職員が下⽔道事業支弁職員として在籍しています（令和４年度実
績）。職員数は、近隣の事業体と⽐べると⽐較的多いほうですが、類似事業体と⽐較すると、少ない状況で
す(P.28)。また、職員⼀⼈当たりの処理区域内⼈⼝は、近隣の事業体と⽐べて多くなっています。また、職
員の平均年齢は43歳で下⽔道事業での平均経験年数は5年となっており、他の事業体と⼤きな相違はあり
ません。 
 

表2-5 有資格者数及び平均経験年数 

 
 

5-2 維持管理（業務の委託状況） 

業務の効率化と利⽤者のサービス向上を図るため、令和５年４⽉より、これまでの運転管理業務の包括
業務委託からコンサルタント業務を加えた拡⼤型包括業務を⺠間事業者に委託しており、⺠間活⼒を最⼤
限に活⽤しています。その業務内容は以下に⽰すとおりです。また、職員は委託会社に対して監督・指導を⾏
っており、下⽔道事業の技術⼒の根幹を担っています。 
 

委託状況 
・下⽔道施設の運転管理業務（運転、⽔質管理、調達管理等） 
・下⽔道施設の保守管理（設備の保守点検、簡易な補修等） 
・修繕業務（定期修繕、突発修繕等） 
・コンサルタント業務（各種計画等の改定・策定、耐震診断、改築工事実施設計等） 

 
  

(⼈) (⼈) (歳) (年) (⼈/⼈)
10 2 43 5 6,984

⼟浦市 21 10 36 5 5,960

つくば市 20 2 42 2 9,899

稲敷市 5 0 40 3 1,064

美浦村 4 0 50 4 1,963

阿⾒町 5 0 38 4 6,598

河内町 2 0 50 4 1,700

 （出典）本市︓令和４年度、他事業体︓平成30年度

平均年齢 平均経験年数 職員1⼈当たりの
処理区域内⼈⼝

守⾕市

事業体名

50 19

下⽔道事業
支弁職員数 技術系職員

43 19 1,818取⼿地方広域
下⽔道組合

県
　
南
　
地
　
域
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第３章 将来の事業環境と課題 

 

１ 外部環境 

1-1 汚⽔処理⼈⼝と処理⽔量（汚⽔）の推移 

将来の汚⽔処理⼈⼝と処理⽔量（汚⽔）の推計結果は、図3-1のとおりです。 
本市では、区画整理事業等に伴う⾏政区域内⼈⼝の増加により、汚⽔処理⼈⼝も増加傾向にあります。

将来の汚⽔処理⼈⼝は令和12年度頃までは増加し、その後緩やかに減少する⾒込みとなっています。また、
将来の処理⽔量も同様に令和13年度以降は緩やかに減少する⾒込みとなっています。令和13年度以降、
汚⽔処理⼈⼝の減少に伴い下⽔道使⽤料収益も減少していくことが⾒込まれることから、限られた財源の中
でより効率的かつ継続的な下⽔道運営に努める必要があります。 
 

 
図3-1 汚⽔処理⼈⼝と処理⽔量（汚⽔）の実績と推計値 

 
 
 
  

第３章 将来の事業環境と課題 
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1-2 施設効率 

施設の効率性を⽰す施設利⽤率は、急激な⼈⼝上昇が将来に⾒込まれていないことや工業系の業種が
新たに計画されていないため安定して推移する⾒込みです。守⾕浄化センターの⽔処理能⼒48,000㎥/⽇
に対し、処理⽔量が８割前後(施設最⼤稼働率【⽇最⼤あたり】）であることから、処理⽔量と処理施設の
バランスも良好であることがわかります。今後も施設能⼒が過⼤とならないよう，最適な施設能⼒等について
検討を⾏う必要があります。 
 

 
図3-2 施設効率 

 

 

 

 将来の行政区域内人口は、守谷市人口ビジョン(令和４年３月)の推計値を使用し

ています。 

 将来の汚水処理人口は、推計した行政人口に※普及率(99.20％)を乗じることで

算出しています。 

 将来の※汚水量原単位は、令和４年度の実績値が将来にわたり大きな変化が無い

と考え、現在の汚水量原単位を使用して算出しています。 
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２ 内部環境 

2-1 下⽔道施設の状況 

ここでは、設備台帳（管路及び施設）のデータを⽤いて、更新対象となる資産について整理します。 
なお、ここでの取得額とは、取得時価格を平成28年価格に換算した額のことです。 

2-1-1 管路情報 

本経営戦略では、管路とは⾬⽔管・汚⽔管・マンホール（蓋を含む）のことをいいます。 
年度別管路取得額は図3-3に⽰すとおりであり、令和４年度末の総資産取得額は約310億円となってい

ます。取得年度別では昭和55年度に取得した管路の総額が最も多くなっており、下⽔道事業開始後の昭
和の時代で⼤半の整備を⾏っていることが分かります。図3-4に⽰すとおり、管種ごとにみると、鉄筋コンクリート
管の取得額が約128億円、硬質塩化ビニル管の取得額が約87億円程度と約7割を占めています。す。 

 
図3-3 年度別の管路取得額 

 
図3-4 管種別の取得額と割合 
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2-1-2 管路の管種・布設年度別延⻑ 

管路の管種ごとの布設年度別延⻑を図3-5に、管種別の布設割合を図3-6に⽰します。 
管路の総延⻑は519kmであり、布設年度別では昭和58年度の59kmが最⻑となっています。また、管種

別では鉄筋コンクリート管が総延⻑の51％（265km）を占めており、次いで硬質塩化ビニル管が42％
（219km）となっています。創設当初は鉄筋コンクリート管の採⽤が主流であったものの、近年では硬質塩
化ビニル管を採⽤することが多くなっています。 

 
図3-5 年度別の管種別延⻑ 

 
 

 
図3-6 管種別の布設割合 
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2-1-3 施設情報 

本経営戦略では、施設とは、浄化センターやポンプ場、⾬⽔の樋管に係る建物、機械及び装置、電気設
備、その他管路以外の構築物のことをいいます。 

年度別施設取得額（⼟地を除く）は図3-7に⽰すとおりであり、令和４年度末の総資産取得額は約
158億円となっています。取得年度別では昭和53年度に取得した施設の総額が最も多くなっています。この
額の⼤半は、守⾕浄化センターの整備費であり、平成8年度の突出した取得額は、処理区域の⼤幅な拡⼤
に伴う、最初沈殿池、エアレーションタンク、最終沈殿池の増設設置費⽤となります。 

 
図3-7 年度別の施設取得額 

 
施設として計上している主な内訳は、建物、機械及び装置（電気類）および構築物（前述に含まれな

いもの）で分類されています。また、施設の費⽤の⼤半（81％）が、処理場に投⼊されていることが分かりま
す。 
 

 
        図3-8 施設の内訳                      図3-9 主要な施設の費⽤内訳 
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2-2 下⽔道施設の更新 

下⽔道施設の更新は、以下の⼿法に準じて更新を⾏います。 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

2-3 更新需要 

ここでは、下⽔道施設は法定耐⽤年数で更新、管路はリスク評価をした場合の更新費⽤について、⻑期
的な⾒通しを把握します。 
 

2-3-1 施設 

更新開始年より50年で必要な更新費⽤は、※ストックマネジメント計画から約225億円と試算でき、平均
すると１年当たり4.5億円です。 

本市では法定耐⽤年数を過ぎて使⽤している電気・機械・設備もあります。 
今後は更新需要のバラつきがないように、計画的に更新事業を実施する必要があります。さらには、維持管

理を適切に⾏うことにより、更新費⽤の発⽣そのものを抑制する必要があります。 

 
図3-10 下⽔道施設の更新費⽤ 

 管 路 

日々の点検・調査を計画的に実行し、突発的な破損や運転停止などの緊急性の

高い措置（緊急度）が必要にならないように更新を行います。 

劣化状況の予測に関しては、国土技術政策総合研究所が設定した※健全率予測

式を使用しています。 

 

 施 設（処理場、ポンプ場等） 

※目標耐用年数以内で施設が健全な状態を維持できる更新を行います。 

目標耐用年数は、施設の更新実績をもとに、※法定耐用年数の２倍に設定して

います。 
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2-3-2 管路 

更新開始年より50年で必要な更新費⽤は、ストックマネジメント計画から約460億円と試算でき、平均す
ると１年当たり9.2億円です。 

本市では、法定耐⽤年数には達していません。 
今後は更新需要のバラつきがないように、計画的に更新事業を実施する必要があります。さらには、維持管

理を適切に⾏うことにより、更新費⽤の発⽣そのものを抑制する必要があります。 
 

 
図3-11 下⽔道管路の更新費⽤ 
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2-4 職員数の推移 

本市では、平成17年4⽉に⽔道事務所と下⽔道課を上下⽔道課として統合しています。組織統合以降、
効率的な組織体制の構築に努めてきたことから、上下⽔道事務所の職員数は減少傾向にありましたが、平
成28年度からは増加が⾒込まれる更新需要に対応するため、組織体制の強化に取り組んでおり、職員数は
増加傾向にあります。令和４年度現在では、上下⽔道事務所には21名の職員が所属し、上下⽔道事業に
従事しており、そのうち、下⽔道事業支弁職員は10名となっています。平成17年度の上下⽔道課発⾜以来、
⼈員の適正化に努めてきたことから、効率的な組織運営が⾏えているといえます。⼀方で、下⽔道事業の技
術職員数は２名であり、今後、下⽔道施設の更新が増えると予想されることから、⼀定数の技術職員を確
保しなければ、更新需要に対応することは難しくなると考えられます。加えて、下⽔道施設の更新には、業務
に関する知識はもとより、⼗分な現場経験や高度な技術が必要となりますが、⼀般⾏政部⾨との⼈事交流
や短い⼈事異動サイクル等により、下⽔道部⾨での⻑い経験と知識を持った技術職員の確保が困難な状況
にあります。こうした下⽔道事業従事者を取り巻く環境が厳しい中で、今後の施設更新を円滑に進めていくた
めには、事業量に⾒合った技術職員数について検討を⾏うとともに、技術職員や技術⼒の確保を、どのように
⾏っていくかについても検討を進めることが重要となります。 
 

 
図3-12 守⾕市上下⽔道事務所の職員数の推移（R4実績） 
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下⽔道事業 

支弁職員 

課⻑ 

課⻑補佐 

事業グループ 

業務グループ 

経営グル―プ 

１名（技術職員－下⽔道計画・設計） 

１名（技術職員－下⽔道計画・設計） 

うち技術職員（⼟木）2 名 

受益者負担⾦ １名 

２名 

３名 

排⽔設備   ２名（うち技術職員 1 名） 

うち技術職員（電気）１名 

2-5 職員に関する事項 

 

令和４年度 10⼈ 
  （課⻑1⼈、課⻑補佐1⼈、業務グループ3⼈、事業グループ3⼈、経営グループ2⼈） 
令和３年度 9⼈ 
  （課⻑1⼈、課⻑補佐1⼈、業務グループ3⼈、事業グループ2⼈、経営グループ2⼈） 
※職員数については、上下⽔道事務職員のうち、下⽔道事業支弁職員数を記載 
 

表3-1 守⾕市と類似事業体の指標値の⽐較 

 守⾕市 類似事業体 
下⽔道事業支弁職員数（⼈） 10 15 
職員⼀⼈当たりの処理区域内⼈⼝（⼈/⼈） 6,984 4,053 
職員⼀⼈当たりの使⽤料収益（千円/⼈） 130,300 112,462 
技術職員数（⼈） 2 8 
建設改良費（千円） 523,525 858,894 

（出典）本市︓令和４年度、類似事業体︓平成28年度地方公営企業決算状況調査 

 
 

表3-2 下⽔道事業職員配置図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（令和４年度）   
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第４章 経営の基本方針 

 

１ 基本方針 

経営の基本方針として以下の6つの施策を掲げます。 

 

1-1 下⽔道施設の計画的な更新 

本市の下⽔道事業は、昭和50年に事業に着⼿して以来、当初に整備した下⽔道施設は⽼朽化が進ん
でいます。限られた財源の中で下⽔道管路施設に起因する道路陥没事故の発⽣を防⽌し、持続的な下⽔
道機能保持のため、※ストックマネジメントを踏まえた中⻑期的な更新計画に基づき、優先度を考慮した更新
に取り組みます。また、管路施設更新の際には、※更⽣工法の適⽤や、新技術の導⼊などに取り組み、適正
かつ着実な更新を進めます。 
 

1-2 下⽔道施設の耐震化 

下⽔道施設が地震により被災した場合、交通障害以外にもトイレが使⽤できなくなるなど、市⺠⽣活や社
会経済活動に⼤きな影響を及ぼすことになります。下⽔道施設は、同等の機能を代替えする⼿法がないため、
施設の耐震化を進めることが急務となっています。そのため、「下⽔道総合地震対策事業」を策定し、耐震性
の高い工法や製品を採⽤していきます。また、災害時に使⽤することが可能な「※マンホールトイレ」の使⽤につ
いて検討していきます。 
 

1-3 維持管理の充実 

現有施設を最⼤限に有効活⽤するため、⽇常点検を通じて施設・設備の劣化状況を把握し、※予防保
全による適切な維持管理を推進します。（点検を含む施設の維持・修繕） 

平成28年度に、マッピングシステムを導⼊しており、情報技術の積極的な活⽤により、効果的・効率的な
維持管理に取り組んでいます。更なる効率化に向け、設備台帳についてもシステムを導⼊し、情報技術の積
極的な活⽤に努めます。（適切な資産管理の推進） 
 

1-4 コスト縮減と経営改善 

経営感覚を発揮したコスト縮減に伴う経営の効率化を目標に、下⽔道事業の事務事業について定期的
な検証を⾏う等、経営感覚とコスト意識をもって事業運営を⾏います。 
また、企業会計に精通した職員が少ないことから、定期的な監査に加えて有識者による財務諸表や会計処
理の審査が受けられるように取り組みます。 

第４章 経営の基本方針 
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1-5 財政収支⾒通しに基づく事業運営 

下⽔道施設の耐震化や更新等の事業を⾏うためには多額の費⽤が必要となるものの、今後の下⽔道使
⽤料収⼊の⼤幅な増加は⾒込めません。このため、内部留保資⾦を確保しながら事業経営が⾏えるように、
※ストックマネジメントを継続的に実践し、中⻑期的な財政収支⾒通しに基づいた計画的な下⽔道施設の更
新に取り組みます。 
 

1-6 適正な組織体制 

下⽔道施設の計画的な更新と耐震化を進めるためには、計画策定や設計・工事の監督等、技術者の適
正な配置が必要です。また、経営改善に取り組むためには、企業会計の実務を後進に継承していく必要があ
ります。基本方針に掲げた事項の確実な推進に向けて、適正に職員を配置できるように、⼈事担当部署と調
整します。 
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第５章 投資・財政計画 
 
 

１ 投資計画 

投資計画は、将来にわたって安定的に事業を継続していくために必要となる管路・施設に関する投資の⾒
通しを試算した計画です。 

投資計画においては、本市で策定した※ストックマネジメント計画に基づき、各施設(管路を除く)において維
持管理・補修等による延命化を図ることにより、法定耐⽤年数よりも⻑期間使⽤することを前提とした※目標
耐⽤年数を設定し、この年数に従って更新を⾏います。なお、管路に関しては、※健全率予測式による劣化
予測を⾏い、併せて⽇々の点検調査を計画的に⾏うことで合理的に更新を⾏います。 
 近年、全国的に多発している⾃然災害への対策推進として、総合地震対策計画に基づき、重要な施設の
耐震化を図る「防災」と、被災を想定して被害の最⼩化を図る「減災」を組み合わせた総合的な地震対策を
⾏います。また、また河川からの氾濫や内⽔氾濫の発⽣時に下⽔道施設被害による社会的影響を最⼩限に
抑制するため、下⽔道耐⽔化計画及び下⽔道浸⽔対策計画に基づき、施設の耐⽔化及び浸⽔対策を⾏
います。 
 
 
 
  

第５章 投資・財政計画 
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1-1 更新費⽤ 

本市の下⽔道事業は、昭和50年に事業に着⼿しており、管路の⽼朽化が進んでいることから、適切な時
期に更新していく必要があります。改築更新の方法をシナリオ(1)から(4)までの4シナリオで検証しています。  
 

表5-1 改築更新シナリオ 

検討シナリオ 概 要 

シナリオ（1） 下⽔道施設を※法定耐⽤年数で更新した場合 

シナリオ（2） 
下⽔道施設を※1健全度Ⅰ、※2緊急度Ⅰで更新する場合 
(健全度Ⅱ〜Ⅴ、緊急度Ⅱ、Ⅲを許容する) 

シナリオ（3） 
下⽔道施設を健全度Ⅰ、緊急度Ⅱで更新する場合 
(健全度Ⅱ〜Ⅴ、緊急度Ⅲを許容する) 

シナリオ（4） 
下⽔道施設を設定額で更新する場合 
(緊急度Ⅰを2割程度まで許容する) 
(財政、執⾏体制の観点から、当⾯実現可能なシナリオとする) 

※1健全度とは、施設の⽼朽レベルを「健全度Ⅰ（酷）〜Ⅴ（良）」で表現し、※2緊急度とは、管
路の劣化レベルを「緊急度Ⅰ（酷）〜Ⅲ（良）」で表したものです。 

 
【シナリオ（1）】 

下⽔道施設の※法定耐⽤年数で施設を更新する場合、今後50年間で1,415億円、1年当たりの平
均更新費⽤は28.3億円となります。 

 

図5-1 シナリオ（1）下⽔道施設を法定耐⽤年数で更新した場合 
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緊急度Ⅰ･･･1.9%、緊急度Ⅱ･･･21.5% 

図5-2 シナリオ（1）の緊急度割合（汚⽔管渠の例） 
 
 
【シナリオ（2）】 

下⽔道施設の健全度Ⅰ、緊急度Ⅰで施設を更新する場合、今後50年間で684億円、1年当たりの平
均更新費⽤は13.7億円となります。※健全率予測式を⽤いた施設更新（経過年数ではなく、劣化具合
による更新）のため、法定耐⽤年数が到来する前に更新する施設が出てきますが、機能停⽌することがな
いように施設の安全に配慮した更新となります。 

 

 
図5-3 シナリオ（2）下⽔道施設を健全度Ⅰ、緊急度Ⅰで更新する場合 
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緊急度Ⅰ･･･0.3%、緊急度Ⅱ･･･35.0% 

図5-4 シナリオ（2）の緊急度割合（汚⽔管渠の例） 
 
 

【シナリオ（3）】 
下⽔道施設の健全度Ⅰ、緊急度Ⅱで施設を更新する場合、今後50年間で1,420億円、1年当たり
の平均更新費⽤は28.4億円となります。健全性を重視したシナリオですが、経済性で事業負担が⼤き
くなるため、費⽤⾯での検討が必要になります。 

 

 

図5-5 シナリオ（3）下⽔道施設を健全度Ⅰ、緊急度Ⅱで更新する場合 
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緊急度Ⅰ･･･0.3%、緊急度Ⅱ･･･3.3% 
図5-6 シナリオ（3）の緊急度割合（汚⽔管渠の例） 

 
 

【シナリオ（4）】 
下⽔道施設を設定額で更新する場合、今後50年間で500億円、1年当たりの平均更新費⽤は10.0
億円となります。財政、執⾏体制の観点から、当⾯実現可能な更新シナリオとして計画的な点検調査
を⾏い投資の効率化を図ります。 

 

 
図5-7 シナリオ（4）下⽔道施設を設定額で更新する場合 

(緊急度Ⅰを2割程度まで許容する) 
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緊急度Ⅰ･･･21.6%、緊急度Ⅱ･･･30.2% 
図5-8 シナリオ（4）の緊急度割合（汚⽔管渠の例） 

 
 

経営戦略策定時（平成29年度）では、シナリオ(4)を採⽤しましたが、施設の⽼朽化の進⾏度を点検
調査等から検討した結果、適切な更新事業を実施するため、改築更新シナリオ(2)の適⽤に⾒直します。 

本市では、今後も下⽔道事業を3~5年ごとに⾒直しを⾏う「PDCAサイクル」を活⽤し、持続可能な下⽔
道事業を運営していきます。 
 

表5-2 シナリオの結果 

 
※指標の緊急度は，100年の平均値を⽰す   

 
  

指標 判定 指標 判定
緊急度Ⅰ

1.9%
緊急度Ⅱ
21.5%

緊急度Ⅰ
0.3%

緊急度Ⅱ
35.0%

緊急度Ⅰ
0.3%

緊急度Ⅱ
3.3%

緊急度Ⅰ
21.6%

緊急度Ⅱ
30.2%

施設の
有効利⽤ 評価

28.3億円/年

13.7億円/年

28.4億円/年

△

◎

○

○

緊急度 経済性

10.0億円/年

△

○

△

◎

△

◎

△

○

シナリオ（１） ○

シナリオ（２）

シナリオ（３）

シナリオ（４）

○

◎

△
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1-1-1 更新費⽤の平準化 

各年度の更新費⽤に⼤きな差が⽣じると、資⾦残高が⼤きく変動することとなり、財源確保や効率的
な更新の実⾏が難しくなります。そこで、更新費⽤が周辺の年度と⽐較して多い年度の事業を前後に振
り分けることにより、年度間で更新費⽤に⼤きな差が出ないように平準化を⾏います。以下に⽰す方法で、
今後50年間の管路及び施設の平準化された更新費⽤を算出します。 
 

1-1-2 更新基準の設定 

国の更新基準に関する調査・検討事例や更新実績をもとに、更新基準（目標耐⽤年数）を処理
場などの施設類は2倍で設定し、その値を基に※ストックマネジメントで定めた健全を保つ更新基準で実
施します。 

管路については、※圧送管のみ状態監視が困難なため、時間経過による※法定耐⽤年数で更新しま
す。ほかの管路は状態監視が可能であるため、ストックマネジメントで定めたリスクの評価や重要路線を優
先した更新を⾏います。 
 

1-1-3 平準化方法 

①．各資産について、緊急度、健全度のリスクを評価し、年当たり更新費⽤を算定します。 
②．上記①の年当たり更新費⽤にバラつきがある場合、財政の安定を図るため、突出した年の費⽤を前

後の年に按分します。 
③．管路は、重要路線を優先的に更新します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図5-9 平準化ライン（赤い線）より突出した分を前後に按分したイメージ図 
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1-1-4 施設の更新需要 

更新基準を踏まえた更新需要の算定結果を図5-10に⽰します。 
更新基準で更新した場合、今後50年間で必要となる費⽤は約225億円です。また、更新費⽤の総

額225億円を50年間で平均すると、1年当たりの更新費⽤は4.5億円となります。 
 

 
図5-10 施設の更新需要（平準化後） 

 
表5-3 施設の更新需要（平準化後︓５か年平均） 

 
 
 
 

 

単位︓億円　
R1 R5 R10 R15 R20 R25 R30 R35 R40 R45 R50

処理場（建屋除く） 0.0 1.5 10.0 9.1 3.2 2.1 1.2 1.6 1.8 1.9 2.1
ポンプ場（建屋除く） 0.0 0.7 0.3 0.2 1.2 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4

ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ 0.0 0.0 0.1 0.2 0.5 0.6 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5
樋⾨･樋管 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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1-1-5 管路の更新需要 

更新基準を踏まえた更新需要の算定結果を図5-11に⽰します。更新基準で更新した場合、今後
50年間で必要となる費⽤は約460億円です。（管路の更新開始は、令和10年を予定しています） 

また、更新費⽤の総額460億円を50年間で平均すると、1年当たりの更新費⽤は9.2億円となりま
す。 

現状で法定耐⽤年数を超過した管路が存在しないことから、令和10年までの更新費⽤は1年当たり
1.2億円程度と少なくなっています。 
 

 
図5-11 管路類の更新需要（平準化後） 

 
 

表5-4 管路類の更新需要（平準化後︓５か年平均） 

 
 
 
 

 

単位︓億円　
R1 R5 R10 R15 R20 R25 R30 R35 R40 R45 R50

管渠類（汚⽔） 0.0 0.0 0.9 4.5 4.8 5.2 5.6 6.1 6.5 7.0 7.6
管渠類（⾬⽔） 0.0 0.0 0.6 3.3 3.6 3.8 4.2 4.5 4.8 5.2 5.6
⼈孔蓋（汚⽔） 0.0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8
⼈孔蓋（⾬⽔） 0.0 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2
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1-1-6 更新費⽤のまとめ 

施設及び管路の更新費⽤を合わせた結果を図5-12に⽰します。 
更新基準で更新した場合、今後50年間で約685億円の費⽤が必要となります。1年当たりに必要と

なる更新費⽤は13.7億円です。（管路の更新開始は、令和10年を予定しています） 
 

 
図5-12 更新費⽤（平準化後） 

 
 

表5-5 更新費⽤（平準化後︓５か年平均） 

 
 
 
 
  

単位︓億円　
R1 R5 R10 R15 R20 R25 R30 R35 R40 R45 R50

処理場（建屋除く） 0.0 1.5 10.0 9.1 3.2 2.1 1.2 1.6 1.8 1.9 2.1
ポンプ場（建屋除く） 0.0 0.7 0.3 0.2 1.2 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4

ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ 0.0 0.0 0.1 0.2 0.5 0.6 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5
樋⾨･樋管 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

管渠類（汚⽔） 0.0 0.0 0.9 4.5 4.8 5.2 5.6 6.1 6.5 7.0 7.6
管渠類（⾬⽔） 0.0 0.0 0.6 3.3 3.6 3.8 4.2 4.5 4.8 5.2 5.6
⼈孔蓋（汚⽔） 0.0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8
⼈孔蓋（⾬⽔） 0.0 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2
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1-2 災害対策費⽤ 

災害対策費⽤においては、本市で策定した総合地震対策計画や下⽔道耐⽔化計画、下⽔道浸⽔対
策計画に基づき、対策需要を算定します。また、更新費⽤と同様に、今後50年間の平準化された災害対策
費⽤を算出します。 

災害対策費⽤は、今後50年間で約85億円の費⽤が必要となります。1年当たりに必要となる更新費⽤
は1.7億円です。 
 

 
図5-13 災害対策費⽤ 

 
表5-7 災害対策費⽤（５か年平均） 

 
 
 
 
  

単位︓億円　
R1 R5 R10 R15 R20 R25 R30 R35 R40 R45 R50

地震対策 0.0 0.0 2.0 1.9 2.5 1.6 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0
耐⽔化対策 0.0 0.0 0.0 0.0 7.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
浸⽔対策 0.0 0.0 1.3 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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1-3 投資計画のまとめ 

更新費⽤及び災害対策費⽤を合わせた結果を図5-14に⽰します。 
今後50年間で770億円の費⽤が必要となります。1年当たりに必要となる費⽤は15.4億円です。 

 

 
図5-14 投資計画 

 
表5-8 投資計画（５か年平均） 

 
 
 投資計画に基づく目標値を以下のとおり設定します。 
 

表5-9 投資計画に基づく目標値 

  経営指標 算 出 式 
策定時 

平成 29 年度 

現状 

令和４年度 

目標 

令和 10 年度 

投
資
計
画 

施設利⽤率 

   (%) 

晴天時⼀⽇平均処理⽔量 

/晴天時現在処理能⼒×100 
68.27 66.82 

≧70.00 
（H29 年度策定時を改善） 

⽔洗化率 

   (%) 

現在⽔洗便所設置済⼈⼝ 

/現在処理区域内⼈⼝×100 
99.06 99.27 ≧99.27 

管路⽼朽化率 

   (%) 

※法定耐⽤年数を経過した管路延⻑ 

/下⽔道布設延⻑×100 
0.00 0.00 

1.45 

(7.5km/516.5km×100) 

管路改善率 

   (%) 

改善（更新・改良・修繕）管路延⻑ 

/下⽔道布設延⻑×100 
0.00 0.00 

0.52 

(2.7km/516.5km×100) 

単位︓億円　
R1 R5 R10 R15 R20 R25 R30 R35 R40 R45 R50

更新費⽤（施設） 0.0 2.2 10.4 9.5 6.5 3.3 1.8 2.3 2.5 2.7 2.9
更新費⽤（管路） 0.0 0.3 2.0 8.3 8.9 9.7 10.4 11.2 12.1 13.1 14.2

災害対策費⽤ 0.0 0.0 3.2 2.3 9.8 1.6 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0
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２ 財政計画 

財政計画は、投資計画等の支出を賄うための財源の⾒通しを試算した計画です。 
 

財源目標 
① 経常収支⽐率︓100%以上 
② 資⾦残高確保額（内部留保資⾦）︓下⽔道使⽤料収益の50% 

 

設定理由 

① 健全な経営を維持できるように、経常収支⽐率は100%以上を維持するように設定
します。 
② 後年度における施設更新に備えるため、内部留保資⾦の確保を目標として設定して
います。なお、資⾦の確保額は、不測の⼤規模修繕に対応することを想定して、各年度
における下⽔道使⽤料収益の半年分としています。 
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2-1 収⼊・支出の検討条件 

収益的収支及び資本的収支の条件設定は、以下のとおりです。 
 

2-1-1 収益的収支 

収益的収支の条件設定 
1.収益的収⼊ 
 
営業収益 

使⽤料収⼊ 使⽤料単価（126.69円/ｍ3）×年間有収⽔量で算定 
受託工事収益 包括業務委託より、農業集落排⽔施設の維持管理費を⾒込む 
その他 過去5年間（平成30年度〜令和４年度）の決算平均額に物

価上昇を⾒込む 
 
 
 
営業外収益 

補助⾦ 包括業務委託より、各種計画策定の費⽤に基づき算定 
⻑期前受⾦戻⼊ 投資計画を踏まえて算定 

 
 
その他 

受取利息は、令和4年度決算額を基準に、前年度末の資⾦残高
と連動（※前年度末の資⾦残高と連動させるため、令和5年度の
予算額ではなく、令和4年度決算額を基準としている） 
雑収益は、過去5年間（平成30年度〜令和4年度）の決算平
均額で⼀定 

2.収益的支出 
 
営業費⽤ 

職員給与費 令和5年度予算額を基準に、⼈件費上昇を⾒込む 
 
経費 
 

動⼒費は、令和5年度予算額を基準に物価上昇を⾒込む 
修繕費は、包括業務委託の修繕計画及び管渠修繕費（汚⽔、
⾬⽔、樋管）の過去5年間（平成30年度〜令和4年度）の決
算平均額に物価上昇を⾒込む 

その他は、過去5年間の実績額を基準に物価上昇を⾒込む 

減価償却費 将来の償却資産への投資シミュレーションに連動 
営業外費⽤ 
 

支払利息 償還条件（5年据置、30年償還、利率1.2％（ただしR11以降
は1.5％））に基づく額 

その他 過去5年間（平成30年度〜令和4年度）の決算平均額を基に
算定 
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2-1-2 資本的収支 

 
資本的収支の条件設定 

 

 

 

3.資本的収⼊ 
※企業債 シミュレーションに連動した額 
他会計補助⾦ 48万円で⼀定 
他会計負担⾦ 投資計画に基づき算定 

国補助⾦ 投資計画に基づき算定 

他会計貸付⾦返還⾦ 令和6年度〜令和10年度で以下の返還⾦を⾒込む 
  令和6年度︓12億円 

令和8年度〜令和9年度︓２億円 
令和10年度︓２.1億円 

他会計出資⾦   
収⼊予定がないため，計上しない 
 

工事負担⾦ 
固定資産売却代⾦ 
その他（受益者負担⾦等） 過去の実績値額に基づき算定 
4.資本的支出 

建設改良費 
下⽔道建設費 投資計画の結果を反映 

営業設備費 
過去5年間（平成30年度〜令和4年度）の決算平均額に物価
上昇を⾒込む 
10年毎に⾞両購⼊費の200万円/台を計上 

企業債償還⾦  償還予定に基づく 

他会計貸付⾦ 令和5年度に12億円、令和6年度に6.1億円の貸付⾦を⾒込む 

他会計⻑期借⼊返還⾦ 
支出予定がないため，計上しない 

その他 
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2-2 財政収支の⾒通し 

前項に基づいて算定された財政収支の⾒通しを⽰します。なお、計画期間内においては財源目標①、
②を達成するように試算しています。 
 

2-2-1 収益的収支 

収益的収支とは、年間の汚⽔処理にいくらを要し、その費⽤に対していくらの収⼊があったのかについて、そ
の年の純利益または純損失を知るための収支を表したものです。計画期間においては、処理⼈⼝の増加に伴
って使⽤料収益が増加することから、収益的収⼊は、緩やかな右肩上がりで推移します。なお、減価償却費
の増加により、計画期間内における収益的支出も緩やかな右肩上がりで推移しますが、計画期間内では収
益的収⼊が収益的支出を上回る⿊字経営を維持することができるとともに、計画期間最終年度（令和10
年度）において、2.1億円の純利益を確保できる⾒込みです。 

しかしながら、計画期間以降も投資費⽤の増加に伴って減価償却費等が増加するため、収益的支出は
右肩上がりで推移する⾒込みであり、令和15年度までは収益的収⼊が収益的支出を上回る⿊字経営を維
持することができるものの、令和16年度以降は収益的収⼊が収益的支出を下回る赤字経営となる⾒通しで
す。 
 

 

 

図表5-15 収益的収支と損益 
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損
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（
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）
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益

的
収

支
（

億
円

）

（年度）

収益的収⼊ 収益的支出 損益

実績

計画期間

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R20 R30 R40 R50
収益的収⼊ 19.9 23.1 21.3 22.3 22.6 23.5 22.3 22.0 22.7 23.0 23.1 24.3 23.7 19.6 19.3

収益的支出 18.1 19.9 18.5 18.1 19.5 22.5 20.3 20.1 20.3 20.6 20.9 24.7 25.6 25.9 30.2
損益 1.8 3.2 2.7 4.1 3.1 0.9 2.0 1.9 2.4 2.4 2.1 △ 0.4 △ 2.0 △ 6.3 △ 10.9

　　　　　年度
 億円

計画期間 ⻑期計画期間
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2-2-2 汚⽔処理原価と使⽤料単価 

※汚⽔処理原価とは、1m3の汚⽔処理に要した費⽤、使⽤料単価とは、1m3あたりの使⽤料収⼊で
す。 

計画期間においては、汚⽔処理原価が使⽤料単価を下回ることから、下⽔道使⽤料により汚⽔処
理に要した費⽤を賄うことができる⾒込みです。 

計画期間以降では、令和16年度以降に汚⽔処理原価が使⽤料単価を上回るようになり、その後も
汚⽔処理原価が上昇し続ける⾒込みであることから、令和16年度以降は汚⽔処理に要する費⽤を下
⽔道使⽤料収⼊で賄うことが難しくなると考えられます。 
 

 

 
図表5-16 使⽤料単価と汚⽔処理原価 
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支
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）

（年度）

使⽤料単価 汚⽔処理原価

実績

計画期間

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R20 R30 R40 R50
使⽤料単価 132.62 130.92 118.86 126.45 126.69 126.09 126.70 126.70 126.70 126.70 126.70 126.70 126.70 126.70 126.70
汚⽔処理原価 117.79 86.38 93.23 91.34 103.32 124.44 110.53 107.73 104.42 104.63 105.60 130.60 145.98 189.78 240.42

　　　　　年度
 m3/円

計画期間 ⻑期計画期間
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2-2-3 資本的収支と内部留保資⾦ 

資本的収支とは、⽼朽化した施設や管路などの整備に係る費⽤の収支を表したものです。計画的に下⽔
道施設を整備するためには、そのための資⾦（※内部留保資⾦や※企業債等）を適正に確保する必要があ
ります。 

計画期間内においては、資本的収支不⾜額（収⼊と支出の差で⽣じる不⾜額）の発⽣により、資⾦残
高は緩やかに減少するものの、計画期間最終年度である令和10年度においても10.9億円程度の内部留
保資⾦を確保することができる⾒込みです。  

⼀方で、計画期間以降は、利益の減少や投資費⽤の増加等により、資⾦残高が減少していく⾒通しとな
っています。また、更新需要の増加が⾒込まれ、これら増加する更新需要に適切に対応するため、本推計に
おいては技術職員を２名増員する計画としていますが、将来の技術職員数については、実際の事業の進捗
状況等を踏まえて、定期的な検討を⾏う必要があります。 
 

 

 

 図表5-17 資本的収支と内部留保資⾦ 
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実績

計画期間

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R20 R30 R40 R50
資本的収⼊ 1.1 2.7 1.5 0.8 2.5 2.2 20.0 19.0 10.7 9.4 12.8 22.1 11.2 12.5 14.6

資本的支出 7.6 4.8 4.6 5.0 7.7 19.4 21.6 34.2 22.8 19.7 25.9 30.8 17.5 21.0 23.9
内部留保資⾦ 27.5 26.4 30.3 35.0 37.6 26.3 32.1 23.1 18.2 16.3 10.9 △ 1.0 △ 7.9 △ 27.8 △ 38.8

　　　　　年度
 億円

計画期間 ⻑期計画期間
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2-3 計画期間内の収益的収支・資本的収支 

計画期間内の収益的収支、資本的収支、他会計繰⼊⾦を⽰します。 
 

2-3-1 収益的収支 
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2-4 財政計画のまとめ 

2-4-1 財政計画における財源目標 

財政計画における財源目標を以下のとおり設定し、将来の財政計画を試算しています。 
 

財源目標 
① 経常収支⽐率︓100%以上 
② 資⾦残高確保額（内部留保資⾦）︓下⽔道使⽤料収益の50% 

 
① 健全な経営を維持できるように、経常収支⽐率は100%以上を維持するようにしています。 
② 後年度における施設更新に備えるため、内部留保資⾦の確保を目標として設定しています。 
なお、資⾦の確保額は、不測の⼤規模修繕に対応することを想定して、各年度における下⽔道使⽤料収

益の半年分としています。 
 
 

2-4-2 財政計画に基づく目標値 

財政計画においては，上述した設定値を達成することを前提に，目標値を以下のとおり設定します。 

 

 

目標値 算出方法 
策定時 

平成29年度 
現状 

令和４年度 
目標 

令和10年度 
経常収支⽐率 

 (%) 
経常収益/経常費⽤×100 116.18 115.97 ≧100 

累積⽋損⾦⽐率 

(%) 

当年度未処理⽋損⾦/（営業収益-受託

工事収益）×100 
0.00 0.00 0.00 

流動⽐率 (%) ※流動資産/流動負債×100 811.44 677.69 ≧573 
企業債残高対 

事業規模⽐率 (%) 

企業債現在高合計ー⼀般会計負担額/営業収

益-受託工事収益-⾬⽔処理負担⾦×100 
206.54 130.13 42.85 

経費回収率 

(%) 

下⽔道使⽤料/汚⽔処理費 

（公費負担分を除く）×100 
124.77 122.63 119.58 

汚⽔処理原価 

(円) 

汚⽔処理費（公費負担分を除く） 

/年間有収⽔量 
106.40 103.32 105.60 

有形固定資産 

減価償却率 (%) 

有形固定資産減価償却累計額/有形固定資産

のうち償却対象資産の帳簿原価×100 
43.91 53.76 ≦64.00 
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○経常収支⽐率 

財政計画に基づいて施設更新を⾏った場合、令和10年度の経常収益は23.1億円、経常費⽤は20.9
億円となる⾒込みです。健全な経営を維持できるように、令和10年度の経常収支⽐率は100%以上と設
定します。 

○累積⽋損⾦⽐率 

未処理⽋損⾦は今後も発⽣しないことを前提とし、令和10年度の累積⽋損⾦⽐率を0.00%と設定しま
す。 

○流動⽐率 

財政計画に基づいて事業を推進した場合、※流動資産は18.3億円、流動負債は3.2億円となる⾒込み
であり、これらの状況を考慮して、令和10年度の流動⽐率は573％以上と設定します。 

○企業債残高対事業規模⽐率 

計画期間内においては、※企業債の借⼊は⾏わずに着実な返済を進めていく予定であり、令和10年度の
企業債残高（⼀般会計負担額を除く）は5.4億円、営業収益（受託工事収益及び⾬⽔処理負担⾦を
除く）は12.7億円となる⾒込みであることから、令和10年度の企業債残高対事業規模⽐率を42.85%と
設定します。 

○経営回収率，汚⽔処理原価 

財政計画に基づいて事業を推進した場合、令和10年度における使⽤料単価は126.69円/m3、汚⽔処
理原価は105.60円/m3となり、令和10年度の※経費回収率は119.98％となる⾒込みです。また、汚⽔
処理原価の目標値は試算結果を基に、105.60円/m3と設定します。 
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2-5 計画期間以降の財政収支の⾒通し 

「2-2 財政収支の⾒通し」に⽰した試算結果では、計画期間内においては、計画的な更新を実施しなが
ら、財源目標を達成することが可能であり、健全経営を維持することができるという結果となっています。しかし
ながら、計画期間以降では、財源目標の達成が難しく、将来にわたり健全経営を維持するためには、将来世
代との負担の公平性を考慮しながら、適度な企業債の借⼊を⾏うとともに、市⺠の理解を得ながら、適切な
範囲で料⾦改定を実施し、資⾦確保に取り組むことが重要となります。  

ここでは、今後50年にわたり健全経営を維持するためには、どのくらいの借⼊及び料⾦改定が必要となるの
かについて試算を⾏います。 

現⾏の下⽔道使⽤料⾦を維持した場合は、図5-18に⽰すとおり、令和21年度以降に赤字に転じる⾒
込みであり、財源目標①の達成は難しくなります。また、図5-20に⽰すとおり、建設改良費の増加に伴い資
本的支出が増加することから、資⾦残高は年々減少し、令和20年度には財源目標②を達成することが難し
くなります。 

財源目標を達成するためには、料⾦改定を実施し、資⾦確保に努めていくことが重要あるとともに、世代間
の公平性を念頭に置く必要性があります。 

その結果、適切な更新を⾏いながら健全経営を維持するためには、図5-21,図5-22に⽰すような料⾦改
定を⾏う必要があるとの試算結果に⾄りました。本試算結果に従って料⾦改定を実施した場合、50年後の
令和50年度の使⽤料単価は、現状の126.69円から99％増の251.70円となる⾒込みです。なお、本試
算結果は現状を基にした試算であり、下⽔道を取り巻く環境は⽇々変化していることから、財政収支⾒通し
については定期的な⾒直しを⾏うことにより、適切な料⾦⽔準や料⾦体系を検討していきます。 
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図表5-18 収益的収支と損益（現⾏料⾦のシミュレーション） 

 
 

 
図表5-19 使⽤料単価と汚⽔処理原価（現⾏料⾦のシミュレーション） 

 
 

 
図表5-20 資本的収支と内部留保資⾦（現⾏料⾦のシミュレーション） 
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図表5-21 収益的収支と損益（料⾦改定のシミュレーション（案）） 

 
 

 
図表5-22 使⽤料単価と汚⽔処理単価（料⾦改定のシミュレーション（案）） 

 
 

 
図表5-23 資本的収支と内部留保資⾦（料⾦改定のシミュレーション（案）） 
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2-6 計画期間内の投資・財政計画（収支計画） 

2-6-1 投資・財政計画の収支のギャップ 

計画期間内においては、財政目標を達成できる⾒通しとなっていますが、計画期間以降では財政目標の
達成は困難となることから、将来にわたって安定的に運営するためには収支ギャップの解消に取り組む必要が
あります。 
 

2-6-2 投資・財政計画の収支ギャップ解消のための具体的な施策 

将来的な投資・財政計画の収支ギャップ解消のため、次の5つの施策に取り組みます。 
 
(1) 下⽔道施設規模の適正化 

⼈⼝減少などにより将来の使⽤料の減少が⾒込まれる中で健全な経営を維持していくため、施設や管路
更新時には※ダウンサイジングについて検討し、将来的に必要な排⽔量に⾒合う規模の施設へと更新していき
ます。なお、ダウンサイジングを実施することにより、施設の更新費⽤の削減が⾒込まれます。 
 
(2) 下⽔道施設の適切な維持管理 

⽇常の維持管理及び保守点検を適切に実施することにより、※予防保全に取り組みます。また、突発的な
事故や費⽤の発⽣リスクを軽減できるように、施設・設備の状況を⽇常的に把握していきます。これらを⾏うこ
とにより、施設のさらなる延命化を図ることが可能となり、更新費⽤の削減が⾒込まれます。 
 
(3) 下⽔道施設の適切な更新 

⽼朽化した管路については、延命化を図りつつも適切な時期に更新を⾏い、有収率を向上させることにより、
収益性の改善に取り組みます。 
 
(4) ⺠間活⽤の検討・広域化 

サービス⽔準の維持向上と経費の削減を図るため、⺠間事業者の技術・ノウハウをいかした連携を進めてい
きます。また、官⺠の役割分担を踏まえた連携に取り組みます。 
 
(5) 下⽔道使⽤料の適正化の検討 

現在の収支計画では、計画期間内においては健全経営を維持することができる⾒込みとなっていますが、
計画期間以降は資⾦残高が不⾜することから、下⽔道事業や地域の状況と将来⾒通しを踏まえつつ、下⽔
道サービスの継続と健全な経営の維持が可能となるように、下⽔道使⽤料について検討していく必要がありま
す。将来にわたって下⽔道事業を安定的に運営するために、更なる経営の合理化に努めつつ、今後の下⽔
道使⽤料の適正化について検討していきます。なお、使⽤料改定が必要との判断に⾄った場合には、市⺠の
皆さまへ適切な説明を⾏っていきます。 
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第６章 進捗管理 

 
 

将来の事業環境や財政計画の収⼊・支出は、現時点での実績に基づいて算定していることから、今後の
社会情勢によって⼤きく変化する可能性があります。そのため、本経営戦略は毎年進捗管理を⾏うとともに、3
〜5年ごとに⾒直しを⾏うこととします。 

進捗管理の際には、「下⽔道事業の※ストックマネジメントのガイドライン」の業務指標や「経営⽐較分析表」
の経営指標を活⽤することにより、定量的に評価していきます。また、経営戦略の内容と事業の実施状況が
乖離している場合には、※PDCAサイクルを⽤いてその原因について把握・分析するとともに、現状に⾒合った
内容へと⾒直しを図ります。なお、⾒直しを⾏った際には、⾒直し内容を公表することにより、事業の透明性を
高め、健全な事業運営を⾏えるように努めていきます。 

 

 

 

 
 
 

図6-1 PDCAサイクル  

第６章 進捗管理 

投資計画の再検討 

・※ダウンサイジングの検討 

・適切な維持管理による長寿命化の検討 

・投資の精査 

・新技術の採用による費用削減 

・優先順位の見直し，施設の統廃合など 

財源試算の再検討 

・※内部留保資金の見直し 

・使用料の見直し 

・新たな財源の調査 

投資以外の経費の効率化 

・組織体制の見直し 

・※ICT 活用による効率化など 
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資料編 用語集 

 
 
【あ⾏】 
  圧送管（方式） 
圧送管（方式）は、⾃然流下方式で流すことが困難になった場合の下⽔道管布設方法です。ポンプ
の⼒を利⽤して低いところから高いところへ⽔を流す方式をいいます。 
 
  オーバーホール 
機器類の分解・清掃・再組み⽴てを⾏うことで新品同様の性能状態に戻す維持管理作業のことです。 
 
  汚⽔処理⼈⼝ 
汚⽔処理⼈⼝とは、下⽔道、農業集落排⽔、合併処理浄化槽等の⽣活排⽔処理施設によって汚⽔
排⽔を処理している⼈⼝を⽰すことが⼀般的ですが、本編では、特に下⽔道を使⽤して⽣活排⽔を処
理している⼈⼝数を⽰しています。 
 
  汚⽔量原単位 
下⽔道の汚⽔排⽔には、住⺠の方がお⾵呂や台所など⽣活で使⽤する「⽣活汚⽔」、工場で使⽤する
「工場汚⽔」、観光客が⽇帰り・宿泊で使⽤する「観光汚⽔」など⽤途に応じて様々な汚⽔排⽔が存在
します。それぞれの汚⽔排⽔量を簡単に算出可能にするため、⾯積当たりの汚⽔排⽔量を設定した定
数を汚⽔量原単位と⾔います。 
 
【か⾏】 
  開⽔路 
⽔⾯を持つ⽔路のことを⽰します。⼀般的には、河川、⽤⽔路、排⽔路に⾒られる排⽔路上⾯に蓋が
かかっていない⽔路のことです。 
 
  管路改善率 
（改善(更新・改良・維持) 管路延⻑／下⽔道布設延⻑）×100により算出します。当該年度に更
新した管路延⻑の割合を表した指標で、管路の更新ペースや状況を把握できます。 
 
  管路⽼朽化率 
（法定耐⽤年数を経過した管路延⻑／下⽔道布設延⻑）×100により算出します。※法定耐⽤年
数を超えた管路延⻑の割合を表した指標で、管路の⽼朽化度合を⽰しています。⼀般的には、数値が
高い場合には法定耐⽤年数を経過した管路を多く保有しており、管路の改築等の必要性を推測するこ
とができます。 
 
  企業債 
施設整備などの費⽤に充てるために国や地方公共団体⾦融機構から借りた借⾦のことです。 

参考資料 用語集 
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  企業債残高対事業規模⽐率 
[（企業債現在高合計－⼀般会計負担額）／（営業収益－受託工事収益－⾬⽔処理負担
⾦）]×100により算出します。料⾦収⼊に対する企業債残高の割合であり、企業債残高の規模を⽰
す指標です。 
 
  経常収支⽐率 
（経常収益／経常費⽤）×100により算出します。経常費⽤が経常収益によってどの程度賄われてい
るかを⽰すもので、事業の収益を占める指標の１つであり、100％以上であることが望ましいとされます。 
 
  経費回収率 
[下⽔道使⽤料／汚⽔処理費（公費負担分を除く）]×100により算出します。使⽤料で回収すべき
経費を、どの程度使⽤料で賄えているかを表した指標であり、使⽤料⽔準等を評価することが可能となり
ます。 
 
  健全率予測式 
国⼟交通省の国⼟技術政策総合研究所が設定した予測式を⽰します。下⽔道管路の経過年数ごと
の劣化状態の進⾏状況を表しています。 
 
  更⽣（管）工法 
⽼朽化して機能が低下した下⽔道管の内⾯に補修を加えることで、下⽔道管を取り替えることなく継続
使⽤する方法です。 
 
  固定資産 
⼀般的に１年以上の⻑期にわたって使⽤又は利⽤する目的で保有する資産をいいます。 
 
【さ⾏】 
  シールド（工法） 
下⽔道管を地下トンネルとして構築する工法の⼀つ。「シールドマシン」と呼ばれるトンネル掘削機で安全
に地下を掘削・トンネルを築造する。開削せずに管路を繋げる⾮開削工法です。 
 
  施設利⽤率 
（晴天時⼀⽇平均処理⽔量／晴天時現在処理能⼒）×100により算出します。施設・設備が⼀⽇
に対応可能な処理能⼒に対する、⼀⽇平均処理⽔量の割合であり、施設の利⽤状況や適正規模を
判断する指標です。 
 
  ⾃然流下（方式） 
⼀般的な下⽔道は、⾃然流下方式と呼ばれる方式で地下に管を埋設することが多いです。⾃然流下
方式は、下⽔道管に勾配を付けて埋設することで、管の中を⽔が⾃然に流れる仕組みにしたものです。
す。 
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  使⽤料単価・汚⽔処理原価 
使⽤料単価とは、有収⽔量1ｍ3あたりの使⽤料収⼊のことであり、汚⽔処理原価とは有収⽔量1ｍ3

あたりの汚⽔処理費のことです。 
 
  従量料⾦ 
処理⽔量に応じて発⽣する料⾦のことをいいます。 
 
  推進（⼩⼝径管推進工法） 
下⽔道管を地下トンネルとして構築する工法の⼀つ。管の直径700 mm以下のものを特に「⼩⼝径管
推進工法」と呼びます。⼈がトンネルを掘るのではなく、推進機械が⽳を掘り、開削せずに管路を繋げる
⾮開削工法です。 
 
  ⽔洗化率 
（現在⽔洗便所設置済⼈⼝／現在処理区域内⼈⼝）×100により算出します。現在処理区域内
⼈⼝のうち、実際に⽔洗便所を設置して汚⽔処理している⼈⼝の割合を表した指標です。 
 
  ストックマネジメント 
持続可能な下⽔道事業実施のため、下⽔道施設全体を把握し、⻑期的な視点で施設の点検・調査、
修繕・改善を実施、最適化することを目的とした⼿法です。 
 
【た⾏】 
  ダウンサイジング 
現状と⽐較してサイズ（規模）を⼩さくすることで効率化やコスト縮減を図る⼿法の事です。下⽔道事
業においては、⼈⼝減少に準じた施設や管路のサイズの⾒直しがこれに該当します。 
 
  ダクタイル鋳鉄管 
鋳鉄を改良して強度を高めたダクタイル鋳鉄を材料として使⽤した下⽔道管のことです。 
 
  ⻑期前受⾦戻⼊ 
固定資産の取得に充てるために交付を受けた補助⾦等、繰延収益（⻑期前受⾦）として貸借対照
表の負債の部に計上し、取得した固定資産の減価償却に⾒合う分を毎年度取り崩して収益に計上し
たものです。 
 
  独⽴採算制 
皆さんに市へ納めていただく市⺠税などの税⾦ではなく、処理⽔量に応じて支払っていただく使⽤料収⼊
などにより経費を賄うことを基本としています。 
 
 
 
【な⾏】 
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  内部留保資⾦ 
減価償却費などの現⾦支出を伴わない支出や収益的収支における利益によって、企業内に蓄えられる
⾃⼰資⾦のことをいいます。 
 
【は⾏】 
  普及率（下⽔道） 
下⽔道を利⽤できる⼈⼝を⾏政⼈⼝で除した値です。 
 
  標準活性汚泥法 
下⽔処理場に流れてくる汚⽔（下⽔道有機物）を微⽣物の⼒で⽣物処理する方法で、⽇本では最
も⼀般的な処理方法です。汚⽔と微⽣物と空気を混ぜることで、汚⽔は微⽣物により分解され、⽔分と
汚泥分になります。⽔分は、消毒され河川に戻されます。汚泥分は従来は埋⽴てに利⽤されていました
が、近年では建設資材の材料や肥料に有効活⽤されリサイクル率も高くなってきています。 
 
  樋⾨・樋管 
⾬⽔や⽔⽥の⽔などが⽔路を流れ、より⼤きな河川に合流する場合があります。合流する河川の⽔位が
洪⽔などで高くなった場合に、その⽔が逆流しないように設ける施設です。 このような施設のなかで、堤
防の中にコンクリートの⽔路を通し、そこにゲート設置する場合、樋⾨または樋管と呼びます。⼀般的に
構造が箱型構造のものと管構造のもので呼び方を変えていますが機能は同じです。 
 
  複式簿記 
１つの取引について、それを原因と結果の両方から捉え、２⾯的に記録していくことにより、現⾦、⼟地、
建物などすべての資産の動きや損益を把握する方法です。下⽔道事業においては、収益的収支と資本
的収支の２本⽴てで記録しています。 
 
  法定耐⽤年数 
地方公営企業法施⾏規則により定められた、減価償却計算を⾏うための会計制度上の年数です。法
定耐⽤年数を超過すると「経年化資産」となり、更新の対象として区分けされます。 
 
  ボックスカルバート 
下⽔道⽤、地下道⽤などに⾒られる、コンクリート製の箱型暗渠構造物のことです。 
 
【ま⾏】 
  マンホールトイレ 
マンホールトイレとは、災害時にマンホールの上に簡易的なトイレ設備を設置して迅速にトイレ機能を保
持する仕組みです。災害トイレ、防災トイレなどと呼ばれることもあります。 
 
  マンホールポンプ 
マンホールポンプは、圧送管（方式）で使⽤するポンプが⼩規模の場合、下⽔道のマンホールの中にポ
ンプを設置する方式のことです。 



62 
 

 
  目標耐⽤年数 
耐⽤年数とは、減価償却資産が利⽤に耐える年数を⽰しており、資産の種類・構造・⽤途などによって
決められています。⼀方、※目標耐⽤年数は、過去の実績等から期待できる耐⽤年数を別途設定した
ものです。 
 
【や⾏】 
  有形固定資産減価償却率 
（有形固定資産減価償却累計額／有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿原価）×100により
算出します。有形固定資産のうち償却対象資産の減価償却がどの程度進んでいるかを表す指標で、資
産の⽼朽化度合を⽰しています。数値が高いほど施設の⽼朽化の度合いも⼤きくなります。 
 
  予防保全（による維持管理） 
施設の機能を停⽌させないために、周期的な点検を⾏い、消耗・摩耗した部品の交換を⾏うことで、機
器類の故障を未然に防ぐ事を目的とした管理方法です。 
 
【ら⾏】 
  流動資産 
固定資産とは対照に、通常1年以内に現⾦化又は費⽤化される資産のことをいいます。 
 
  流動⽐率 
（流動資産／流動負債）×100により算出します。流動資産の流動負債に対する割合を⽰します。
下⽔道事業の財務安定性をみる指標であり、この値は100％以上でより高い方が、安全性が高いとさ
れます。 
 
  流動負債 
企業の主目的たる営業取引によって発⽣した債務及び1年以内に支払の期限が到来する債務などをい
います。 
 
  累積⽋損⾦⽐率 
[当年度未処理⽋損⾦／（営業収益ー受託工事収益）]×100により算出します。累積⽋損⾦の受
託工事収益を除いた営業収益に対する割合を⽰します。累積⽋損⾦とは営業活動の結果⽣じた⽋損
⾦が当該年度では処理できず、複数年にわたって蓄積したものをいい、この値は0％であることが望ましい
とされます。  
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【英⾏】 
  ICT活⽤ 
ICTは、情報通信技術の略称で、通信技術を活⽤した産業・サービスの総称です。下⽔道事業におい
ては、情報の⾒える化・他分野との連携に活⽤する方針です。 
 
  PDCAサイクル 
効率的に事業を⾏うための継続的改善⼿法のことです。「Plan（計画）→Do（実⾏）→Check
（評価）→Action（改善）→Plan（計画）→・・・・・」を繰り返すことによって、事業全体を従属的
に改善していく⼿法の事です。 
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お問い合わせ先 

守⾕市上下⽔道事務所 上下⽔道課 

〒302-0110 守⾕市百合ケ丘二丁目 2734 番地の 1 

TEL︓0297-48-1842  FAX︓0297-48-6087 

E-mail︓jougesui@city.moriya.ibaraki.jp 

上下⽔道課ホームページ︓ 

    https://www.city.moriya.ibaraki.jp/kurashi/seikatsu/jyougesui/ 
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守谷市公共下水道事業経営戦略【改定版】 概要版

1.改定に係る変更点

守谷市下水道事業は中長期的な視点から平成31年３月に令和10年度までの10年間を計画期間とした
「守谷市公共下水道事業経営戦略」を策定しました。
本市下水道事業では経営戦略に基づき，これまで５年間各種施策を推進し，その進捗管理を毎年度行っ
てきましたが，計画期間の中間時点である令和５年度において，具体的な推進施策や投資・財政計画の見
直しを行い，「守谷市公共下水道事業経営戦略（改定版）」を策定しました。
「守谷市公共下水道事業経営戦略（改定版）」では主に以下の３項目に対し，見直しを実施しました。
①処理人口及び処理水量の見直し
②投資・財政計画の見直し
③総務省の経営戦略改定推進の通知やマニュアル改定への対応

2.現状と課題

1 汚水処理水量の減少

令和13年度以降，本市の汚水処理人口
は減少する見通しであり，下水道使用料の
減少や施設稼働率の低下が懸念されます。
（図１）

2 下水道施設の老朽化・更新費用の増加

3.経営戦略の位置づけ

概ね整備が完了している公共下水道について，老朽化している浄化センターや下水道管路等の計画的な
維持管理のもと，適切な更新を実施し，引き続き，都市的な生活利便の向上と河川の水質保全に努めます。
本経営戦略は，管路・施設に関する投資の見通しを試算した「投資計画」と，財源の見通しを試算した「財
政計画」を踏まえ，収⼊と⽀出が均衡するよう調整した中長期の「財政収⽀計画」を策定し，持続可能な公共
下水道事業の実現に向けた具体的な取組を掲げていきます。
本経営戦略の位置付けは，図3のようになります。

本市の下水道事業は昭和50年に着手しています。下水道施設の老朽化が進んでることから，適切な時期に
更新していく必要があります。法定耐用年数で更新した場合，今後50年間で1,415億円（1年当たり
28.3億円）といった莫大な費用がかかります。（図２）
下水道事業は皆さんが⽀払う下水道使用料等により運営しており，人口の減少とともに下水道使用料によ
る収益が減少することを踏まえると，維持管理・補修による施設等の延命化に努めるとともに，適切な更新を
行い，施設の効率性を上げることにより，更新費用の削減に努めることが重要となります。

図１.処理人口と処理水量（汚水）の実績と推計

図3. 守谷市公共下水道事業経営戦略の位置づけ

基本方針 経営の基本方針として以下の6つを掲げます。
① 下水道施設の計画的な更新
② 下水道施設の耐震化
③ 維持管理の充実
④ コスト縮減と経営改善
⑤ 財政収⽀見通しに基づく事業運営
⑥ 適正な組織体制

4.投資・財政計画

投資計画 下水道関連計画に基づき，以下の流れで投資計画の検討を行います。

法定耐年数とは，法律等で定められた資産ごとの耐用年数で，減価償却の計算で用いられ，こ
の年数を超過すると資産価値がなくなり，一般的に更新の対象として区分されます。

図２. 法定耐用年数で更新した場合の更新費用
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図3. 下水道施設を健全度Ⅰ，緊急度Ⅰで更新する場合
（財政，執行体制の観点から，当面実現可能なシナリオとする）

図5.下水道施設を設定額で更新する場合

財政目標

収⽀見通し

5.進捗管理

Plan Do

CheckAction

計画の策定 事業の推進

達成状況の確認改善策の検討

ビジョンの設定
事業の実施
進捗状況の管理

事後評価の実施
市民の声の把握

未達成目標への対応
新たなニーズの把握

計画への反映

計画の策定

実施結果の整理

情報公開
説明責任

PDCAサイクル

経営戦略は毎年進捗管理を行うとともに，
概ね3～5年ごとに見直しを行います。PDCA
サイクルを活用しながら，目標達成度や事業
推進における問題点，事業の有効性を確認
し，計画の見直しを進めていきます。
また，見直しを行った際には，見直し内容を
公表することにより，事業の透明性を高め，
健全な事業運営を行えるように努めていきます。

図9. PDCAサイクル

財政目標として，以下の目標を設定します。

① 経常収⽀比率は100%以上を維持します。
② 資金残高は最低でも下水道使用料収益の50％を確保します。

 年間の汚水処理にいくらを要し、その費用
に対していくらの収⼊があったのかについて，
その年の純利益または純損失を知るための
収⽀を表したものです。

 令和16年度以降は収益的支出が収益
的収入を上回り，赤字経営となる見込
みです。（図6）

 令和21年度以降は汚水処理原価が使用
料単価を上回ることから，汚水処理に要し
た費用を下水道使用料で賄うことが難しく
なります。 （図7）

収益的収支

資本的収支

 老朽化した施設や管路などの整備にかか
る収⽀を表したものです。計画的に下水
道施設を整備するためには，そのための
資金（内部留保資金，企業債等）を
適正に確保する必要があります。

 施設の更新需要の増加に伴って資本的
⽀出が増加することにより，内部留保資
金は年々減少する見通しとなっています。
（図8）

投資・財政計画の条件下では計画期間内
において，目標を達成できる見通しとなってい
ますが，計画期間以降では，財政目標の
達成が困難となることから，将来にわたって安
定的に下水道事業を運営するために，以下
の施策により収⽀ギャップの解消に取り組みま
す。

【施策】
① 下水道施設規模の適正化
② 下水道施設の適切な維持管理
③ 下水道施設の適切な更新
④ 民間活力の検討・広域化
⑤ 下水道使用料の適正化の検討

図6. 収益的収支と損益

図7. 使用料単価と汚水処理原価

図8. 資本的収支と内部留保資金

健全率予測式を用い，施設を更
新することで，施設の機能が停止
することなく，下水道施設の健全を
保った状態で更新する場合の1年
当たり更新費用は13.7億円となり
ます。（図3）

下水道施設の健全度Ⅰ，緊急度
Ⅱで施設を更新する場合の1年当
たり更新費用は28.4億円となりま
す。（図4）

点検調査を定期的に行い，施設
の状態を監視することで安全性の
向上と投資の効率化を図ります。
年間の予算を平準化し，財政の
安定を保つ状態で更新すると1年
当たり更新費用は10.0億円とな
ります。（図5）

図4. 下水道施設を健全度Ⅰ，緊急度Ⅱで更新する場合

※シナリオ(1)については，表面
図２をご欄ください。
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